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令和５年上富良野町決算特別委員会会議録（第１号） 

 

令和５年９月２７日（水曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ８号 令和４年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 ９号 令和４年度上富良野町企業会計決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会日程 

１ 正・副委員長選出 

決算特別委員長挨拶 

開会宣告・開議宣告 

２ 議案審査 

  (1) 付議事件名〔令和５年第３回定例会付託〕 

    議案第 ８号 令和４年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

    議案第 ９号 令和４年度上富良野町企業会計決算の認定について 

  (2) 日程 

    書類審査〔消防大会議室へ移動し、二つの分科会による全体審査〕 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       小 林 啓 太 君 

   委   員  佐 藤 大 輔 君   委   員  荒 生 博 一 君 

   委   員  湯 川 千悦子 君   委   員  米 澤 義 英 君 

   委   員  金 子 益 三 君   委   員  林   敬 永 君 

   委   員  茶 谷 朋 弘 君   委   員  島 田 政 志 君 

   委   員  井 村 悦 丈 君   委   員  北 條 隆 男 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         斉 藤   繁 君     副 町 長         佐 藤 雅 喜 君 

 教 育 長         鈴 木 真 弓 君     代表監査委員         中 田 繁 利 君 

 監 査 委 員  中 瀬   実 君     会 計 管 理 者         及 川 光 一 君 

                        総 務 課        

 総 務 課 長         北 川 徳 幸 君              宮 下 正 美 君 

                        Ｉ Ｔ ・ 組 織 機 構 担 当 課 長        

 企画商工観光課長         狩 野 寿 志 君     町民生活課長         山 内 智 晴 君 

                        保 健 福 祉 課        

 保健福祉課長         深 山   悟 君              星 野   章 君 

                        健康づくり担当課長        

 農業振興課長         安 川 伸 治 君     農業委員会事務局長  林 下 里 志 君 

 建設水道課長         菊 地   敏 君     教育振興課長         谷 口 裕 二 君 

 ラベンダーハイツ所長         鎌 田 理 恵 君     町立病院事務長  長 岡 圭 一 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         星 野 耕 司 君     次 長         飯 村 明 史 君 
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 主 事         進   梨 夏 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○事務局長（星野耕司君） おはようございます。 

 決算特別委員会に先立ち、議長から御挨拶をいた

だきます。 

○議長（中澤良隆君） 決算特別委員会のスタート

に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 令和４年度の決算は、このような物価高騰関連対

策経費や、地方交付税の追加交付により、一般会計

におきましては、歳入歳出ともに８０億円を超える

という決算額となりました。 

 コロナ対策等に終始する令和４年度となりまし

た。 

 多忙な１年送られました職員の皆様方に対し、心

から敬意を表したいと思います。 

 さて、決算審査は、議会が決定した予算が適正に

執行されたのかどうかを審査するとともに、行政効

果や経済効果を測定し、住民に代わって行政効果を

評価するという、極めて重要な役割があります。 

 その結果を、その後の財政運営の一層の健全化と

適正化に役立てていくことに意義があると言われて

います。 

 ３日間という長丁場になりますが、決算特別委員

長のもと、委員各位の慎重な審査をいただきますよ

うお願い申し上げ、開会に当たっての挨拶といたし

ます。 

○事務局長（星野耕司君） 続きまして、町長から

御挨拶をいただきます。 

○町長（斉藤 繁君） 改めまして、皆さんおはよ

うございます。 

 令和５年の決算特別委員会の開催に当たり、議長

の許可を得ましたので、私のほうからも、一言御挨

拶申し上げたいと思います。 

 まずは時節柄御多忙の中、３日間の御審議、どう

ぞよろしくお願いしたいと、このように思っており

ます。 

 令和４年度につきましても、さきの定例会に上程

したとおりでございますが、コロナ禍ということも

あり、経済対策、生活支援、そしてワクチン接種準

備等を含めて、一般会計、特別会計、そして企業会

計を含めて、総額、約１３４億円の決算となったと

ころであります。 

 これらの一連の成果を、今委員会を通じて皆さん

に御審議賜り、今後の行政運営に反映できるように

と考えております。 

 改めまして、各委員におかれましては、何かと御

多用の中、御手数、御苦労をおかけすると思います

が、御審議いただき、そして、認定賜りますようお

願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきたいと思

います。 

 どうぞ、３日間よろしくお願いいたします。 

○事務局長（星野耕司君） 正副委員長の選出でご

ざいますが、令和５年第３回定例会で、議長及び議

会選出の監査委員を除く１２名をもって決算特別委

員会を構成しておりますので、正副委員長の選出に

ついては、議長からお諮り願います。 

────────────────── 

◎正 ・ 副 委 員 長 選 出             

○議長（中澤良隆君） 正副委員長の選出につい

て、お諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長を選出することで御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員長に岡本康裕君、

副委員長に小林啓太君と決定いたしました。 

○事務局長（星野耕司君） 岡本委員長は委員長席

へ移動願います。 

（中澤議長、議長席を退席） 

（岡本委員長、委員長席へ移動） 

○事務局長（星野耕司君） それでは、岡本委員長

から御挨拶をいただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 改めまして、おはようご

ざいます。 

 第３回定例会に上程されました令和４年度の各会

計及び各企業会計決算認定の件が、さらなる十分な

審議が必要ということで、決算特別委員会が設置さ

れ、先例により委員長に就任いたしました。 

 御案内のとおり、本委員会は議会が議決した４年

度予算が議決した趣旨と目的に従って適正に、そし

て効率的に執行されたか、それによってどのように

行政効果が発揮できたか、また、今後の行政運営に

おいて、どのような改善がなされるべきであるかと

いうこと、そして、住民の福祉の向上に十分に寄与

されたかを審査し、その効果を評価する重要な委員

会であります。 

 令和４年度の決算にあっては、コロナ、物価高騰

関連対策経費や地方交付税の追加交付等、昨年度に

引き続き、歳入、歳出とも一般会計において８０億

円を超える決算となりました。 

 感染症対策や緊急経済対策、物価高騰対策と、我

が町の実情に応じた事業の予算が計上され、実行さ

れたところであります。 

 二元代表制の片方の車輪として、住民の付託に応

え、責任と義務を果たすため、闊達な質疑をしてい

ただきたいと思います。 
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 また、理事者、説明員においては、質疑の内容を

十分に把握して、明確な答弁をお願いいたしたいと

思います。 

 ３日間に及ぶ委員会ですが、委員各位、理事者の

皆さんの特段の協力を得て、就任の挨拶とさせてい

ただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○委員長（岡本康裕君） ただいまの出席委員は１

２名であり、定足数に達しておりますので、これよ

り決算特別委員会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本委員会の委員会日程については、事務局長から

説明いただきます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 御説明申し上げます。 

 本委員会の案件は、令和５年第３回定例会におい

て付託されました議案第８号令和４年度上富良野町

各会計歳入歳出決算の認定について、議案第９号令

和４年度上富良野町企業会計決算の認定についての

２件であります。 

 本委員会の委員会日程につきましては、お手元に

配付いたしました委員会日程のとおり、会期は９月

２７日、２８日、２９日の３日間とし、本日は、こ

れより会場を消防大会議室に移し、２分科会に分か

れ、各分科会において分科長を選出し、会計の書類

審査をお願いいたします。 

 ２日目の２８日は、議場において、一般会計の質

疑を決算書により行います。 

 なお、歳出につきましては、款ごとに質疑を進め

ます。 

 ３日目の２９日は、議場において、特別会計及び

企業会計決算の質疑を決算書により行います。その

後、分科会ごとに審査意見書案の作成、全体で意見

をして成案を決定、理事者に審査意見書を提出し、

理事者の所信表明、討論、表決という順序で進めま

す。 

 なお、分科会の構成は、１３番岡本委員長を除

き、第１分科会は議席番号１番から６番までの６名

の委員、第２分科会は議席番号７番から１２番まで

の５名の委員となります。 

 本委員会の説明員は、町長をはじめ、議案審議に

関係する課長、主幹並びに担当職員となっておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

 本委員会の委員会日程については、ただいまの説

明のとおりにいたしたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の委員会日程は、ただいまの説

明のとおりと決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取扱いは委員長の

許可といたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取扱いは

委員長の許可といたしたいと思います。 

 これより、本委員会に付託されました議案第８号

令和４年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定に

ついて及び議案第９号令和４年度上富良野町企業会

計決算の認定についてを議題といたします。 

 本件は、さきに説明が終了しておりますので、直

ちに分科会を開催し、各分科長を選出の上、地方自

治法第９８条第１項の規定により、書類審査を行い

ます。 

 なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の審査といたします。 

 事前の資料要求がありましたので、さきに配付の

とおりでございますので、審査の参考に願います。 

 念のため申し上げます。 

 書類審査により知り得た事項の中には、秘密に属

する事項があるかとは思いますが、これについては

外部に漏らすことのないよう十分注意願います。 

 また、審査に当たって、所定の書類以外に必要な

資料等がございましたら、各分科会で協議し、決算

特別委員会審査資料要求書に必要事項を記入の上、

委員長に申し出てください。 

 なお、資料要求は本日の書類審査までとし、明日

以降の質疑応答中は要求することができませんの

で、御注意願います。 

 それでは、これより、会場を消防大会議室に移し

ますので、その間、暫時休憩といたします。 

○事務局長（星野耕司君） ９時３０分から書類審

査を行いますので、委員及び説明員におかれまして

は、消防大会議室に移動し、御参集願います。 

─────────────── 

午前 ９時１３分 休憩 

午前 ９時３０分 再開 

─────────────── 

 

午前１１時２４分 散会 

 



― 5 ― 

 

 

   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     令和５年９月２７日 

 

 

   決算特別委員長    岡 本 康 裕 
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令和５年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号） 

 

令和５年９月２８日（木曜日） 午前９時００分開議  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ８号 令和４年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第 ８号 令和４年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定についての質疑 

   (1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入） 

     ①１款（町税）～２２款（町債） 

   (2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） 

     ①１款（議会費）～２款（総務費） 

     ②３款（民生費） 

     ③４款（衛生費） 

     ④５款（労働費） 

      ７款（商工費） 

     ⑤６款（農林業費） 

     ⑥８款（土木費） 

     ⑦９款（教育費） 

     ⑧１０款（公債費）～１２款（予備費） 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長  岡 本 康 裕 君   副 委 員 長       小 林 啓 太 君 

   委   員  佐 藤 大 輔 君   委   員  荒 生 博 一 君 

   委   員  湯 川 千悦子 君   委   員  米 澤 義 英 君 

   委   員  金 子 益 三 君   委   員  林   敬 永 君 

   委   員  茶 谷 朋 弘 君   委   員  中 瀬   実 君 

   委   員  島 田 政 志 君   委   員  井 村 悦 丈 君 

   委   員  北 條 隆 男 君 

   （議長 中澤良隆君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         斉 藤   繁 君     副 町 長         佐 藤 雅 喜 君 

 教 育 長         鈴 木 真 弓 君     代表監査委員         中 田 繁 利 君 

 監 査 委 員  中 瀬   実 君     会 計 管 理 者         及 川 光 一 君 

                        総 務 課        

 総 務 課 長         北 川 徳 幸 君              宮 下 正 美 君 

                        Ｉ Ｔ ・ 組 織 機 構 担 当 課 長        

 企画商工観光課長         狩 野 寿 志 君     町民生活課長         山 内 智 晴 君 

                        保 健 福 祉 課        

 保健福祉課長         深 山   悟 君              星 野   章 君 

                        健康づくり担当課長        

 農業振興課長         安 川 伸 治 君     農業委員会事務局長  林 下 里 志 君 
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 建設水道課長         菊 地   敏 君     教育振興課長         谷 口 裕 二 君 

 ラベンダーハイツ所長         鎌 田 理 恵 君     町立病院事務長  長 岡 圭 一 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         星 野 耕 司 君     次 長         飯 村 明 史 君 

 主 事         進   梨 夏 君      
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会２日目

を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の委員会日程については、さきにお配りしま

した日程のとおりであります。 

 これより、令和４年度上富良野町各会計歳入歳出

決算の認定に関し、質疑を行います。 

 初めに、各会計決算の一般会計より質疑を行いま

す。 

 一般会計の歳出については、款ごとに調書及び資

料と併せて質疑を行います。 

 委員及び説明員にお願い申し上げます。 

 審議中の質疑、答弁につきましては、要点を明確

にし、簡潔に御発言いただきますようお願い申し上

げます。 

 なお、質疑の方法については一問一答で、１項目

ごとに質疑を行いますので、質疑のある場合は挙手

の上、議席番号を告げ、委員長の許可を得てから自

席で起立し、ページ数と質疑の件名を申し出て発言

願います。 

 また、説明員は、挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し、答弁願います。 

 それでは、質疑に入ります。 

 最初に、歳入、１款町税の２２ページから、２２

款町債の６５ページまで、一括して質疑を行いま

す。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ２２ページの町税の歳入等

についてお伺いいたします。 

 ここには、不納欠損処理等が明記されておりま

す。不納欠損というのは、それなりの理由があって

欠損処理という形になっていると思いますが、その

要因はどういうところにあったのか、お伺いしてお

きたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の不納

欠損に関する御質問についてお答えします。 

 不納欠損についてですが、町民税につきまして

は、無財産が５件、生活困窮者が５件。固定資産税

につきましては、無財産が１０件、生活困窮者が１

件。軽自動車税につきましては、生活困窮者が１件

となっております。 

 生活困窮者につきましては、財産調査などを行

い、滞納処分の執行を行うと、生活保護法の適用を

受けなければ生活が維持できない程度の状態になる

おそれがありますので、不納欠損にしているところ

であります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そうしますと、差押え等も

実施しているという形で、いろいろ調べましたら、

意見書などを見ましたら明記されております。差押

えする段階というのは、当然納めないということが

前提になってくるかと思いますが、どういう段階で

差押えに至るのか確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の差押

えに関する御質問についてお答えします。 

 基本的には、督促状を送付した後に、大体１か月

後ですけれども、催告書を送付し、それでも納付が

なければ、最終通告書を送付して滞納処分を行いま

す。 

 あとは、臨戸訪問を兼ねて現地調査も行っていま

すが、また、納税相談も行っていますが、分納を希

望された場合は、財産の状況を確認した上で、延滞

金についても説明し、納税誓約書を提出してもらっ

ています。あくまでも納税誓約書は一時的なものと

し、慢性的な分納にならないよう期限納付につい

て、今後どのように納付していくのかも含め、相談

を受けた上で差押えするかどうかの判断を行ってお

ります。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 町のほうもそれなりに丁寧

な説明などを加えながら、滞納に対する対応、督促

などを行っているという、今の説明で判断いたしま

した。 

 ただ、やはりグレーンゾーンの方が恐らくいらっ

しゃるのかと思います。もしくは、全く滞納督促を

行っても応じないという方もいらっしゃるかと思い

ますが、そういう場合は強制的な執行ということも

あるのかもしれませんが、しかし、グレーゾーンの

方もいるということを判断すれば、差押えというの

は、その状況に応じてきっちりとした対応をしなけ

ればならないと思います。 

 過去には、本来、生活費まで押さえては駄目なの

にもかかわらず、生活費まで押さえられたという

ケースも、過去の話です、今の話ではありません。

現状は、そういうものも踏まえて、きっちりと令和

４年度においては対処しているという形なのか、再

度、経過等についてもお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御
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質問にお答えします。 

 まず、差押えにつきましては、基本的に、催告書

を出したり最終通告書を出した場合にも応答がない

場合、その上で、調査を行った上で差押え予告書を

出して差押えするということで、それでも連絡がな

ければ差押えするという形になっております。 

 先ほど御質問のあったグレーゾーンというか、生

活費のところに関しましては、収入がある、なしの

判断をさせていただきまして、その収入の中から、

差押えできる金額の目安というのが決まっておりま

すので、そちらを計算した上で、この分を差押えい

たしますということにしております。預金がたくさ

んあったりすると、それは生活費とは別になります

ので、当然そちらのほうから優先的に、そして、給

料等があれば、生活費等を差し引いて、必要最低限

の部分を差押えという形にさせていただいておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そういうものを併せて、生

活保護に結びつけられる人については、そういう判

断もしているという形でありますが、再度確認しま

すが、いろいろ話を聞きましたら、そういう方たち

というのは、大変な生活の大変な状況、規則的にど

うだったのかという状況も、生活実態を見ましたら

見受けられます。いわゆる誓約書を交わしたにもか

かわらず遅れるだとか、そういうことを伝えなかっ

たことによって、さらに督促だとか差押えになると

いうケースもこの間、見てきました。そういうとき

も含めて、やはり生活保護に結びつけられるような

環境にあるのだったら、そういうものも含めて、前

段でお話もありましたが、きっちりとした対策を取

りながら、納税してもらうような環境もこちら側で

提示しながら、納税を押し進めるというのが前提で

あっていいと思いますが、再度この点を確認いたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。 

 御本人に支払い能力がある、なしというのは、お

話をさせていただいた上で判断をさせていただく部

分です。 

 ただ、生活保護に関しましては、この状態であれ

ば生活保護等、扶助費を受けたほうがいいのではな

いかということで、うちのほうも勧める場合があり

ますが、最終的には、本人の御判断なので、そちら

を受けられなければ、引き続き分納等を行っていた

だきたいということで、こちらのほうはお願いする

立場というか、誓約書を取る立場でございますの

で、そのように進めております。 

 あとは、誓約書の中身の変更につきましては、一

応そのとき交わした誓約書は、ここには収入がある

からこれだけ払いますという、お互いの話し合いの

中で決めておりますので、状況が変わったのであれ

ば、相手側から連絡いただければ、こちらのほうは

変わっていないという判断をしますので、約束が過

ぎていますという連絡をこちらからさせていただく

ことはありますが、基本的には、生活状況まで手を

突っ込んで確認はできませんので、やはりお互いの

信頼関係なので、お互いに必要な連絡するというこ

とで対応させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） この間、コロナという状況

もありました。コロナ関係で営業だとか個人の生活

が大変になって納税に至らなかった、あるいはそう

いうケースというのは、令和４年度というのは、納

税等については見受けられたのかどうなのか確認い

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ４番米澤委員の今の

コロナ関係に関する御質問についてお答えします。 

 コロナ関係につきましては、町民税に関して言い

ますと、前年の所得に対して今年の町民税がかかる

というルールになっていますので、コロナの影響が

仮にあったとしても、翌年収入が減っているので税

金が下がるという形になりますので、基本的には影

響はないと考えております。 

 以上です。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 関連なのですけれども、固

定資産税のほうの収入未済額のほうを見ますと、令

和３年でいきますと、滞納繰越分に関しては８３７

万円、現年度が４０６万円ということで、令和４年

度を見ますと、ちょうど似た数字になって、現年度

分の４００万円がそのまま過年度分に来ているのか

と見られるのですけれども、中身は違うかもしれな

いのですけれども。 

 今言ったように、住民税に関しては、コロナ等で

収入が減ったときには、翌年はその分は下がるのは

分かるのですけれども、固定資産税に関しては下が

らないので、ゼロゼロ融資とかの返済時期にもちょ

うどなってきているところで、それらの影響という

のは、今回は出ているのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下次美君） ５番金子委員の固定

資産税の対応についての御質問にお答えします。 
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 今回、滞納額で増えた分に関しては、ある企業の

部分でございまして、その部分が毎年同じ額が上乗

せになっている状態でありまして、コロナの関連と

いいますと、特に、滞納で繰り越したとかというの

はありませんので、コロナ関連とは別だと思ってい

ただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 分かりました。ということ

は、残念ながら慢性的なところで滞納が出ていると

いうことで判断します。それらの対応というのは、

分納しかないということでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ５番金子委員の御

質問にお答えします。 

 確かに慢性的になってきている部分でございま

す。こちらのほう、分納という考えを今できない状

況になっております。こちらに関しましては、債権

者が、対応できる人がいないという状態になってお

りますので、町だけではなく北海道等を含めて、た

だいま対応している最中でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 同じ町民税でお伺いいたし

ます。恐らく町民税等については、自衛隊の職員等

の納税等が含まれていると思います。近年でした

ら、自衛隊の組織的な再編の中で、自衛隊の異動が

行われるという状況で、隊員の数が減ればその分税

収も減るという方向に結びつきますが、そこで、現

状では、自衛隊関係の納税分というのは、分かる範

囲でいいです。恐らくはっきり分からないと思いま

すので、どのぐらいあるのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。 

 委員おっしゃるように正確な数字というのは、特

別徴収等を含めまして出てませんが、大体、おおよ

そ全体の３割程度と思っていただければ結構です。 

 ただ、町民税に関しましては、住民票のある場所

に納税しますので、自衛隊員の方は必ず上富良野に

住んでいるとは限りませんので、全体の正しい数字

というのは本当に分からないということで、御理解

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。 

 ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） ３４ページの使用料及び手

数料というところの６項目め、土木施設使用料の住

宅使用料の件なのですけれども、町営住宅に入って

いて、滞納されている方がいるような感じなのです

けれども、これについてどうなっているのか、お願

いします。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ９番島田委員の御

質問にお答えします。 

 入居されている方でも家賃の滞納というのはござ

います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） 要するに生活保護を受けて

いるとか、そういう方ですと免除というのがあるか

と思うのですけれども、ここに予算化されるという

ことは、生活力のある方だと思うのですが、それに

ついてはどのように対応されていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ９番島田委員の御

質問にお答えします。 

 まず、生活保護につきましては、生活保護になっ

たからといって公営住宅の料金が免除になるわけで

はございません。そちらは扶助費のほうで支払われ

ておりますので、直接うちらのほうに頂くか、本人

が頂くかということになっております。 

 あと、内訳につきましては、個人のことでござい

ますけれども、基本的に支払い能力のある方が支

払っていないという場合は、税とは、私債権なので

区分が違いますが、対応を行っているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ５０ページの財産収入のと

ころで、定住・移住の賃貸料があると思いますが、

これで見ましたら滞納になっている部分が若干、小

さなことですが、見受けられますが、どういう状況

で滞納になったのか、この点、分かればお伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

 たしか３年ほど前に入居していた方がいたのです

けれども、その方が家賃を払えない状態で退去され

てしまったのです。その後、いろいろ裁判沙汰に

なっていまして、自己破産されまして、それでその

分の家賃が残ってしまいまして、その分を不納欠損

という形で落とさせていただいたということになっ

ております。 

 以上です。 
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○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 恐らく今まではこういう

ケースというのはほとんどなかったのだろうと、ま

れなのだろうと思いますが、いろいろ不測の事態と

いうのも起こりかねないという状況もありますの

で、そこら辺は、皆さん重々熟知して対処されてい

ると思いますので、そこら辺については、今後、そ

ういう不測の事態も含めた対応の仕方も含めて、ぜ

ひ対応していただければと思います。この点、確認

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、不測の事態といいます

か、そういうのが発生いたしまして、今後におきま

してもそういうことがないような形で、常に入居者

と対話をしていきながら進めていきたいと考えてお

りますので、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） ６１ページになります。雑

入の一番下のいきいきふるさと推進事業助成という

ことで、令和３年度は定住・移住促進にこの費用を

充てております。令和４年度は海外派遣人材育成事

業ということで計上されておりますけれども、ま

ず、この推進事業助成というのは、どのような範囲

で使用が可能で、それに対して、申請を行っている

と思うのですが、今回、決算ですので、オーストラ

リアのブリスベンに海外研修に行かれたということ

は承知しておりますけれども、遡ると、２年にはこ

の助成というのは、申請行為というのはなされてな

いのですか、その辺も含めて、使用目的等をまず確

認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ２番荒生委員のい

きいきふるさと推進事業助成に関する御質問にお答

えさせていただきます。 

 令和４年度から教育委員会で実施しております青

少年海外派遣人材育成事業ということで、結果とし

てはオーストラリア方面に４名のお子様を派遣する

ことになりましたが、その関係で、助成事業という

ことで、今回、助成事業を活用させていただくとい

うことで、向こう３か年間、令和４年度から３か年

間の利用が見込めるということで、今回この申請に

手を挙げさせていただいたところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） そもそもこのメニューとい

うのは、創設されたのはいつ頃から分かる方はい

らっしゃいますか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ２番荒生委員の御

質問にお答えします。 

 今、私のほうでは、この事業の創設時期というの

は把握できておりません。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） せっかく１００万円という

額を助成いただける事業ですので、今、教育振興課

長のほうから、向こう３年間見込めるということで

したけれども、その範囲とか、その使途というのが

多岐にわたるようでしたら、海外派遣事業に関わら

ず、積極的に取り行っていただきたいと思います

が、その辺に関しての答弁をお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前 ９時２２分 休憩 

午前 ９時２３分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ２番荒生委員の御質問に

お答えします。 

 今、いきいきふるさとの補助要綱といいますか、

交付要綱の確認させていただきたいと思いますの

で、ちょっとお時間いただければと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 荒生委員、後ほど、休憩

明けぐらいでよろしいでしょうか。 

 ほかございますでしょうか。６５ページまで。 

 ３番湯川委員。 

○３番（湯川千悦子君） ５３ページの地域振興寄

附金のふるさとモニターについてお伺いしたいので

すけれども、要求資料の９ページの資料７ですが、

取扱業者なのですが、そちらのほうは、令和４年で

何者あるかと。 

 加工品の肉加工とは何ですか、取扱業者は令和４

年で何者でしょうか、お聞きしたいのですけれど

も、よろしくお願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ３番湯川委員

の御質問にお答えいたします。 

 町内の事業者数、後ほど数字をお伝えさせていた

だきたいと思います。ポータルサイトの数として

は、１８のポータルサイトがございまして、その中

に中間事業者という方がいらっしゃいまして、その

中で、今回のふるさとモニターの制度を活用いたし
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まして、事業を進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ３番湯川委員。 

○３番（湯川千悦子君） 加工品とありますが、そ

この肉加工のところは、どんな内容なのでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 資料の説明についてはお

受けできません。 

○３番（湯川千悦子君） 分かりました。後ほど。 

○委員長（岡本康裕君） 歳出のほうで聞けるそう

ですので、担当が来た場合、再度お聞きいただけれ

ばと思います。よろしいでしょうか。（「はい」と

呼ぶ者あり） 

 ほかございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで歳入の

質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） それでは、続けていきた

いと思います。 

 企画振興課長、答弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ２番荒生委員

の質問のありました、いきいきふるさと推進事業に

ついてでございます。 

 助成対象事業というのは１０項目ほどございまし

て、平成３年から始まっている事業で、これまでも

うちの町でもいろいろな事業を手がけていたのもあ

ります。１回の事業で３年間継続する事業になって

ございますので、これまでも少子高齢化ですとか人

材育成ですとか国際交流とかいろいろな事業があっ

て、１回切りになってしまいますので、これまでに

何度かやった事業はあるかと思います。 

 １０項目ほどありますので、今後についても、国

際交流のみならず、いろいろな事業で使えるものは

使っていきたいと。１００万円上限の２分の１です

から２００万円で、上限が２分の１の１００万円と

なりますので、今後におきましても、いろいろな計

画の中で、教育委員会のみならず、いろいろなとこ

ろで使えるものがあれば、取捨選択をしていく中で

事業を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） それでは、続けてまいり

ます。 

 次に、歳出の質疑を行います。 

 歳出につきましては、先ほど申し上げました款ご

とに質疑を行います。 

 最初に、１款議会費の６６ページから２款総務費

の９３ページまで、一括して質疑を行います。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ７０ページ、７１ページで

すが、文書広報費のところでお伺いいたします。 

 ここで質問していいのかちょっと分からないので

すけれども、間違っていれば言っていただければい

いと思いますが。防災無線でいろいろな候補地に流

れてきて、防災無線でいろいろな行事とかお知らせ

が流れてきます。非常に町民の方から多いのは、確

かに防災無線という形で、デジタル化ということで

は、前向きであって、それはそれでいいのだけれど

も、ただ、この間も恐らく聞いていらっしゃると思

うのですが、お知らせが１回だと。前回は２回まで

あったと。そういう中で、非常に聞き漏らしだとか

があるのだと。町のほうに聞いたら、デジタル無線

だから録音機能があるから、そこで対応してほしい

というような話があるのだけれども、余りにも冷た

いのではないかというのが多いです。本当に多いの

ですよ。行政側は、それでオッケーとしているかど

うか分かりません。 

 ただ、私たちがデジタル化を進める上でも、併せ

て、それが住民にとってどのように映っているのか

ということも併せて対処しなければ、デジタルを進

める意味がないのです。そこら辺は、今後、案内放

送等においても、どのように考えているのか、改善

する余地があると思うのですが、この点どのように

お考えなのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。 

 防災無線は総務課の所管ですが、防災行政無線の

行政だよりのほうは私のほうで所管しておりますの

で、御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、録音システムの関係は、文字数の関係で繰

り返しをちょっと今遠慮しているという状況でござ

います。文字数の制限、１,０００文字までという

中で、先ほど言われたような聞き漏らしの部分に対

応するために検討を進めている最中でございます。

まず、根本的に機械のシステムバージョンアップす

ることが最優先になると思いますので、それまでの

間の対応は検討しております。 

 併せまして、先ほど御質問のあった録音機能につ

きましては、必ず防災行政無線を聞き漏らしないた

めに録音機能を使うという部分もありますが、本来

の防災行政無線の在り方は、災害があったときに、

緊急のために使用方法を覚えていただきたいという

部分もございますので、せっかくついた録音機能と

いうのをぜひ活用していただいて、毎日聞く放送だ

けではなく、緊急放送を聞き漏らすという場合で
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も、録音機能で再生できるという機能を使いこなし

ていただきたいという部分もございますので、そち

らのほうは御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そういう丁寧な説明をされ

ていると思うのですけれども、私たちも人間ですか

ら、聞き漏らしたりだとかが相当あるのです。やは

りそういう丁寧な説明と併せて、録音機能の使い方

はこうなのだよということも、やはり説明しなけれ

ばならないと思うのです。 

 ある高齢の方に聞いたら、録音機能というのはど

こにあるのか全然分からないのだと。そう言われて

も使い方が分からないのだというところから始まる

のです。そのぐらいに町に住んでいる方というの

は、多様な階層の方々がいらっしゃいます。すぐ

ピッときて、あっ、これだねという方もいらっしゃ

います。そういう方も含めて町の社会というのは成

り立っているわけですから、ひとしくとは言わない

けれども、やはり安心して暮らすためにも、そう

いった機能の在り方、防災無線の発信の在り方など

も改善しなければならないと考えておりますが、こ

の点、町長、よくお分かりですか、なかなか町長、

そこら辺というのはよく分かっていらっしゃると

おっしゃっていますが、よく分かっていない部分も

あるのではないかと思いますが、この点、どのよう

に理解しておりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 確かに私もどちらかというとアナログ派でござい

ますから、当然いろいろ新しい機器、それから新し

いやり方といったものがあったときに、本当に戸惑

うことも多々ございます。高齢の方であったり、お

一人でお住まいになっている方については、大変そ

ういった部分では御苦労されているというのは、委

員御指摘のとおりかと思います。 

 過去にも防災無線の録音の聞き方が分からないと

いうことで、１回広報なんかもしましたけれども、

できるだけそういったこと、どうしても時代が変

わってデジタルになった上では、あの機器を使わざ

るを得ませんので、そういった中で、そういったも

のをどういうふうに使えばいいのかというものを、

丁寧な説明に努めるように、どういう方法が一番分

かっていただけるのかということも研究しながら進

めて行きたいと思います。 

 そういったことは、町長も含め私たちも、当然自

分にも親がいて、高齢の者がいるような環境でござ

いますので、十分そういったことも承知しておりま

すけれども、そういった新しいものにも対応すると

いうことは必須の要件に今現在はなっている状況で

ございますので、そういったものどういうふうにで

きるのか研究を進めながら取り組んでまいりたいと

思いますので、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 機械の専門的なところは分

かりませんが、変更するということになれば、恐ら

く予算が伴ってくるのだろうという話だと思いま

す。仮に２回放送する、前回も同僚議員からありま

したけれども、やはり男の人の肉声だとか、いろい

ろなのがあるのではないかという話もありました。

たまにもは生の声での発信もあるのではないかとい

うこともありましたが、もしもデジタルの防災機能

の中身を２回放送する、仕様書そのものを変えなけ

ればならないと思うのですが、相当な金額という形

になりますか、分からないですか、分からなければ

いいです。要するにお金がかかるということです

ね、確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま４番米澤委員

の、今の地上デジタルの防災無線の改修費なのです

けれども、いろいろパターンがあると思うのですけ

れども、文字数を増やすとなると幾らかかるかとい

うのは、今現在、まだ問い合わせていませんので、

今後研究してまいりたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） それで、すぐお金の問題に

なる、決算も含めて聞いているのは、住民のことで

すから、住民側に立って、わがままを言っているわ

けではないと思うのです、住民の方は。本当に切実

な声を行政に投げかけているわけですから、お金が

かかる、かからない以上に、必要なものはお金をか

けなければならないと私は考えておりますので、こ

の点、町長、どのようにお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 できるだけ町の方、特に高齢の方ですとか弱者の

方に寄り添うことは当然私どもも肝に銘じておりま

す。そういった中で、限られた財源をどのように

使っていくのかということも委員各位にお諮りしな

がら予算編成しているところでございまして、そう

いったところも含めて、留意してまいるように努め

てまいりたいと思いますので、御理解賜りたいと思

います。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） １１番北條委員。 

○１１番（北條隆男君） 今の件なのですけれど
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も、防災無線でも、結局取り付けるところを、若い

人でも高いところに頼んだという人がいるのです。

手が届かないと。だからそのことも考えてくれない

かと。それであれば、一番初めに高さもちゃんとお

客さんに説明して、この高さまでですということも

説明し、なおかつ取り扱い方もきちっとそこでやっ

てくれていれば、こういう問題も減るのではないか

と思うのですけれども、今後、そういうことを、高

さの調整というのをやることを考えていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） １１番北條委員の防災

無線の位置の関係の御質問だと思いますけれども、

昨年度いっぱいかけて業者に委託いたしまして設置

したところでございます。その際にも、どの場所に

つけたらいいのかというのを相談しながらつけた経

過はございますけれども、必ずしも実際の使用方

法、使うとなかなか難しい面があるというのも私の

ほうで聞いております。 

 今後、新たに設置になりますと、町の職員が行っ

て設置することになりますので、今、北條委員が言

われたような御意見を酌み入れながら、使いやすい

場所に設置するよう努めていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ６８ページ、６９ページに

関わるところで、会計年度任用職員の共済費に関わ

るところでございます。不用額が約１,０００万円

ほど出ております。昨年度も９９０万円。これは、

いわゆる年収の壁か何かが原因でやっているのか、

それとも当初予算から大分離れているのですけれど

も、この原因は何になるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ５番金子委員の会計年

度職員の共済費の不用額等々の御質問だと思います

が、ここに記載されている共済費というのは、報酬

は総務課の職員だけの分なのですけれども、町全体

の会計年度職員の総額の不用額ということでござい

ます。 

 不用額の要因といたしましては、年度途中、たし

か１０月から共済の掛け率が変更になりまして、そ

の影響だと思います。本来でしたら３月補正なりで

減額補正するところでしたが、今回ちょっと３月補

正で対応できなかったということで、結果として

１,０００数百万円ほどの不用額が発生したという

内容でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 昨年も同様の金額が不用額

になっているですけれども、それは、そのときも掛

け率が下がったということなのですか。２年連続変

わって、この金額になっているということか。それ

とも会計年度任用職員の数が減ったからなったとい

うことなのですか、その辺がつじつまが合わないの

ですけれども、今年度だけで掛け率が変わって、

１,１００万円の不用額が出たということは分かる

のですけれども、２年連続１,０００万円近くの不

用額が出ているのはどういう要因なのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前 ９時４５分 休憩 

午前 ９時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ５番金子委員の不用額

の関係の質問に再度お答え申し上げます。 

 会計年度職員については、年度当初予算で一定程

度見込みながら雇用している状況なのですけれど

も、なかなか充足されていないという状況でござい

ます。その関係で、雇用分について、最後の補正予

算が大体１月末ぐらいにまとめなければならないの

で、それ以降の雇用を見込んで一定額の予算を残し

ていることから、そのような不用額が発生する状況

になっております。併せて標準報酬額の減額とか、

先ほど言いました共済率の減額とかも併せた中で、

一定程度、このぐらいの不用額は例年出ているよう

な状況になってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） すみません。ますます分か

らなくなった。本来であれば会計年度任用職員をフ

ルで雇うというか、雇用することで考えたら、町と

しての共済額は３,２００万円ぐらいを当初で組む

はずなのだけれども、掛け率が変わって、若干積み

上げて減ったというのは、それはそれでいいですけ

れども、最終的には、途中で辞められたり、用意し

ようと思っていて、来られなかったからということ

なのですね。 

 聞きたいのは、この１０月から１０６万円の壁が

２年連続になったとしても、一時収入で、来年以降

は扶養から外れないのだけれども、要はここでもう

働かないというふうにしてしまっている状態がある

のか、ないのかを聞いているのです。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ５番金子委員の御質問

にお答えしたいと思います。  
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 こちら側については、雇用したいということで予

算計上しているのですけれども、壁とかは別にし

て、結果的に募集している人数が来なかったという

のが現実でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございませんか。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 今のところで関連でお伺い

いたしますが、総体の職員に占める会計年度任用職

員というのは、令和４年度で何割ぐらいを占めるの

か確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま４番米澤委員

の職員の配置の関係の御質問にお答えいたします。 

 令和５年３月末現在で申し上げますと、正職員に

ついては１８２名おりまして、会計年度任用職員に

おいては、本当の短期の部分は抜かして１６６名い

る状態ですので、おおむね半々というか、５割弱は

会計年度任用職員が占めている状況でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 大変貴重な戦力になって、

毎回言うのですが、もう聞き飽きて、もう聞きたく

ないという印象も与えるわけですが、本当に重要

な、組織を支えるスタッフなのです、職員なので

す。こういったところに対して、近年、待遇の改善

という形で、給与体系も変わるという状況が見受け

られます。 

 そこで、お伺いしたいのですが、仮に一般職で３

０年働いたとします。３０年働いた場合、会計年度

任用職員と一般職との給与体系の差というのは出て

くると思います。一概に機械的に当てはめるという

のは大変難しい部分もあるのですが、大体どのぐら

いの差になっていくのか、給与体系あるいは共済の

掛け金、退職金の掛け金等が含まれると思います

が、月額にしたらどういう状況になるのか分かれば

お伺いします。 

○総務課長（北川徳幸君） 後ほどお答えします。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいでしょうか。後

ほどということで。 

 ほかございますでしょうか。 

 ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 決算書８３ページの職員の

福利厚生費、一般管理費の中のストレスチェックに

関してお伺いさせていただきます。 

 令和４年度のストレスチェックの結果を受け、そ

の後、産業医や職員の保保健師などのケアを経て、

専門医療機関にかかり、休職になってしまった職員

数というのは、４年度中は何人ぐらいいらっしゃっ

たのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（谷 昌春君） ２番荒生委員の御質

問にお答えいたします。 

 令和４年度、ストレスチェックを受けられて、そ

の結果で産業医とか保健師の相談対象になったとい

う事例はございません。あくまでもストレスチェッ

クにつきましては、セルフチェックということで、

御自身のストレスを感じやすい状況とか、そういっ

たことを自分自身で診断して確認するようなものと

なってございますので、それをもって産業医とかに

相談に至った事案というのはありません。実際に本

人が結果をもって受診するものとなっていますの

で、診察をしたとかという部分については、こちら

のほうで把握はしていないのですけれども、休職に

なった職員はいないということで把握しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 令和３年度に総務省が行っ

た調査によると、メンタルヘルス不調による休務者

がある地方自体というのは、全国で８７％を超えて

いるというこちらの調査の結果で出ております。非

常にメンタルヘルスケアにおいては、今、主幹が御

答弁されたとおり、初期の段階ではセルフケア、そ

れから、当町においては、産業医は町立病院に当た

りますので、町立病院の院長を初め、保健師のス

タッフのケア、そして最終的には御自身の判断で医

療機関を受診するということになりますけれども、

非常に近年、特に若い世代の休職者が全国一律で非

常に増えているということをお聞きしております。 

 今般のストレスチェックに限らず、これを基に、

役場内ではしっかりとそういった対策というのは、

メンタルヘルスケアに関してお伺いしますけれど

も、されていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま２番荒生委員

の御質問にお答えいたします。 

 メンタルが原因でいろいろ病気になったり、そう

いう方への対応という御質問だと思いますが、年に

１回メンタルヘルスの、全体の職員研修として、外

部から講師を呼んでメンタルヘルスの研修会を行っ

ております。併せまして、メンタルヘルスの結果に

つきましては、出た時点で課長会議の中で情報等を

共有いたしまして、各職員には周知してございま

す。 

 いずれにいたしましても、所属長が中心となっ

て、よりよい職場環境になるように努力するよう、

こちらのほうからも指導というか、お願いしている

ところでございます。 
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 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ここで聞いていいのか分か

りませんけれども、再任用の６９ページに関わっ

て、大事な戦力だということで私は話させていただ

きました。 

 それで、近年、同僚議員もおっしゃっていました

が、自己都合などで職員の方が退職される方もい

らっしゃると聞いておりました。 

 もう一方で、そういうものも含めて、組織の活性

化というのが今、一方で、令和４年度を見ていまし

たら見受けられるような気がするのです。 

 そういった点で、これは大事な組織を維持するた

めに、どういう形態がいいのかというところを単刀

直入に聞きますが、今、スタッフ制を取っておりま

す。従来は部制というか課制を取っておりまして、

そういった組織体制を維持しながら職員の働く環

境、メンタルヘルスも維持しながらという形になっ

てきているかと思いますが、間違っているのだった

ら言ってください、副町長。これは大事な問題です

から、笑っている状況ではないのです、これ。本当

に組織再編の在り方を町長自身がどのようにお考え

なのか、現在のスタッフ制を続けるのか、もしく

は、もう少し意見を聞いて、別な組織の再編という

形の方向も検討される必要もあるのか、この点、ま

ず確認しておきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４年度の決算についてど

うだったかということをお聞きということ。 

 米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そこまで言うのだったら、

決算ですから、職員定数の問題に入ります。 

 職員定数は、一向に増やそうとしません。 

○委員長（岡本康裕君） ページ数。 

○４番（米澤義英君） ７１ページの会計年度任用

職員でお伺いいたします。 

 職員定数で、正職員を増やそうしません。一方

で、会計年度任用職員を比較的、今５割いるという

状況に……、６９ページです。増やそうとしませ

ん。本来だったら、そういうものも含めて、職員の

環境を守るためにも、まずお伺いしたいのですが、

職員定数の見直しをしませんか。この点、まず町長

にお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前 ９時５８分 休憩 

午前 ９時５９分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 給与費でお聞きいただければということで。４年

度の組織ということでお聞きになりますか。将来に

ついての話はここでは差し控えていただいて、４年

度はどうだったかということをお聞きになるという

ことでよろしいですか。４年度の職員が多かったの

か少なかったのかということをお聞きになる。それ

は給与費になるということなので。 

 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１０時００分 休憩 

午前１０時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 一般質問でも聞きますけれ

ども、決算だけれども、それが任用職員の給与水準

につながる問題ですよ、組織がどうなのだというこ

とは。そういう立場から、別にお金の問題だけだっ

たら、本当に大事な問題です。町長に、現在の環境

の中でよりよい組織体制というのは、現行の制度を

見直すという考え、簡潔でいいです。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 ４年度の話ということでございますので、昨年か

ら組織機構について検討しなければならないという

ことで、担当の課長も置いた形で取組を進めている

ということでございまして、それが現在のスタッフ

制の検証であるとか、年齢構成だとか人数だとかと

いうことについても、いろいろと４年度に取り組ん

できていますけれども、現在のところまだ検討中と

いうことでお答えさせていただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ７４ページ、７５ページに

関わる基地対策費の中で、富良野地方自衛隊協力会

上富良野支部補助が１３５万円、これは毎年定額で

行っているのですけれども、そこでお聞きしたいの

が、令和４年度につきまして、防衛省等の陳情に役

員等々で何回行かれたか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（斉藤 進君） ５番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 富良野地方自衛隊協力会の要望活動ということ

で、例年ですと秋から夏にかけて１回と年明けてか

ら１回ということで行っていたのですけれども、昨

年度については、削減のお話を１回説明を受けまし

たので、そのときに緊急要望という形で３回行って
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おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ３回というのは、基本的に

は役員と同行ということで理解してよろしいです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（斉藤 通君） ５番金子委員の御

質問の、行った参加者については、例年ですと議長

もお呼びしたりとか、そういった活動と、各市町村

町と二通りの要望をしておりました。昨年度につい

ては、コロナ禍でありましたので、６市町村の市町

村長と要望活動を行ってきたところであります。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） まさしく安保三文書が改定

された年でもありましたし、走り出した年でもあり

ますし、いみじくも、残念ながらうちの駐屯地は削

減になってしまったこともあるので、ここは、もう

少し手厚く、まめに……、コロナ禍というのは十分

理解できます。ただ、人数を絞ってでも行くべき

だったのではないかと思うのですけれども、それら

は、感覚としてはいいのですけれども、多かった

か、もうちょっと行ったほうがよかったかなとか、

もっともっとまめに行ったほうがよかったか、こん

なものでいいかなというような、感覚的にどんな感

じで受け止めていらっしゃるか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ５番金子委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 今、室長のほうから説明したとおりの回数を行っ

ております。昨年はコロナということで、行きたく

ても余り大勢で行けなかったり、ある意味お断りさ

れたり、要望活動については、特に相手のいらっ

しゃる、調整しなければならない事案ですので、

我々としてもできるだけ、チャンスがあればという

ことで日程調整なんかは努力しているところでござ

いますけれども、大体、おおむね例年どおりか、も

しくはコロナでちょっと少ないぐらいというよう

な。国のほうもかなり神経質な対応の部分もありま

したので、そういったことでこの実績になったとい

うことで、御理解賜りたいと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） おおむね分かりました。上

富良野のライフラインになりますので、ぜひ町長を

筆頭に、１３５万円の予算、富良野地方自衛隊協力

会補助して１１８万２,０００円、合わせた金額の

中でいろいろ活動されています。 

 過去、増えたのは大綱のときがどんと増えたぐら

いで、ずっとこの予算が変わっていないのですけれ

ども、決算も変わっていないのですけれども、出し

切り予算ということも重々理解できるのですけれど

も、大事な時期なので、これが足りなかったのでは

ないかと私は個人的に感じるところがあるのですけ

れども、その辺の、感覚的なものかもしれないです

けれども、町長、どのようにお考えでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（斉藤 通君） ５番金子委員の自

衛隊協力会の補助金の関係の負担金の関係だったの

ですけれども、こちらについては、残念なことで、

コロナで令和２年、令和３年は活動できていなく

て、繰越金が結構多くありました。ですから、実際

の活動としては、防衛講話だったりとか、そういっ

た部分でも使わせていただいたり、いろいろな活動

はさせていただいていたところであります。御理解

賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ７１ページの訴訟対策費と

いう形で計上されております。この点、オンライン

なのか、実際に対面で、裁判所へ行って係争されて

いるかと思いますが、令和４年度では何回出廷され

ていたのか、この点、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ４番米澤委員の御質問

にお答えいたします。 

 実際に４年度は出廷したことはございません。ゼ

ロです。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そうしますと、ゼロという

ことで、不用額という形になっていると思います

が、仮にこういう裁判に出廷、証人として出向くと

すれば、どの方が出向くことになるのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ４番米澤委員の訴訟対

策費の関係でお答えいたします。 

 実際に出向くとなりますと、町のほうで委託して

いる弁護士と、併せまして、被告が上富良野町なの

で、本来は町長なのですけれども、町長はいろいろ

な公務がありますので、その中で、指定代理人とい

う形で出廷することになります。指定代理人につき

ましては、総務課長である私が指定代理になってい

ますので、私が出向くことになります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 争われている内容というの

は、大枠しか私は分かりません。詳細は、係争中だ

ということで答えられない部分もあるのだろうと思
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いますが、再度確認いたしますが、争われている争

点、土地の価格が高い、安い、適当だったかという

ことになっているかと思います。地目の変更も含め

てという形になのかと思いますが、そこら辺は、知

り得る範囲で、できる範囲で、分かれば。駄目であ

れば、それでいいです。 

○委員長（岡本康裕君） ＩＴ担当課長、答弁。 

○ＩＴ・組織機構担当課長（宮下正美君） ４番米

澤委員からありました住民訴訟の関係の御質問につ

きまして、スタートのときに私のほうで担当してお

りまして、今も実際には事務的には担当しておりま

すが、私のほうからお答えさせていただきたいと思

います。 

 今回の訴えの内容につきましては、民事と言われ

ても、いわゆる住民訴訟という制度の中で進んでい

るということで、これにつきましては、一昨年、３

年のときに、当時の委員の皆様にも、こういう制度

ですというところでお知らせをしたところでござい

ます。 

 今回につきましては、住民訴訟でございますの

で、町がやった行為に対して、地元住民の方が、そ

れはおかしいのではないかということを思われて、

住民監査請求を経て、住民訴訟という形になってい

るところでございます。 

 内容的には、令和２年に町のほうで議決いただき

まして取得いたしました現行の日の出公園の常設駐

車場の土地の取得に関して、取得の価格が高いので

はないかと。今回の争点としては、不当に高いとい

うことを知っていて、売り主は売ったのではないか

と。その差額について、町は相手に対して損害賠償

をすべきではないのかというのが今回の訴えの概要

という中身になってございますので、昨日、新聞

に、これまでも新聞に出ていまして、書き方につい

ては、なかなか町としては疑義のあるところでござ

いますが、そちらについては、報道機関が自主的に

取材をして報道することでございますので、それに

対して町のほうからコメントする立場にはありませ

んが、内容としましては、令和２年の土地の取得に

関して、町の方が疑義を持っているので、それで住

民訴訟として訴えられているということで御理解を

いただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） 今の関連の質問なのですけ

れども、価格の問題なのですけれども、当時、私は

関係していないので分からないのですけれども、適

切な入札はされていたのかと疑問に思ったのですけ

れども、例えば道路を隔てて、周辺の個人の土地

で、駐車場になるような土地は近くに幾つかあった

と思うのです。道路を隔てるということもあります

けれども、なぜ現所在の土地だったのかと。ちゃん

とした入札がされたのか、されていないのかお聞き

したいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） どこの関連でしたか。 

○９番（島田政志君） 駐車場の関連に。 

○委員長（岡本康裕君） 駐車場と言っていませ

ん。決算に関わる内容ですので。 

○９番（島田政志君） 訴訟費の関連で、訴訟に当

たって適切な判断がされたのかどうかということで

す。 

○委員長（岡本康裕君） 訴訟費と内容というのは

関係ないように思われますが。質問を変えていただ

いて結構です。 

○９番（島田政志君） そのときになったらまた。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 確認の意味も含めて、関連

です。あくまでも被告は上富良野町ということでよ

ろしいですね。 

○委員長（岡本康裕君） ＩＴ担当課長、答弁。 

○ＩＴ・組織機構担当課長（宮下正美君） ５番金

子委員からありました部分でございますが、今回の

住民訴訟に関しましては、被告はあくまでも上富良

野町長という形になってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） ７５ページになるのです

が、定住・移住促進費のところで、成果報告書に書

いてある、前年より申込件数と利用延べ日数の利用

人が増えた、すばらしいと思うのですが、これの増

えた要因みたいのは把握していたりするのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ７番茶谷委員の

移住・定住のシーズンステイ住宅の利用の関係につ

いてお答えさせていただきます。 

 令和２年度、３年度、コロナの状況がひどかった

というところがございまして、令和４年度につきま

しては、その部分が少し回復してきたということも

ございますので、そういったところで利用の申込み

が増えたと認識しているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） 今後も多分増えていく可能

性があるのかと思っているのですが、提供戸数を増

やすことというのは考えているのかというところ

と。 

 自分が認識している範囲だと、今、シーズンステ

イ住宅は、家具・家電を全てそろえた状態で貸し出

ししていると思うのですけれども、そうなると、そ
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れを用意してくれる大家というのは、なかなか探す

のは難しいかと思うのですが、物がない状態で、町

のある建物とか、旧教員住宅に自分もかつて住んで

いて、そこから移住につながったのですが、老朽化

の問題もあったりすると思うのですが、物をそろえ

ていない状態での建物の貸し出しかは今後考えてい

るのか、２点、お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） ４年度、未来になってし

まうので、質問の仕方をちょっと変えていただけれ

ば。 

 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ７番茶谷委員

の御質問にお答えいたします。 

 令和４年度につきましては、申込みを受付けしま

して、その中で、シーズンステイ住宅という形で、

戸数的には、４年度については間に合っていたので

はないかと感じているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 今の関連のシーズンステ

イ住宅のところからお伺いします。 

 昨年の成果報告書を見た際に、令和２年度は１８

３日の３６６人の使用ということで、今の説明だ

と、コロナが明けて増えたという御説明だったので

すが、実は、これを見ると、コロナ中でも前の年は

入っていたということで、そこの関連はないのかな

と思ったりするのですけれども、一方で、ここの

シーズンステイを利用される方に対して、何で今回

こういうふうに使おうと思ったのかとか、そういう

ヒアリングをしていたのか、もししていたなら、ど

ういう理由で、今回、シーズンステイを利用したの

かとか、分かれば教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １２番小林委

員の御質問にお答えいたします。 

 特に、なんで使ったのかとか、そういうヒアリン

グは特にしておりません。ただ、出るときに感想と

して、移住を考えている、定住を考えているという

形で、申請時に、お試しに来ていただいたというこ

とは、感想として聞いておりますが、特にヒアリン

グとかは実施していないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 何で入ってくるかのとき

には、余りヒアリングしていないという話だったの

ですけれども、ここ数年のシーズンステイの利用

と、ここで出ている移住実績の推移を見ていると、

シーズンステイ住宅を使ってすぐ移住するというこ

とではないと思うのですけれども、ただ、これが実

際に本当に移住につながっているのか、ちょっと疑

わしいような数字だなと個人的には感じているので

すが、このシーズンステイ住宅が実際に移住につな

がったかどうか、そこの後追いをしているのかどう

か、まずお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １２番小林委

員の御質問にお答えします。 

 確かにステイ住宅から移住につながったという実

績は、始まって今３年ぐらいたつのですけれども、

実績というのは特には見受けられないのかと思って

おります。移住件数につきましても、２件という形

で、今回の協力隊で来られた方の２件という形で数

字のほうは押さえております。その数字のつかみ方

といいますか、移住者の件数とか、把握の仕方とい

うのは今後検討していかなければならないのかと感

じております。 

 シーズンステイ住宅から移住につながっていくよ

うな形で今後も、来られた方にアンケートを取ると

か、そういうような方法を今後検討していきたいと

思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） まさに今回の令和４年度

の決算の結果を受けて、シーズンステイ住宅の在り

方は、３年目で検討していかなければいけない機会

に差しかかっているのかと思っております。 

 ６月の定例会でも一般質問で、一方、移住する、

その後、上富良野に住んでくれるポテンシャルが非

常に高い、例えば農業分野での期間労働者の方とか

が夏場であったり、生活する場所がなくて困ってい

るというような実態があるので、むしろシーズンス

テイを見直すタイミングで、どういうターゲットに

対してシーズンステイ住宅を提供していくのか検討

されたらいいのではないかと考えているのですが、

この結果を受けて、町長、シーズンステイ住宅をど

うするのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １２番小林委

員の御質問にお答えします。 

 当然のことながら、小林委員からお話のありまし

た、住むだけではなくて、仕事も当然見つけなけれ

ばいけないというか、そういうのも提供しなければ

ならないのかとも思っております。農業というキー

ワードもございますけれども、受入先だとかも当然

検討していかなければならないし、農業がしたいか
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らすぐに農業者になれるわけでもなく、ヘルパーと

かいう形で法人系の会社に勤めるということは考え

られるかもしれませんが、地盤づくりといいます

か、そういうのもきちっとしておかないと、なかな

か人を呼ぶこともできないのかと思っております。 

 今後におきましても移住政策の中で、仕事、住む

ところも含めて、いろいろと検討していかなければ

ならないのかと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 最後に、移住実績の今の

カウントの仕方なのですけれども、こちらは、事業

を通して入られた方が移住としてカウントされてい

るだけというので、今後、移住・定住政策を考えて

いく上でも、現状の集積の仕方が今後の役に立つの

かどうかちょっと疑わしいと思っているのですが、

集計方法を変更していくお考えはないのか、お伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １２番小林委

員の御質問にお答えいたします。 

 入ってくるときに住民票とかを動かすときに、ア

ンケートといいますか、移住なのか転勤なのか、職

場があって、そこに転勤してこられる方なのかとい

うのはなかなか難しいところであります。移住で来

ましたと住民票を持ってくる方もなかなかいません

ので、カウントの仕方というのは、ほかの町村では

いろいろ移住・定住の件数もつかんでいるところが

ありますので、そういうのも聞きながら、カウント

の仕方というのも、うちのほうで分かっている件数

だけしかカウントしていませんから、それ以外に、

知らないところとか、分からないところも、人づて

に聞いている部分でしかございませんので、カウン

トの仕方というのは、今後検討していかなければな

らないのかなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 移住実績で２件という形に

なっております。この方というのは、移住相談ある

いはホームページ等で見てきた、あるいはそれ以外

で、こちらに住みたいという形で移住された方か、

そこら辺はどうですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ４番米澤委員の

移住者２名の内訳についての部分になりますけれど

も、企画商工観光課のほうに移住の相談窓口をつ

くっておりまして、そこにおいて何らかの関与が

合った部分、相談が直接あったりですとか、そう

いった部分で実際に移住したというのを把握できた

ものだけを数字として今までも計上しておりますの

で、そういったところの数字で２という形になりま

す。今回につきましては、昨年度、地域おこしの方

の採用に当たりまして応募、募集等がございました

ので、その部分で、実績２という形でさせていただ

いているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 多様な形の中で、移住者の

方というのは上富良野に来られて、定住・移住する

という形になっております。 

 先進的な事例を見ますと、前から上富良野町で課

題だったのですが、移住されようとしている方に対

する、後押しできるような、今、担当の課長も職員

の方もおっしゃっておりますが、職場の問題、仕事

の確保の問題、子育ての問題、こういう問題を抱え

ながら来られる方、個別ですけれども、おります。 

 先進事例では、そういった方に寄り添いながら、

仕事を提供する、ホームページでも上富良野町は

載っております。ただ、それ以上に支援体制を強化

して、本当に上富良野町に住んでもらおうというこ

とであれば、そういったところまでしっかりとした

職員配置をしながら、併せて、ほかの仕事と兼務さ

れるのだろうと思うのですが、そういうことを併せ

ながら、定住したいという方に対する支援をアプ

ローチするということが今求められていると思うの

です。単に、来てください。ホームページで、仕事

ありますというだけではありません。ただ、職員の

方も熱心に疑問に答える、そういう対応をしながら

受入体制をつくられているというのは非常に分かっ

ております。その上で判断して、そういったものが

あったらいいのではないかという質問をさせていた

だきますが、この点どうですか、実績を踏まえて。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

 定住・移住政策、担当を含めて一生懸命やってい

るところでございます。本年度から地域おこし協力

隊のほうで、移住・定住の専門といいますか、そう

いう形で今いろいろなところで、ＳＮＳの発信です

とか、あと、移住フェアに行って宣伝してもらった

りとか、本人が移住者ですので、いろいろな人たち

の意見を聞いたり、こういうことだということもし

ながら、移住促進を進めていきたいと考えておりま

す。 

 ３年間という期間もございますけれども、その後
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につなげていくような形で、移住者を増やしていく

ような政策を進めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解賜りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

 再開は１０時４５分。 

────────────────── 

午前１０時２８分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 熱を帯びてきましたので、どうぞ暑い方はお脱ぎ

いただいても結構です。 

 それでは、先ほどの答弁を総務課長からいただき

たいと思います。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） 先ほど４番米澤委員か

らの会計年度に絡む正職員と会計年度任用職員の、

仮に３０年勤務の給与の実態についてお答えさせて

いただきます。 

 これについては、あくまでも一般職、事務職とい

うことで計算させていただきました。率にいたしま

すと、正職員に対して、一般的に働いている今、雇

用している会計職員については、おおむね４４％の

給与水準となっております。現在雇用している会計

年度任用職員につきましては、あくまでも正職員の

補助的な仕事をしているということで、正職員の代

わりに雇っているという実態ではないことを御理解

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） それでは、ほか御質問を

承ります。 

 ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） ７７ページの車両管理費に

関してお伺いさせていただきます。 

 昨年６月に斉藤町長は、カーボンニュートラル、

いわゆるゼロカーボンの宣言をされております。現

在、成果報告書の１６ページにおいて、当町の車両

管理台数が記載されておりますが、町長のゼロカー

ボンの宣言を受けて、４年度中に、例えばＥＶ車両

の購入の検討というのはなされたのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ２番荒生委員のゼロ

カーボンに係る公用車の導入の関係についてお答え

いたします。 

 ４年度については検討させていただきまして、５

年度においてＥＶ車１台の導入を考えているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ７５ページの富良野広域連

合に関わるところでお伺いしたいのですけれども、

発足から１４年過ぎて、この間いろいろ進めている

のですけれども、特に消防や学校給食などを見ます

と、最終的に自賄いの部分が非常に多くなってい

て、広域でやっているメリットがなかなか出ていな

いところが出ていると考えるのですが、この間、４

年度において、自賄いの在り方についての検討とい

うのは広域連合の中で、連合長同士で話とかをされ

たか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 連合では、この間、検証は常にしております。た

だ、消防におきましては、広域になった関係で、本

部機能が一つになったということで、一定の合理化

を図れたのと、無線デジタルに対応して、救急の機

材等をある一定程度の合理化は図れたのですが、そ

れ以外に、給食に関しては、今の自賄い方式、１か

所に集約する場合も、食中毒等のリスクの分散等が

ありまして、今後どうしようかということは検討は

しておりますが、方向性といいますか、一定程度の

方向性はまだ見出しておりませんが、今後、上富良

野もそうですが、それぞれ施設の老朽化、そして児

童数の減少というのを富良野圏域でも進んでいきま

すので、その際どうするのかというのは、次の５年

間、令和６年から次の広域の政策に入っていきます

ので、そのときには、消防もそうなのですが、給食

も含めて、一定程度の話し合いがなされるのかと考

えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） まさに広域計画、次の３次

に入っていくのかと思いますけれども、自賄い、悪

いわけではないのですけれども、この間、広域連合

をずっと見ておりまして、特に今年度もそうだった

のですけれども、給与体系も若干それぞれの町でず

れていたり、もっと言うと、採用の手順もそれぞれ

の町で、同じところもあれば違うところもあるとい

うやり方の中で、特に消防の本部については、非常

に本部を持っている自治体の、我が町は若干負担が

大きいところがありますし、その一方で、家賃とい

う言い方はふさわしいかどうか分かりませんけれど

も、消防本部の専有面積については、富良野方式の

算出で決めているという中で、若干の現場との差異

があるのではないかと思うのですけれども、そうい
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うところというのは、４年度のところでお話し合い

というのはされていなかったでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ４年度については、具体的に質問にあります消防

については、特に何か打合せをしたというのはござ

いません。おっしゃるとおり、給料、採用に至って

は、本部機能は一つですが、採用、給料については

自賄いが継続されております。 

 上富良野において、消防本部を今は持っておりま

すが、職員の負担といいますか、大変だということ

は聞いておりますが、一方で、十勝岳を抱えている

最前線の町ということもありまして、富良野市が持

つべきなのか、それとも人的なことを考慮して、富

良野が持つべきなのか、それとも災害のことを重視

して、やはり上富良野に置くべきなのかというの

は、私の思いはありますが、それを具体的に４年度

に首長同士で話し合ったという経過はございませ

ん。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ７３ページの企画費の中

で、１８節のＪＲの富良野沿線の連絡会議負担とい

う形で計上されておりますが、この年度について

は、何回会議が行われているのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ４番米澤委員の

ＪＲ富良野線連絡会議の会議回数についての御質問

にお答えさせていただきます。 

 令和４年度につきましては、総会を１回開催して

いるところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 富良野線の存続に向けての

会議ということになっていると思います。現状でど

のような、富良野線を維持するのか、全体的な問題

もあると思いますが、どのような内容の会議だった

のか、お伺いいたします。分かれば。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。 

 富良野線、主に多いのは通学ですとか、夏のシー

ズンの観光のお客さんですとか、そういうお客さん

が多いところとなっております。その中で、通学で

すから、子どもの数とかもあります、年々減ってき

ているというのは課題として残っております。その

ほかに、ＪＲのほうでは考えてくれていますけれど

も、ノロッコ号の運転ですとか、ひとめぐり号を回

すとか、特急を札幌から旭川まで富良野線としてや

るとかという事業をやっております。その中で、富

良野沿線としては、ＪＲへの協力ですとかイベント

の協力ですとか、そういうのも今後も進めていこう

感じの会議になっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） その中で上下分離方式で管

理するという話がずっと出ておりましたが、それも

引き続き協議の対象という形になっているのです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。 

 あくまでも富良野線の利用促進ということをメイ

ンとした会議です。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 非常に富良野線が維持存続

ということで、関係する住民、自治体も望んでおり

ます。引き続き要望をしていただきたいと思いま

す。 

 もう一つ、多くの住民や利用者からも要望がある

のですが、町も御存じだと思いますが、旭川から美

瑛まで来ている列車だとか、いわゆる通学されてい

る子どもや通勤されている方からも非常に多い、美

瑛でストップされている列車の時間帯を富良野まで

延ばしてほしいという話が非常に多くあります。こ

の間も町のほうで、こういった部分は掌握して、要

望もされていると思いますが、列車の１両編成を２

両編成にする、時間帯も必要だという話もあります

ので、こういった点での要望に対して、要望してい

ると思いますが、ここを確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

 特に旭川・美瑛間で止まってしまっている、富良

野まで延伸できないのかというのは、我々要望させ

ていただいているところでございます。それに対す

る回答というのは特にＪＲのほうからはないのです

けれども、要望としてＪＲのほうには上げさせてい

ただいているところであります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 町長、この点について、富

良野線を維持存続するということは、観光客も上富
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良野町に流れてくる。多くの経済的な物流もひとし

く圏域に流れてくるという相乗効果が、利用者が少

ないとはいえ、もう既にあります。そういったこと

を考えたときに、そういった要望をきっちりと町長

自身が把握して、ＪＲ北海道に対して要望する必要

があると思いますが、町長はどのようにお考えです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 富良野線の存続というのは、観光の経済効果のほ

かに、先ほども話題になりました、富良野まで来な

いという、特に、通学・通勤されている方にとって

は、富良野まで延伸してもらったほうが利便性が高

まるので、そういった意味では、子育てとか、上富

良野に住んでもらうという意味も、まちづくりも含

めて非常に重要な富良野線だと思っておりますの

で、今後も引き続き、そういった要望は続けていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ３番湯川委員。 

○３（湯川千悦子君） 先ほど歳入のところで質問

してしまい申し訳ありませんでした。８３ページの

ふるさとモニターについてお伺いいたします。 

 取扱業者についてはお答えいただきましたけれど

も、返礼品の中で、精肉のところの下の加工品のと

ころの肉加工というところも結構な数でありますの

で、その内容について、主に何かをお聞きしたいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ３番湯川委員の

ふるさと納税の加工品の部分につきましてお答えさ

せていただきます。 

 肉の加工品につきましては、ハムですとかソー

セージ、ベーコン、そういったものを肉の加工品の

中に入れさせていただいているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ３番湯川委員。 

○３番（湯川千悦子君） 分かりました。 

 その下のほうの酒類とあるのですけれども、その

原料供給商品はビールだけなのでしょうか、そこら

辺をお聞きいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ３番湯川委員の

ふるさと納税の酒類の部分についてのお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 こちらのほうに、地元製造商品と原料供給商品と

いう形で分かれておりますけれども、原料供給商品

につきましては、当町の大麦ですとかホップを使い

ましたビールの部分を送付させていただいていると

ころでございます。 

 参考までに、地元製造の商品につきましては、当

町のブドウを使ったワインですとか、当町で製造し

ているビールといったところも入っている状況でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） 同じくふるさと応援モニ

ター事業に関しての関連でございます。 

 令和４年１１月１日から直営サイトの「かみふ

る」というサイトのほうを恐らく運用開始したので

はなかったかと記憶しているのですけれども、直営

ということで、サイトの制作費であったりとか、管

理運営費というのはゼロ円、無料であるという理解

でよろしいでしょうか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前１１時０２分 休憩 

午前１１時０３分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） １番佐藤委員の

上富良野の独自のサイトの部分につきまして、お答

えをさせていただきたいと思います。 

 サイトの制作費といたしまして、手元に詳細な資

料を持ち合わせておりませんけれども、サイトを制

作するに当たって３００万円ほどかかっていたと記

憶してございます。 

 それと、寄附額に対する委託費がかかってくる部

分については、ほかのサイトと同様にかかってくる

状況になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） 分かりました。 

 かみふるというサイトそのものは、ポータルサイ

トから入っていくよりも寄附額が若干安いという

か、低い設定ですので、非常にいい取組だと思って

おりました。現時点でもかみふるを運用されている

ので、それなりに効果があるという判断の下に運用

されているのかと思いますけれども、ページを見る

と、特に私が感じるのは、寄附者とのつながりとい

うのが物すごく深く持てるのかなとか、そもそもふ
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るさと納税制度というのは、シティプロモーション

と非常に親和性が高いので、そういったことも当然

ありますけれども、主に寄附者とのつながりが物す

ごく深まる、囲い込めるのかという印象として持っ

ていたのですが、令和４年度で約５か月、かみふる

を運用した上での感じている成果等がもしありまし

たらお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） １番佐藤委員の

ふるさと納税に関する質問に対しましてお答えさせ

いただきたいと思います。 

 かみふるのサイトにつきましては、昨年度におき

まして、寄附額といたしまして８３万９,０００円

の寄附を頂いているところであります。こちらにつ

きましては、委員のお話にもありましたとおり、寄

附額に対する、事業者に対する手数料がお安くなっ

ているところもございますので、町としては、ここ

のサイトの寄附を増やしていきたいと考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） ありがとうございます。 

 現時点で委託している事業者としては、物すごく

太いポータルサイトを持っているＡ社と、いろいろ

なチャンネルを持っているＢ社とがあって、特に令

和４年だけではないかと思うのですけれども、私の

感覚としては、Ｂ社の担当の方のレスポンスが非常

に悪かったと言ったら失礼ですけれども、それは、

その会社そのものに何か問題があるのかなとか、急

激にふるさと納税が伸びていったからなのか、要因

は分かりませんけれども、Ａ社、Ｂ社のほかにＣ社

という選択肢が令和４年度の中で、そういった考え

方を持つ機会があったのかどうか。 

 また、かみふるが、今の話を聞くと、なかなか難

しいかと思いますが、Ｃ案といいますか、そういっ

たものになり得るものだったのか、その点。要はＡ

社、Ｂ社があって、Ｃ社という選択肢が令和４年度

の中で議論として俎上に上がったかどうか、お伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） １番佐藤委員の

ふるさと納税に関する御質問にお答えさせていただ

きます。 

 令和４年度につきましては、いわゆる中間事業者

といったところになるかと思いますけれども、そう

いった事業者からの営業活動といいますか、そう

いったものは何件か来ていたと記憶しているところ

でございます。 

 そういった部分の今後の変更といった部分につき

ましては、それぞれの中間事業者等にお支払いする

手数料の部分がどれだけ変わってくるのかといった

ところで、町としてメリットがあるのかといったと

ころも含めて考えているところでありまして、検討

しているところであります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） ただいまのふるさと応援

モニター事業に関してお伺いします。 

 昨今でも上富良野でつくられたものが、ほかの自

治体で売られていたりとか、総務省の規制がいろい

ろと１０月から変わるという報道がされています

が、令和４年度において、上富良野産のものが他の

自治体で返礼品として扱われていた実績や、逆に言

うと、上富良野で返礼品として扱っていたけれど

も、実際に原料は上富良野産のものではなくて、１

０月以降は使えなくなるようなものがあったのかど

うか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） １２番小林委員

のふるさと納税に関する御質問にお答えさせていた

だきます。 

 ふるさと納税の返礼品につきましては、国のほう

に自治体のほうから、これだけの品物を幾らの価格

で返礼品として出しますと、まず申請といったもの

を、届出を出させていただくようになっておりまし

て、それを総務省のほう、国のほうで確認しまし

て、この返礼品はいいです、オッケーですといった

形で返答が参りまして、毎年１０月から返礼品の取

扱いが開始できるといった状況になってございま

す。 

 令和４年度につきましては、令和３年度の１０月

の段階で出したものから、年度がまたぐのですけれ

ども、取扱いオッケーをいただいたものにつきまし

ては出させていただいている状況でございまして、

ちなみに令和５年度、今年度につきましては、総務

省から最終の返事といいますか、この種のものは取

扱いできませんとか、そういった形で、最終的には

まだ連絡が来ていないといった状況でございます。

今週中には来るという形で北海道のほうからも連絡

がございますので、その中で、令和５年度１０月以

降、取扱いできもの等が決まってくるといった状況

になってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 心配するところとして

は、令和４年度の寄附額が継続的に、程度がちょっ

と変わってきても担保できるのかどうか、むしろ逆

にほかで扱われたものをうちの町で扱えばもっと増
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えるのではないかという考えだったのですけれど

も、それに関しては、１０月の総務省の判断が来る

までは何とも言えないという理解でよろしいでしょ

うか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） １２番小林委員

のふるさと納税に関する御質問についてお答えさせ

ていただきます。 

 委員の今のお話のとおり、１０月に入ってから、

返礼品として使えるものといったところにつきまし

ては、そういった状況にございますということで、

御理解をいただきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 引き続きふるさと納税に

関する質問なのですけれども、今回、モニターアン

ケートを実施していて、その件数等は成果報告書の

ほうにも記載されておりますが、そのアンケートか

らどのようなことが分かったのか、分析されたのか

ということをお伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） １２番小林委員

のふるさと納税のアンケートに対する御質問につき

ましてお答えさせいただきたいと思います。 

 令和４年度におきまして、寄附を頂いた方々に、

ふるさと納税の返礼品についての評価をいただくと

いう意味でアンケートを送付しております。回収率

につきましては、約２０％の方に回答をいただいて

いるといった状況でございます。 

 回答方法につきましては、アンケート用紙をお送

りいたしまして、２次元コードで回答をいただくと

いったところになっておりますので、パソコンしか

ないといった方については、アンケートの回答しづ

らいといった部分もあったのかと認識しているとこ

ろでございます。 

 ただ、専用のウェブサイトのアドレスはつけてい

るのですけれども、アドレスを打ち込んでというと

ころはなかなか難しい部分もあるのかと思っている

ところでございます。 

 アンケートの中身につきましては、返礼品につい

ての評価ということで、返礼品全体のよしあしとい

うところで、満足いただいたかどうか。また、価格

等々について満足いただけたかどうか、品質につい

て満足いただけたかどうか、その他内容量、パッ

ケージとか、申込みの手続の仕方などについてのア

ンケートをさせていただいているところでございま

す。 

 結果といたしましては、ほとんどの項目で、満足

といった形、大体８０から９０％の方から評価をい

ただいているといった状況であります。 

 また、その中でも、満足できない、内容に不満が

あるとかいったところも若干あるというのは確認し

ているところでございます。そういったところを事

業者とともに改善していけるような取組をしてきた

いと思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） アンケートに関しては、

今、機能としては、満足度調査のような形で使われ

ていて、それがおおむね満足という回答であったと

いうことは理解しました。 

 同じ項目の、広告料が今回６５０万円ほどかかっ

ております。昨日、書類審査のときにいろいろな伝

票を見ていたときに、結構広告費というのはいろい

ろな中身があって、テレビの制作費に一部広告とし

て出していたりとか、グーグルのキーワード広告を

使っていたりとか、新聞広告を使っていたりと、い

ろいろな手法を使われているのだなというのを理解

したところなのですが、それぞれの広告執行に対し

て、その効果というのは集計できているのかという

ことをお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） １２番小林委員

のふるさと納税の広告料の部分につきましてお答え

させいただきたいと思います。 

 令和４年度につきましては、広告料といたしまし

て、新聞広告費で２２万円、雑誌の関係の広告費と

いたしまして１７２万７,０００円、ウェブ広告の

関係の広告費といたしまして２９４万８,９４９

円、テレビ関連の広告といたしまして１６１万８,

２１０円、合計いたしまして６５１万４,１５９円

の広告を打ってきたところでございます。 

 これの成果といったところになりますけれども、

新聞であれば、購買している地域の方からどれくら

いの寄附があったかなど、また、雑誌につきまして

は、雑誌から直接申込用紙がついているもの等も出

たこともございますので、その用紙を使って申込み

いただいた件数がどれくらいあったかとか、そう

いったところはある程度集計しているところでござ

いますけれども、実際、新聞を購読されている地域

の方々から、新聞を見てふるさと納税の寄附を頂い

た、直接これが結びついたかという部分につきまし

ては、若干不透明な部分もあるので、全体的には、

どこまで成果が出ているかといった部分について

は、なかなか判断がしづらいところもあるのかと

思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 
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○１２番（小林啓太君） 広告は当然大事なこと

で、その成果によって今のふるさと納税の寄附額が

確保できているものと思うのですが、ただ一方、や

はり広告は水を抜いたようなところなので、無駄な

広告に関しては極力費用をかけないで、逆にもっ

と、聞いている話だと、今、職員の方々が年末年始

など大変な思いをされているなど、そういったとこ

ろの経費、外注できるところの経費に充てたりと

か、そういうこともできるのではないかと。逆に広

告費とかを削れば、そういうこともできるのではな

いかと思っておりますが、令和４年度においては、

そういった予算の使い方などに関して、何か課題等

は見られたのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） １２番小林委

員の御質問にお答えいたします。 

 今回、広告費６５０万円というものを使いまし

て、いろいろな方に上富良野の商品を知ってもら

う、返礼品にしていただいて、寄附を頂くというよ

うなことを実施してまいりました。そのほかにワン

ストップの関係の手数料ですとか、令和４年度にお

きましては自分たちで発送とかを行っていたところ

でございます。 

 今後、件数が増えることになりますので、ポータ

ルサイトとか事業者に、委託料も当然かかります、

１件につき何千円かのお金がかかると思いますの

で、今後におきましては、幾らかかるのかも含めな

がら検討していきたいと思っております。 

 広告についても、どこから来たのとかというの

は、グーグルとかヤフーのほうは分かりません。

こっちのほうでは、そこまでのあれはまだもらえま

せんので、クリックした件数ぐらいは分かりますけ

れども、そこは、どういうふにしてこのサイトにた

どり着いたかというのはこっちのほうでは不透明な

ところがありますので、やはりパソコンだとか、今

はスマートフォンが多くなってきていますので、そ

ういう広告で露出するのが一番いいのではないかと

考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） そういった広告効果の検

証とかは、まさに中間に入っていただいている委託

業者と一緒に、コミュニケーションを取りながら進

めていけることもあるのではないかと思っているの

ですが、そういったコミュニケーションは委託業者

の方とはされていなかったのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） １２番小林委員

のふるさと納税の広告の部分の御質問につきまして

お答えさせいただきたいと思います。 

 広告を打つ場合におきましては、事前の打合せか

ら始まりまして、最後、終わった後の確認といいま

すか、実績の詰めを行いまして、広告があれば、次

回へつなぐといった形のことを行ってきておりま

す。そういった中で、ウェブ広告の場合ですと、ど

れくらい見られているかですとか、クリックされて

いるですとか、そういったところを見ながら、対象

地域ですとか対象年齢ですとか、そういったところ

を検討しながら広告を打ってきているといった状況

でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 最後に、聞く場所がここ

しかないと判断したので聞くのですけれども、以

前、３月の一般質問でも、ふるさと納税で頂いたお

金をどういうふうに使っているのかというのを、町

民向けにも、ふるさと納税をしてくれる方向けにも

報告をしてほしい。町長としても、報告に努めてい

くという回答があったかと思っております。 

 それで、今回の決算において、令和４年度におい

ては、頂いた寄附額をどういうふうに使ったという

報告をいただけるかと思っていたのですけれども、

それがなく、今現在、上富良野の、さっき話に出た

かみふる等のサイトにも、何に使われたかという記

載はなかったのですが、実際、令和４年度に頂いた

寄附金に関しては、どのような事業に使われていた

のかということが分かればお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（上村正人君） 直接的にふるさ

と納税の関係の担当ではないのですけれども、財政

運営の部分、財源の運用の部分で、総体的な部分に

もなるかと思いますので、私のほうからお答えさせ

ていただければと思います。 

 小林委員の質問の趣旨とはそれてしまうかもしれ

ませんが、令和４年度の使った事業、ふるさと納税

を財源としてやった事業の部分について少しお話を

させていただければと思います。 

 基本的には、やり方としては、ふるさと納税頂い

たものを基金に、それぞれの使途の基金に積ませて

いただいております。その基金のほうから支消させ

ていただいて、それぞれの事業へ充当していると

いった形になっておりまして、令和４年度でいきま

すと、児童生徒教育振興基金から、それぞれ児童生

徒表彰、また、図書館の運営費、特別支援教育事

業、スクールバスの購入等々の４５０万円をこちら

の事業に充てております。 
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 続きまして、ラベンダーの里かみふらのふるさと

応援基金のほうから１,０３０万円繰り入れており

ます。内容としましては、日の出公園の整備という

ことで、急傾斜外部の改修、また、噴水設備の改

修、コテージ外部改修、そしてラベンダーライト

アップ事業、ラベンダーフェスタ事業の経費として

充てているところでございます。 

 最後になりますが、十勝岳と共生するまちづくり

応援基金ということで、総額で１,３５０万円とい

うことで、泥流地帯映画化負担、ジオパーク推進、

産業にぎわい協議会負担ということで支消し、それ

に入れているところであります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ７５ページの基地対策費の

中で、自衛隊の名簿提供で、この間の質問でいろい

ろと分かりました。それで、令和４年度において

は、どういう名簿提供等がされたのか、お伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。 

 令和４年度につきましても令和５年度と同様、同

じような名簿の提供の仕方をしております。それ以

前が閲覧という形を取らせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 町長にお伺いいたします

が、旭川市に２師団の駐屯地があります。旭川市に

おいても、除外申請ができるようなことを旭川市で

も行っております。本人の同意が必要だという前提

で、そういうことを考えれば、本人の申請に基づい

て除外申請ができるように旭川市でも実施されてお

ります。この点について、町長は、上富良野町に置

き換えてみて、旭川市でも行っているのに上富良野

町で行えないということはないと思いますが、町長

はどのようにお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 さきの一般質問か何かのときにもお答えしたかと

思いますが、同じ回答になりますが、旭川は旭川で

独自の判断をしてやっていることだと思っておりま

す。ただ、旭川市においても除外申請を受け付けた

ものは、名簿としては提出しませんが、当然それら

の人についても閲覧は可能なわけで、上富良野にお

いては、人口規模もあります。いろいろあります

が、法令にのっとって協力できる部分は協力いたし

ますし、閲覧できる部分は、当然法律に基づいて閲

覧できますので、その辺については淡々といいます

か、今までどおりの取扱いでやってきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） お伺いいたしますが、個人

情報保護法では、個人の情報を持ち出ししようとし

た場合、本人の同意が必要だという前提があるかと

思いますが、この点はどのようになっております

か。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１１時２６分 休憩 

午前１１時２７分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 ＩＴ担当課長、答弁。 

○ＩＴ・組織機構担当課長（宮下正美君） ４番米

澤委員からありました個人情報保護法の関係につき

まして、私のほうから説明をさせていただきたいと

思いますが、個人情報保護法につきましては、いわ

ゆる個人情報を扱う法律ということで整備されてお

りますが、その中で、自治体が扱うもの、あるいは

他の法律で扱うものにつきましては、他の法律が優

先するという形になってございますので、今、町が

行おうとする個人情報の取扱いつきましては、町が

整備しております個人情報保護条例に基づいて行う

という形になっていますので、保護法のほうが適用

されるということではないということで御理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） いずれにしましても、個人

の情報を持ち出す場合は、必ず本人の同意が前提な

のです。ところが自衛隊関係の防衛省の法律で、こ

れは義務ではありません。提供できるのだというよ

うな、義務ではないのです、だけなのです。そうい

うことで、各自治体においては名簿提供を、それを

根拠にして提出しているという状況があります。個

人が嫌だ、悪いという判断もできないまま、情報が

他の方に渡ってしまっているということは、これは

適切だと思いますか、町長。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 法令にのっとって適正に処理されていると考えて

おります。 
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 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 解釈すら述べられないとい

うことで、非常に私は残念です、町長のね。本来で

あれば、本人の同意がないまま名簿等が、氏名が提

供されているということは絶対あってはならないと

私は思っております。その状況によりますよね、災

害時だとか、いろいろな状況にあった場合は、必要

な状況もあるかもしれませんが、基本は、そういう

ことだと思います。 

 それで、確認いたしますが、何よりも私は、必要

最小限、私は除外申請を設けて、本人の同意を得な

がら、いいのか、悪いのか、必要最小限、他の自治

体は他の自治体だと、上富良野町は上富良野町だと

いうことをおっしゃいましたが、他の自治体では、

そういう法的な根拠を基にして除外申請、必要最小

限、最低限行っているのです、町長。そういうこと

を町長は御理解されていないと思いますが、再度確

認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 本人の同意がなければ個人情報、氏名等を漏らし

てはならないと、委員おっしゃることが、絶対ない

ということはなくて、法律に基づいて、住民票の情

報が、この間の答弁のときにも申しましたが、アン

ケート調査とか、選挙人名簿を皆さん御覧になって

いるかと思いますが、なっていないかもしれませ

ん。それは利用可能です。本人の意思は関係ありま

せん。そういうことが法令に基づいて行われる場合

については、そういうことはあり得ると。もちろん

相当の理由がなければなりません。アンケート調査

であれば、公共の福祉のためとか、災害のため、い

ろいろ妥当な理由が必要ですが、全く個人の合意が

ないまま情報を持ち出すことがあってはならないと

いうことではなくて、法律できっちりと、どういう

場合は可能かということで定められておりますし、

上富良野町においても、それらに従って処理は進め

てきましたし、これからもそのように進めてまいり

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 明らかに法律から逸脱して

いるということを主張しておきたいと思います。そ

こら辺、ぜひ改善していただきたいと、ただ述べさ

せていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） さっきのふるさと納税で、

関連で聞けばよかったのですけれども、４年度にお

いて、ふるさと応援モニター、約４億６,０００万

円の寄附があった中で、返礼品が２億４００万円の

金額がかかっています。このほかにもいろいろ手数

料とか何とか、事務費がかかると思うのですけれど

も、それで、お伺いしたいのが、１０何品目ある中

において、５０％以上かかっているものというの

は、４年度はありましたかどうか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（石川雅憲君） ５番金子委員の

ふるさと納税の返礼品の５割の割合についての御質

問についてお答えさせていただきたいと思います。 

 令和４年度につきましては、もともと総務省から

も５割ルールを守りなさいという部分で来ておりま

したので、そういった意味では、上富良野町におき

ましては、そこを守るという形で対応させていただ

いているところでございます。 

 今回、総務省のほうで新たに明文化で詳しく、寄

附受領証明書だとか、送付分の手数料ですとか、兼

務で働いている、ふるさと納税に関連する人の人件

費ですとか、サイトの委託料の隅々まで、５割以内

に収めなさいという形で明文化されましたので、そ

ういった形で令和５年度も、町のほうでは国の指示

を守るような形を進めていくと考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 予算の話までありがとうご

ざいます。心配しているのは、物価高等々、いろい

ろなものが上がっているので、４億６,０００万円

からのふるさと納税があるというのは、それだけ魅

力のあるものをうちの町は返礼品として使っていた

のだという現れだと思うのです。大変すばらしいこ

とだと思うのです。 

 それが守られ続けていくのかというところが一番

懸念されるところで、今まで、例えば１万円のふる

さと納税をもらったら４,８００円相当ぐらいの品

物が返ってきたら納税者は非常にうれしいと思うけ

れども、今後において、そういうことができなく

なったら困るので、１万５,０００円の寄附ですと

いうと、躊躇されたら困るので、その辺のさじ加減

というかは４年度で十分検証したのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ５番金子委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 今、担当のほうからありましたように、５割は超

えないような形で４年度は実施してまいりました。

今後におきましては、当然輸送量とかの値上がりも

ありますので、物の値段も当然上がっていますし、
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厳しいのかなと考えているところでございます。今

のところは、５割を超えない範囲、総務省からお達

しのとおりの中でやっていきたいと思っております

が、物によってはいろいろ考えなければならないの

かなというのは、今後検討していかなければならな

いのかと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ７７ページの庁舎管理につ

いてお伺いいたします。 

 軽易な修繕料等がついております。この間、成果

表の中にも消防署の２階トイレの修理等が計上され

ておりますが、修繕というのは、今回どのような内

容だったでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（谷 昌春君） ４番米澤委員の庁舎

管理費の修繕の内容につきましての質問にお答えさ

せていただきます。 

 成果報告書に載っているトレイの入口の修理と

か、そういったもののほかに、議場の時計を直した

りとか、消防署の外壁がちょっと壊れているところ

があるということで、そういうのを直したり、消防

の設備、ホースを交換したりとか、そういった部分

で修理をしているところです。大きなところだと、

そういった部分の修理があります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） かなり施設が老朽化してお

ります。逐次対応しているという状況が、長寿命化

という形の中でされていることは分かります。 

 ただ、階段を上がってくるとき、障がい者の方だ

とかは非常に登りづらいという形があります。手す

りについても、片方にしか手すりがついていないと

いう状況があります。やはり庁舎というのは、避難

所であったり、非常に大事な窓口であったり、施設

であります。そういったところがきちっとユニバー

サルデザインという形の中で、誰でもが来て安心し

て利用できるということが前提だと思いますが、そ

ういった点で、まだまだ上富良野町の庁舎というの

は、そういった点で見直さなければならない点があ

ると思いますが、この点はどのようにお考えでしょ

うか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいまの４番米澤委

員の庁舎の使いやすさについての御質問にお答えし

たいと思います。 

 確かに、御存じのとおり、うちの庁舎について

は、昭和４２年に建ててから相当年数がたって、非

常に老朽化して、昔のままの状態の庁舎となってお

ります。その中で、手すり等々の話もありますが、

抜本的な、構造的な改善はなかなか難しいと思いま

すので、今、米澤委員が言われたような、手すりの

関係で、すぐできるものとか、現在の構造の中で改

善できるものについては、調査研究させていただき

たいと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 老朽化しております。避難

施設にもなっております。それで、今後、庁舎とい

うのは、耐震構造からいっても全くなっていない

と、基準から外れているという形になっておりま

す。 

 そういったことを考えれば、今後の維持管理をど

のようにされ、いつまでこの庁舎をこういう形で、

長寿命化という形の中で使って、その後の方向性と

いうのは考えていらっしゃるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいまの米澤委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 庁舎については、御存じのとおり、十数年前に耐

震診断して、地震に耐えられない状況だという報告

は受けております。 

 ただ、抜本的な耐震改修となると相当な、建て替

えに近いような莫大な金額の確保が、これも計画的

にやらなければ難しいと考えております。当面につ

きましては、使用するに当たって支障のないような

計画を随時立てながらやっていきたいと思います

し、公共施設の管理計画も、個別計画もつくらせて

いただいておりますので、その中で、随時見直しを

図りながら庁舎の適正な維持管理に努めていきたい

と考えてございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） ８１ページ、５番交流促進

費の中の三重県津市との友好都市提携２５周年の事

業負担につきまして、成果報告書で読み取れなかっ

たのでお伺いいたします。 

 当初、予算特別委員会において、この事業は、民

間レベルの経済交流を促進するということも一つの

目的だったかと記憶しているのですけれども、こう

いったところについての成果がもしありましたら、

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） １番佐藤委員の御

質問にお答えします。 

 昨年、上富良野町と津市の友好都市２５周年とい

うことで、コロナもある程度落ち着いたということ
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で、経済交流ということの主な目的で行っておりま

す。今までは町主動というか、町が事業者に声をか

けてやっていたところを、あくまで民間経済団体、

団体というほど大きいところはないのですけれど

も、商工会、ＪＡ及び観光協会を中心として、三重

県人会を主なメンバーとして、主に東京にあるふる

さと……ああいうところとか、津市に行ってボート

レースの副賞を持って物販をしてくるとか、津まつ

りに行って物販をしてくるとか、そういうのを中心

としてやっていただきました。 

 当然町の企画商工観光課と農業振興課と町民生活

課もメンバーに入りまして、主な物販につきまして

は、経済団体に行っていただいております。 

 大変申し訳ありません。周年事業収支報告書が別

にありますので、後でお話ししたいと思います。よ

ろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ８１ページの地域活性化起

業人の派遣負担という形で予算が計上されておりま

す。これは、１名の職員と、併せて予算の中には、

起業人の提案事業の負担も含めてこの金額になって

いるかと思いますが、この起業人の新規事業として

の提案事業の負担の成果というものは、どのような

内容だったのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 地域活性化起業人提案事業ということで１００万

円の予算をお認めいただいて、今回執行したわけで

すが、その内訳としては、起業人の田中さんが提案

いただいたものが大きく二つありまして、ベースの

活動の中にもありますが、上富良野の香りを一つ大

きなブランドとして育てていきたいということが一

つ。 

 それと、自衛隊の皆さんが訓練でいっぱいいらっ

しゃいますので、上富良野の経済にしっかりと反映

させていきつつ、おもてなしということもしたいと

いうところの大きな二つとなりました。 

 その提案事業、大きな二つの中で、香りに関しま

しては、ラベンダーともう一つ、上富良野の香りの

大きな要素としてシソがございます。上富良野のラ

ベンダーとシソを活用した香りの観光コンテンツを

つくるというのが一つであったり、例えば自衛隊と

絡めて、防虫剤。カビの中の忌避成分を活用した防

虫商品ですとか、そういったものを作り上げたりと

いうことをやりつつ、上富良野で香りの伝道師的

な、上富良野の魅力ある香りをこういうふうに町民

のほうに広げていきましょうというような人材を育

てるということで、そういったセミナーの開催で

あったりということに取り組んでいただきました。 

 自衛隊の方に関しましては、特に若い方が教育で

いらっしゃる方も多いので、ぜひ上富良野にいるう

ちに上富良野のことを多く知っていただきというよ

うなことを踏まえて、上富良野町内の観光を改め、

なかなか上富良野に赴任してから上富良野の観光地

であったり、景勝地であったりに行くことがありま

せんので、そういったことも、気軽に訪れていただ

けるようなバスツアーの開発ということで、民間の

旅行事業者とコラボいたしまして、そういったもの

の商品開発に取り組んでいただきました。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 商品化という形で、香りだ

とか観光に結びつけていくという話でありますが、

なかなか成果としては見えていないと。確かに庁舎

の入口にらしきものが、あれだと思っております。

ただ、あれがどう市場に出回って、販売して経済の

活性化に結びつくのか、そこら辺については、き

ちっとした戦略を基に行っていらっしゃるのかと思

うのですが、そこら辺はどのようにやっているので

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 しばらく長い間、玄関に置いて、ディフューザー

の香りをシュッと出して、その辺が香というような

ものにつきまして、町民の皆さんにもモニターして

いただくという意味も含めて置かせていただきまし

た。あれの狙いはといいますと、そういった香りの

ブランド化、上富良野が香りを、ラベンダーですと

か、温泉ですとかビールとかと同じように、香りそ

のものを押していただけるような、大きな観光コン

テンツとして認識していただくということが大きな

目的でございまして、まずは、あの香りを上富良野

の代表する香りとして、皆さんに認識していただい

てもというか、こういうふうに取り組んでもいいで

すかという、少し投げかけも含めてのアンケート

を、あのシールを貼っていただいて、アンケートも

やらせていただきました。 

 その結果を踏まえて、例えばシソであったりラベ

ンダーであったり、香りを取り扱っているのは曽田

香料であったり、その関連企業のソダアクトであっ

たりと、いろいろな企業が絡んでおりまして、そう

いった企業の中で、上富良野のラベンダーとシソを

取り扱った、合成した香りの商品というのも間もな

く商品として販売が開始されるようなところまで
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いっております。 

 もう一つは、先ほど申し上げたような、例えば

虫、ダニですとか蚊ですとかいったものは、今、登

山する方もそうなのですが、ハッカ製品を使ってい

る方が多いらしいのですが、なかなかそれに関して

も臭いが非常に強過ぎて虫が逃げていくということ

は、人間にも刺激が強いということで、そういった

ものをラベンダーなりシソなりの忌避成分に置き換

えた製品ということで、そちらも間もなく商品とし

て販売できるようなところとなっております。これ

も令和４年でそういったものの土台づくりに取り組

んだ上で、令和５年なり令和６年なりというところ

で販売できるような、中長期的な計画を持って取り

組んでいただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 非常に分かりづらいです。

確かにそういう計画は進めていらっしゃるのかもし

れませんが、まだ内輪の話だと思うのです。始めた

ばかりということもあるのかもしれませんが、しか

し、地域に密着した起業人という形で、地域の産業

や、そういったものを育成するという形の要素もあ

るのだという答弁もありました。 

 それで、お伺いしますが、今後、商品化になって

いけばいい話だと思うのですが、今後、こういう起

業人を活用した、そういった仕事というのはいつま

で、どのように続けられようとしているか、お伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

 とりあえず、田中さんの話ですと、３年間という

形であります。今後については、長期的な話になり

ますけれども、町としては、いろいろ私見の持って

いる方が町に来ていただいて、いろいろなことを発

想していただく、いろいろなところで、産業ですと

か、町の人たちと一緒になってやってもらうという

ことは、非常に町にとってもいいことだと思います

ので、長期的には、そういう方がいればですけれど

も、そういう方も活用していきながら、まちづくり

を進めていきたいと考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 映画化にも関わっている方

だと思っております。それで、非常に起業人という

のは、地域に本当になじんでいるのかどうなのか、

住民もなかなか分かりづらい状況なのです、聞いた

ら。私は、それよりも地域おこし協力隊をきちっと

雇用して、これに代わって、本当にこの町に根差し

た、そういった形の地域活性化、地域に活力を与え

る、そういった方向で予算をつけながら、町おこし

に寄与してもらう。また、町もそこを応援して、将

来的にはこの町に定住してもらうというような、こ

ういう予算を使わないと。起業人の予算というの

は、非常に我々の感覚から離れていると思いますの

で、この点、町長はどのようにお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 起業人と協力隊員、我が町には両方がいるわけで

ございます。米澤委員おっしゃるとおり、地域おこ

し協力隊につきましては、できれば３年の任期を満

了した後もしっかりと定住して、地域の活動をして

ほしいというところが主眼になっておりますし、そ

の中でいろいろと取組を頑張っていただいていると

ころでございます。 

 一方、起業人につきましては、やはり企業からの

派遣ということですから、当然その方々が属する会

社がちゃんとバックにございまして、会社のノウハ

ウといったものも有効に使いながら活性化を取り進

めていくということで、似たような感じなのですけ

れども、そういった部分でちょっと違いがあるのか

と思っています。 

 町としても、先ほど課長から説明したとおり、そ

ういったものを使い分けるといいますか、いろいろ

な人材があったり、マッチングしてくれる企業が

あったり、いろいろ諸条件がこれからもあるかと思

いますので、そういったものを見極めながらやって

いくということでございます。 

 ４年度の決算の中身といたしましては、担当主幹

が説明したようなことでございますので、４年度に

ついては、起業人も初年度ということで、取っかか

りの中では、一定程度の足がかりをつくったという

実績はあるのかという認識でいるということで、御

理解を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ８３ページの泥流地帯の映

画化を進める会の件で、私、分からないので教えて

ほしかったのですけれども、この間、いろいろあっ

たことは伺っております。実際に私も町場の人のい

ろいろなお話を聞いたときに、どういう進め方をし

ているのかよく分からないと。もっと町民の皆さん

を巻き込んだ活動をしていただいて、もっと全体で

盛り上がるような予算づけが必要なのではないかと

いうような意見も多々伺っているのですけれども、
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４年度いろいろあったのは重々理解していますけれ

ども、この間、３年度の予算から進める会の負担は

倍増しているわけでございますから、制作会社の話

は別として、もっと町内に住む人たちの盛り上がり

度ということを主軸に置いた使い方というのは、４

年度においてされてこなかったのか、お伺いいたし

ます。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 ４年度におきましては、新聞報道であったり、町

の広報なり議会だよりなどで町民の皆様には周知し

た部分と同様なのですが、そこで報じられたり、説

明させていただいたとおり、従前、協定を結んでい

た事業者との関わりが残念ながら破綻してしまっ

て、それが夏の話で、その後、第三といいますか、

今度こそということで、また新たな協定先、やり方

の抜本的な変更も含めて、そういったものを検討し

てきた期間となってしまいました、令和４年に関し

ては。それに伴って、町民の皆様に、さあここで盛

り上がろうという、そこではそのだんかいではな

かったので、ある段階では、イベントであったり、

取組というものはなかなかできなかった状況にござ

います。 

 令和５年の話になりますが、新たな協定を結んだ

上で、例えば町民シンポジウム的に、関わっていた

だいている事業者を含めた講演会であったり、そう

いったものをさせていただいたり、またさらに、こ

れから企画がどんどん進んでくると、町民の皆様に

も分かりやすくお伝えするようなことはどんどん進

めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 途中の紆余曲折があったこ

とについては、私も言及するつもりはないのですけ

れども、一番は、町長もこの映画化について断固た

る決意というか、デタミネーションを持った中で、

絶対に、２回の復興を遂げた上富良野の歴史を後世

に残したい、その思いは消してはいけないのだとい

う強い思いがあるのですから、やはりもっともっと

上富良野町に住む皆さん……、制作会社の話は、不

可抗力ですから、全然私はそのことについては何も

言わない。もっともっと浸透させるところを主軸に

置いて、こういう予算を使われたほうが、盛り上が

りがあって、例えば今言った制作会社の、第三者の

問題があったとしても、町民の総意として、この事

業は進めていこうという、そういう盛り上がりをつ

くることに、そういう草創期間というのか、黎明期

というか、そういうところがちょっと薄かったよう

な気がするので、なんか上滑り感が非常にあったと

思うのです。 

 なので、４年度、終わってしまったことだから、

とやかく言っても駄目なのだけれども、本来であれ

ばそういう予算の使われ方をするべきだったと思う

のですけれども、いかがでございましょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ５番金子委員の御質問に

お答えします。 

 具体的にという部分では、私、なかなかお答えし

づらいのですけれども、考え方として、先ほど担当

主幹のほうから申し上げましたとおり、紆余曲折

あった１年でございまして、そういった面でなかな

かしっかりと、こういうスタイルでということを住

民の皆さんにお伝えできなかったということは事実

でございます。 

 そういったことから、一定程度の方向性が見えて

きた中で、やっとこれからなのかという段階に入っ

ているということで、４年度の決算の中身では、イ

ベント費というのは大変少額しか使うことができま

せんでした。ですから、どちらかというと、住民周

知の部分においては、ポスターであったりのぼりで

あったりとかというような、どっちかというと人が

集まってワッとやるようなものよりは、そういった

ものに徹底した１年になったのかなということでご

ざいます。 

 今後におきましては、一定程度の進捗があること

ですから、そういったものはしっかりと周知、集

まってやるのがいいのか、どういう周知の方法がい

いのか、具体的なものは私のほうでは分かりません

けれども、会の中でいろいろと検討して進めてもら

えるものと期待しているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 余り予算のことに触れたく

ないので、さらっとになりますけれども、ぜひ上滑

りしないような、ましてこれから制作会社が決まっ

て、ロケハンやシナハンがどんどん動いている最中

になっていますから、こういうときこそしっかり地

域に根差した事業として、未来永劫、上富良野町民

の誇りであり、それから思いであり、やっぱりつ

くってよかったのだと言われるような、決算を踏ま

えた中で、今、副町長がおっしゃっていただきまし

たけれども、コロナの関係もあったり、相手のこと

もあったので、プロモーションの部分は今回は薄く

なったというのはありますけれども、ぜひここの反

省を生かしていただいた上で進めていくことが望ま

しいと思うので、もう１回、最後に伺いますけれど

も、これらの決算についての今回の一番の反省点と

いうのはどこだったのでしょうか。 
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○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ５番金子委員の御質問に

お答えいたします。 

 先ほどの繰り返しになりますけれども、協定を結

んだ会社のほうとうまくいかなかった部分が大変大

きく影響しているという決算になったと認識してい

るところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ここで、昼食休憩といた

します。 

 再開は午後１時といたします。 

────────────────── 

午後 ０時０２分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 昼食休憩前に引き続き、

委員会を再開いたしたいと思います。 

 ２款、まだある方。 

 １１番北條委員。 

○１１番（北條隆男君） ８５ページの防災対策費

の中で、私が見た限り議員控室のヘルメットも期限

が切れているのです、使用期限が。それで、４年度

の中でそういうものは一つもなかったのか、点検し

ているのかどうか、そこら辺を確認したいのですけ

れども。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま１１番北條委

員のヘルメットを含めた防災備蓄品の関係の期限切

れなのですけれども、今、手持ちに資料がございま

せんので後ほど御答弁させていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、２款。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ８３ページの泥流地帯の映

画化についてお伺いいたします。 

 この中で、泥流地帯の映画化を進める会の負担と

いう形で予算が載っておりまして、この問題につい

て、内訳という形で制作滞在費、制作旅費など、そ

ういったものが計上されているのではないかと思っ

ておりますが、４年度においては、制作に関わった

滞在期間などは、何日ぐらい上富良野のほうに来ら

れていたのか、この点、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 令和４年度に関しましては、もともと協定を結ん

でおりました別の会社から派遣されておりました方

だったのですが、体調不良で年度始まる前に、来ら

れなくなってしまったということで、制作に関する

滞在については一切ございません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） この間、泥流地帯の映画化

で議論が多く出ました。問題は、映画化が進みつつ

あると、現状では、４年度ではどういう進捗状況

だったのか、この点、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 ４年度中に関して言いますと、夏に泥流地帯の制

作に関しては撤退という決定がなされたということ

で、前に協定を結んでいた会社と協定を解除する運

びになって、その後進められていたというのは御承

知のとおりかと思います。 

 次の第３の担い手、今、協定を結んでおります

エー・フィルムズとＭｉＰＳとの三者協定につなが

るような協議を進める期間に当てされていただきま

したので、そのほかに関しては、映画化の直接の進

捗についてはないと言ってもよろしいかと思いま

す。今年５月、６月の協定に向けた準備期間という

ことで思っていただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 本当に進んでいないのです

ね、状況を見ましても、映画化そのものが。今年に

入ってからいろいろと動きがあったと見ております

が、新聞記事等でもありました。 

 しかし、監督についても「おくりびと」を制作し

た監督ではないというような町民の声も出ておりま

す。 

 私は、この先、この映画化の問題については、町

長、ここで終止符を打つべきだと考え、何回も申し

上げておりますが、その点については、価値ある、

映画化を進めるという点で、何を、活性化というこ

とで、通り一遍の答弁をされておりますが、再度確

認いたしますが、何を期待されて、どういうまちづ

くりに進んだらいいのかということと、この映画を

つくるのと併せて、どういう考えをお持ちなのか、

お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 これまでの繰り返しになるかと思いますけれど

も、一応映画を作るということは、まずは１点、十

勝岳の泥流災害の記録を残すということでございま

す。それも単なる記録映画ではなくて、皆様の感動

を得られるような映画を作って、後生までそれを残

したいと。また、三浦綾子さんの上富良野を舞台と

した小説「泥流地帯」をしっかりと映像化するとい

うことで、周知といいますか、知名度を上げていく
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ということでございます。 

 将来におきましては、そういったものに対して、

ロケ地巡りですとか聖地化とか、そういったこと

で、いろいろな経済効果を担っていってもらえるも

のということを期待して、この映画制作に取り組ん

でいるところでございますので、４年度につきまし

ては、大変いろいろなトラブルといいますか、いろ

いろなことがあって、遅々として進まなかったとい

うことは委員の皆様も御存じのことかと思います。

そういった部分で、一定程度体制が整ってまいりま

したので、今後におきましては、今申し上げたこと

を期待し、目標としながら着々と進んでいくものと

考えておりますので、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 何度も繰り返しますが、や

はり映画化よりも、地域の商業、産業を支えるため

の支援策や、そういう取組を積極的に行うなど、ま

た、他の自治体から多くの人たちを呼び込むような

観光対策など、こういったところに力を入れて、こ

ういった予算をこちらのほうに移すということをし

ないと、上富良野の将来は本当になくなります。 

 この映画化そのものが、あまりにも住民の中に浸

透していないという問題が一番です。直ちに、こう

いうことを考えたときに、やめるべきだし、こうい

う予算を使って映画化を進めるべきではないと思い

ますが、町長、どのようにお考えでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 経済対策についても、我々もこの映画化だけが地

域振興の手段であるとか、活性化の手段であるとは

認識しておりません。映画だけでなくて、いろいろ

な部分で観光を盛り上げるために、いろいろなイベ

ントもコロナ禍を乗り越えながらトライしてきたり

しておりますので、そういった部分も含めて、多様

な策の中の一つとして、やはり全国ロードショーに

なるような、知名度を上げるといった部分では映画

化も一つとして、大変大きな意味があることと認識

しておりますので、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 同じページで、ジオパーク

推進事業ということで力を入れまして、地域おこし

協力隊も、専門員も配置されました。令和４年度

で、地域おこし協力隊の方と力を合わせながら推進

してきたわけですけれども、そういう結果の中で、

火山防災だとか出前講座だとかを取り組まれている

部分も多数見受けられますが、この部分での協力隊

を配置しながら進めてきた成果、成果というのはす

ぐに出るわけではありませんが、何らかの評価すべ

きものというのは、この４年度はあったのか確認い

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番米澤委員

の御質問にお答えいたします。 

 令和４年度におきまして、地域おこし協力隊とし

て１名の方を配置いたしまして、ジオパークの事業

を進めてまいりました。特に、地質関係についてか

なりの知見を持っていらっしゃる方ですので、十勝

岳のことですとか、それからジオパーク全体の事業

の進め方とか、その中でかなりお力を発揮していた

だきまして、令和４年度におきましては、拠点施設

の整備ですとかにも物すごく力を発揮していただき

まして、事業のほうを進めていただいたというのが

成果として残っていると私どもは感じているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ８５ページの予約型タク

シーの運行で、利用客も極端には増えておりません

が、利用されている方に聞きますと、大変重宝だ

と、利用しやすいのだと。時間的な調整もあれば助

かるのだというようなそんな話もされているという

ことを耳にしておりますが、時間の設定というの

は、いろいろとアンケートなんかも以前に取りまし

て、調整もしたのかと思うのですが、今後、時間調

整についてはどのようにお考えなのか、お伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（上村正人君） ４番米澤委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 今現在の状態なのですけれども、運行の時間帯に

つきましては、特に何か変えるといった形の検討は

進んでいない状況です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 併せて、この点でお伺いし

たいのは、以前からも出ておりましたが、利用料の

均一化という形で、地方と町の中の移動も併せて、

町の中の２００円でしたか、金額に合わせてほしい

という声が出ております。 

 単刀直入にお伺いいたしますが、料金収入という

のは見忘れたのですが、現在どのぐらいになってお

りますか。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩いたします。 
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────────────────── 

午後 １時１３分 休憩 

午後 １時１３分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（上村正人君） ４番米澤委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 事前にお配りさせていただいております事前要求

資料３、４ページになりますが、こちらに予約型乗

合タクシーの運行状況の一覧を載せさていただいて

おります。こちらの表の下段のほうに書いてあるの

ですが、自宅発、そして目的地発の欄があるかと思

います。そちらの利用料金というところがあります

が、それがそれぞれの収入金額といった形になりま

す。自宅発でいいますと１３４万５,０００円、目

的地発でいいますと８１万９,６００円といった形

になります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そういう住民の要求もあり

ます。積極的に、それはできないということで、従

来はずっと答弁されてきておりましたが、均一にで

きないのかと思いますが、この点、町長、相変わら

ずここは駄目でしょうか。仮にその分、行政が負担

するすればどのぐらいになるのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま４番米澤委員

の予約型乗合タクシーの料金の均一化という御質問

にお答えしたいと思います。 

 以前、何人かの方の一般質問でもあったのですけ

れども、通常、市街地については２００円、郡部と

いう表現がいいか分からないのですけれども、その

他の方は４００円ということで、その分の均一化と

いうことで、２００円にするのか３００円にするの

か、どうするのかはまだ検討していないのですけれ

ども、仮に２００円にする場合においては、さきの

答弁でも答えたとおり、９１万円程度の行政負担が

かかるということでございます。 

 事務方の考えといたしましては、受益者負担の公

平化という観点から、当然距離数によって負担率を

考えたときに、おおむね郡部、市街地とも２０％前

後の負担率ということで、一定程度適正化というの

は、公平性は保たれているのかと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ぜひ今後とも検討していた

だきたいと思っております。 

 この点で、運転手の確保の現状についてお伺いい

たします。 

 かなりいろいろとタクシーの運行など、町のバス

の運行などを行っている事業者が、こういった事業

の委託を受けているわけですが、非常にどこでも人

手不足ということになっておりますが、現状はどの

ようになっていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ４番米澤委員の御質問

にお答えいたします。 

 特に、どの職種でも人材不足というのは、報道で

も皆さん御承知のとおりだと思いますが、特に運転

手に対しての人材については不足している実態は私

どもも把握しているところでございます。 

 ただ、現状といたしましては、乗合タクシー事業

に対する人材については、現在のところ確保されて

いると認識しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 運行全般についてお伺いし

たいのですが、仮に、恐らく人材が足りないので、

大型２種免許取得に対する支援なんかも含めた、こ

ういった業者に対する支援なども含めて、根本は人

手不足ですから、なかなか単純な話ではありません

けれども、そういうものも含めて、支援策を何らか

の形で誘導するということも必要なのかと考えてお

りますが、この点、確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま米澤委員の御

質問なのですけれども、人材確保という部分につい

てですけれども、ちょっと離れるかもしれないので

すけれども、今年、タクシーの料金改定がありまし

て、それに合わせまして町のほうも同程度の率を事

業者のほうに委託料をアップしている状況でござい

ます。人材確保については、運転業務だけでなく、

大きな問題となっておりますので、国の制度等いろ

いろ研究しながら、それについては、研究課題とし

て受け止めさせていただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ８５ページの防災対策でお

伺いいたします。 

 非常に防災といっても幅広くあります。トイレの

設置等、近年は男女の区別をつけて設置する。ある

いはジェンダーという形の中で、いろいろな性自認

がいて、そういったところに配慮する。簡易トイレ

を設置する場合においても、機能的なトイレを設置

するという形になっておりますが、防災計画等につ

いては、こういった問題等については、令和４年度

についてはどのように位置づけられておりますか、
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確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（斉藤 通君） ４番米澤委員の御

質疑、ジェンダーといった部分のトイレの使用と

か、そういった取扱いだと思いますが、以前に一般

質問でもございました。そのときにうちのほうでも

研究していますが、まだ位置づけというところまで

は至っていないところであります。今後、北海道と

かそういった部分の取扱いとかを見ながら、そう

いったものを検討していかなければいけないと、今

後とも研究していきたいと思いますので、御理解賜

りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、１款、２款を

終了させていただきたいと思います。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） それでは、来ていないス

タッフもいらっしゃいますが、始めていきたいと思

います。欠けているスタッフへの質問があれば後ほ

どお受けいたします。 

 次に、３款民生費の９２ページから１１１ページ

までの質疑を行います。 

 ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） 昨日、福祉課長のほうに１

００ページの障害福祉補正予算を減額されたのはど

ういうことかということで、その種類を教えていた

だきたい旨をお願いしたのですけれども、その答弁

は本日してくれるということだったので、お願いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ９番島田委員の御

質問にお答えします。 

 １００ページ、障害福祉費の補正予算１,３０３

万８,０００円の減額の内訳ということで、昨日質

問を受けたところでございます。 

 そこにつきましては、これは第８回か９回の補正

で増減がありますので、一概にこれだというものは

ないのですけれども、大きく補正しているものにつ

きましては、扶助費の減額というものが大きく要因

していると捉えているところでございます。 

 細かくこれが増えたとか、これが減額したという

部分が、補正予算を９回ほどやっていますので、そ

の分は詳細に説明することはできないので、事業別

予算で説明させていただきたいと思っております。 

 １０１ページのほうで、障害福祉費、一般管理費

のほうが、当初で予算計上したときは３４０万７,

０００円に対して、これは増減で増えているのです

けれども、決算では５８２万８,９０４円というこ

とで、当初から比べたら２４２万１,９００円減額

している状態になっています。 

 続いて、その下、２番の発達支援センター事業費

につきましては、当初９８９万２,０００円予定し

ておりましたが、決算額では７５８万１,９８９円

ということで、当初に比べて２３１万１１円の減に

なっている状態でございます。 

 続いて、三つ目の、下から４行目ぐらいなのです

けれども、障害児相談支援事業、こちらにつきまし

ては、当初５２万９,０００円予定しておりました

けれども、決算では２４万９７６円ということで、

当初に比べて２８万８,０２４円減額になっている

という内訳でございます。 

 続きまして、ページをめくりまして、１０３ペー

ジのほうなのですけれども、５番目の障害者自立支

援費、こちらのほうが大きく要因なのですけれど

も、４億４,５３４万９,０００円に対しまして、決

算では４億１,３７１万６,１８６円ということで、

この差が３,１６３万２,８１０円という内訳になっ

ているところでございます。 

 その下の６番目の障害者地域生活支援事業、こち

らのほうが当初１億７,４８４万円予定していたと

ころが、決算では９４７万４,８９４円ということ

で、差としましては８００万９,１０６円というよ

うな、このような差ということで、当初に比べて、

事業別予算での答弁ということで申し訳ありません

けれども、それの積み上げで、１００ページの補正

減額１,３０３万８,０００円という内訳ということ

で、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） 昨日、不用額のほうの話を

してもらったときに、道とか国から一時的にお金を

もらって、余った分は不用額ということで返還しな

ければいけないものもあるということだったのです

が、途中で補正予算案をいじらなければいけないと

いうのはどういうことでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 仕組みの話ではないの

で、決算ということで、４年度の決算の内容で質問

をお願いしたいと思います。 

○９番（島田政志君） 申し訳ありません。そうい

うことであれば、補正予算が１,３００万円あれし

て、不用額のほうで２,８９０万円出ているのは、

これはどのように理解したらよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ９番島田委員の御

質問にお答えします。 

 不用額が２,８９５万８,４２４円残っていて、こ

れが何で残るのだというの質問と捉えてよろしいで
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すね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 これにつきましては、先ほども説明しましたけれ

ども、大きくは、扶助費と言われている介護給付費

とか補装具、自立支援医療に係る分が、国、道のほ

うから補助金をいただきまして、概算で補助金を頂

いているという事務になっております。それにつき

ましても、実際に申請するときには、前年とか、障

害とか、状態を見まして、町民に実際に給付すべき

額を積算して予算を組んでいるという形でございま

す。 

 ただ、一旦、例えば人工透析とかになると、１人

で１,０００万円ぐらい平気でかかるものがござい

ますので、ぴったりという申請ではなくて、そう

いったものを想定した申請になっているということ

でございます。そして実際に、実績でどんどん申請

に向けて交付していっているという部分の差としま

して、結果的には、ここに載っている２,８９５万

８,０００円何がしという部分が不用額、不用額と

いうか、実際には、計画はしたけれども申請はな

かった額という捉え方をしていいと思うのですけれ

ども、そこで残っているということで御理解願いた

いと思います。 

 いずれにしましても、率的には、１０３ページの

扶助費の３億９,４７２万６,０００円というような

大きな分母の中で２,８９５万何がしという数字な

ものですから、２,８００万円だけを見れば大きい

のですけれども、実際の給付額、全体額から見れば

本当に若干の差異ということで理解しております

し、余った分につきましては、国からの補助金でご

ざいますので、年度をまたいだ補助の精算というこ

とで、一般財源で返すわけではなく、国、道からも

らった補助金の使わなかった分を、その分、預かり

金みたく置いておいたものを翌年度の精算で返すと

いう形でございますので、一般財源に大きくお世話

になっているという構造ではないということも理解

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○９番（島田政志君） ありがとうございました。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ９８、９９ページに関わる

ところで、在宅福祉推進費の中の高齢者支援班の委

託料、移送サービスが今年度約１３０万円弱ぐらい

増えていると。これは単価アップでなったものなの

か、それとも移送先の距離が大きく伸びたものと

か、そういう要因があるのか、お伺いいたします。 

 単価が３,６００円から５,１４０円ぐらいに今回

上がっている、上がった要因は何か特別なものはあ

るのか。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（飯村友香君） ５番金子委員

の御質問に回答させていただきます。 

 移送サービスの金額が上がった要因ですけれど

も、移送サービス自体の利用者が増加している部分

と、回数についても前年度より年間で４０件程度増

えている状況でございます。 

 また、近年、人工透析を受けられている方、週に

３回は移送サービスを使って治療に通われるという

方が徐々に増えてきておりまして、移動距離だとか

もちょっと増えてきているというところが、若干増

加した部分の要因であると捉えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（三好正浩君） ５番金子委員の

移送サービスの単価の関係の御質問でございます

が、今、答弁したように、件数も増えているのと、

１件当たりの距離というか、富良野までの距離が増

えている関係で、そういった部分の時間が増えてい

るというのもありますし、あと、移送サービスがだ

んだん増えている関係で、職員の配置につきまして

も、令和３年までは、本当に移送サービスを使った

時間に対して出していたのですが、職員の配置を、

常に移送が動けるように職員に定額を賃金を支払っ

たというところも増額の要因になっているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 関連で、同じところでお伺

いしますが、利用者が増えてきて、いわゆる移送す

るための人員配置だとか、車両も含めてかなり困難

な状況が見受けられるということでありましたが、

これは引き続き、現状ではそのような状況があるの

か、十分なのか、その点、確認いたしたいと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（三好正浩君） ４番米澤委員の

引き続きの質問でございますが、今も答弁あったよ

うに、透析で利用する方というのが増えている状況

で、これからも運転手、あと、車両については、今

の配置で何とか今は断るようなことはなく運行でき

いる状況ですが、今後、もしもそういったことで移

送のニーズが増えてということになれば、人員の配

置または車両の増加とか、その辺については、増や

した形で対応していくことになると思いますが、現

状では、今の体制で何とか移送については賄えてい

るような状況でございます。 



― 39 ― 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 同じページの同じ項目の

除雪サービスに関してお伺いします。 

 成果報告書の２７ページでは、昨年度から令和４

年度にかけて大体１割ぐらい利用者が減っている数

字となっておりますが、その理由が何かあれがお教

えください。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（三好正浩君） １２番小林委員

の除雪サービスの利用者の減員についての御質問で

ありますが、基本的に何か条件が変わったわけでは

ございませんので、利用者が単純に減ったというと

ころなのですけれども、要因といたしましては、利

用していた方がお亡くなりになられたり、施設に入

られたり、入院されたりというところで、そういっ

た部分で利用者が減ったというのが実績となってご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） ということは、むしろ

減っていく人と、多分新規で申し込まれる方もいる

と思うのですけれども、減っていく方のほうが多い

ような、要は自然減のような形と理解してよろしい

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（三好正浩君） １２番小林委員

の御質問でありますが、そのとおりでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 使う人が１割ほど変わる

となると、サービスの内容にもいろいろと影響が出

てくるのではないかということを心配したりする面

もあるのですが、総じて令和４年度の除雪サービス

を提供した上で、何か課題が見つかったり、その上

で、翌年に生かして取り組むようなことがあったの

か、最後にお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（三好正浩君） 小林委員の引き

続きの御質問でありますが、人数が減ったからと

いってサービスの内容に変わるものは一切ございま

せん。 

 課題として見つかってきておりますのは、除雪を

今回利用した方と、除雪サポーター、高齢者事業団

の作業員のほうが、作業する側の人がかなり高齢化

してきていて、人数も減っているというのがかなり

大きな課題になってきておりまして、今後において

は、作業をする側の方の増員を図ることが大きな課

題となっていますし、それに加えて、町の除雪に関

するいろいろな課題が今見つかってきているので、

除雪の体制についても、今後、町全体で考えていく

必要があると考えているところです。 

 以上です。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 高齢者事業団の数が減って

きて、いわゆる除雪作業が制約されている部分とい

うのが多少なりとも出てきているような気がするの

ですが、その分はないですか。担当者もおっしゃっ

たように、会員数を前年度から見ても減ってきてお

りますし、大変事業団も苦慮しているという話を

伺っておりますので、そういうものも含めて、現状

について、併せて答弁をお願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（三好正浩君） ４番米澤委員の

除雪作業の、事業団の人数とか、そっちの関係の御

質問だと思いますが、委員おっしゃられるとおり、

高齢者事業団、かなり高齢化してきていて、人数も

減っているということで、少ない人数の中で、１人

の持ち分の件数を増やしていたり、そういった部分

が出てきておりますので、高齢者事業団の人数、高

齢者事業団で増やすことではなく、除雪サポーター

という形での人数の増加の課題というのが大きな課

題となっていますし、これを担っていただけるサ

ポーターというのがなかなか見つかっていない中

で、それについては、今後さらにサポーターの方

を、対象とする方を広げていかなければならないと

思っているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 大ざっぱにお伺いいたしま

す。近年、物価高騰に対する支援策という形で、９

７ページを例に取ってお伺いいたしますが、約５,

９００万円に上る価格高騰支援の策を行ってきまし

た。それに附随して、もろもろ子育て世代だとか、

生活困窮世帯に対する支援を行ってきたわけです

が、これは、今の物価高騰に対しては、効果的なも

のがかなり要素としてあると思いますが、その点、

どのようにお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） 令和４年度に行っ

た物価高騰対策等々の評価と今後の展開という形で

理解してよろしかったでしょうか。（「はい」と呼

ぶ者あり） 

 令和４年度につきましては、それだけではないの

ですけれども、前年度から国の交付金を利用した中
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で、臨時交付金という形で、保健福祉課対応ですの

で、生活困窮者、低所得者という対応と、子育て支

援という形でやったところでございます。あくまで

も対象が１,３００人とか、物によっては５００何

人とかと大人数になりますので、やはり国、道等々

の補助金がなかったら、それなりの給付はできない

という状態で進めさせていただいております。 

 やはり全国統一の行動でありまして、町のほうで

もいろいろそこに幅出しというものもやりながら、

令和４年度は進めてきたところでございます。 

 例えば人だけではなくて、高齢者施設、障害者施

設、子どもの施設に対しては、町独自で一定の物価

高騰もろもろに充ててほしいというお金もやってお

りますし、令和４年度につきましては、町独自で、

均等割のみ課税世帯に対しても、はざまの対象でご

ざいましたので、そこにも町独自で給付もしたとい

う形でやっております。 

 全町民対象ということではなく、低所得者、子育

て支援とかを所管する対象者に少しでも価格高騰と

かコロナの関係もあったのですけれども、給付した

という形でありまして、富良野エリアで見ても、町

独自の政策を打ち出しているところは少なかったも

のですから、町としては、プラスアルファでやった

という形で評価しているところでございます。 

 参考に令和３年度につきましても、道の補助金と

かもいろいろ出て、道の交付金もあったのですけれ

ども、町はその以前に、議会でも説明しております

けれども、均等割非課税世帯に対して一律の３万円

という数字も出して、道があったので１万８,００

０円という数字になってしまいましたけれども、町

でも全国一律の基準ではなくて、町独自の政策を

もって広く支援するというような、臨時給付金で対

応していた経緯でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） １０３ページの６番、障

害者地域生活支援事業の委託料、日中一時支援に関

して、成果報告書の２９ページを見ると、前年度か

ら件数と金額自体はほぼ半減しているのが見られま

す。そもそもこの事業の内容自体をまだうまく把握

できていないので、その内容と、あと、何で半減す

ることになったのかを教えていただければと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（飯村友香君） １２番小林委

員の御質問にお答えさせていただきます。 

 日中一時支援事業の利用が半減しているというと

ころなのですけれども、こちら、要因としまして

は、障がい児の方、放課後デイサービスと放課後デ

イサービスの給付日数、上限がありますので、その

上限で足りない分につきまして、日中一時の利用と

いう形で併用して利用している形になっておりま

す。 

 ただ、近年、共働きの世帯だとかも多くなってい

ますので、放課後デイサービスの支給料自体を増や

した中で決定していますので、登録者自体は減って

いないのですけれども、日中一時支援事業、実際に

放課後デイの給付を超えての利用というのが減って

きているというところで、日中一時支援事業のほう

の利用は減ってきているという形で、登録者自体は

極端に減っているものではないということで、御質

問にお答えさせていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） １０５ページになります。

１９の扶助費の中の教育・保育施設食費助成という

ことで、昨年は多分対象者が１５名ほどいらっ

しゃったと思うのですが、令和４年の対象は何人ぐ

らいだったのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ２番荒生委員の人

数の御質問にお答えします。 

 令和４年度の対象者も、変わらず１５名というこ

とで把握しているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） すみません。もう一度、対

象年齢であるとか、補助の基準というのを確認した

いのですが、多分３歳から５歳とかで、非課税の世

帯でよろしかったでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（末永由枝君） ２番荒生委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 当該年度の４月１日時点で、満３歳から満５歳に

到達しているお子様と、当該年度中に満３歳に達す

るお子様で、市町村民税の所得割が非課税世帯の方

を対象としております。 

 以上です。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 保育料等で言えば、ゼロ歳

児、乳幼児のかなり負担があります。それで、前も

このとき質問いたしましたが、給食の対象年齢をゼ

ロ歳児から対象にして、負担軽減をすべきではない

かと思うのです。いろいろ世論調査を聞いていまし

たら、こういった子どもたちの支援で、教育費だと
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か保育費用だとか、保育サービスの充実等を挙げる

世帯数が近年増えてきております。そういう意味

で、負担感を減らすという意味でも、これ、町長に

お伺いいたしますが、きっちりとした対策を取っ

て、町長も日頃から子育て支援を充実したいなどな

ど言っておりますので、この点はどのようにお考え

なのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 保育に係る給食費の無償化にかかわらず、子育て

支援というものは非常にまちづくりに対しても、少

子化についても非常に重要な政策だと思っておりま

す。その中で、どのような方法がいいのか、もちろ

ん低所得者、弱者の方に対するセーフティネットと

いう面も、当然そういうことも考えなければなりま

せんので、何を優先して、どういう政策を打つのが

効果的なのか、それについては、既存のものも含め

て、さらにどういうことが可能なのか十分検討して

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ぜひ検討していただきたい

と思います。 

 次、１０１ページの発達支援の巡回支援専門員の

整備という形で、ここで予算が計上されておりま

す。専門員という方は、現状で１人か２人いらっ

しゃるのかと思いますが、知育の学校あるいは保育

所関係を周りながら、発達支援に関わる子どもたち

も含めて、全般にどういう子どもたちが、日常的に

動きをされているのかということで、非常に重要な

支援になっているのかと思いますが、この内容等に

ついて改めてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 子どもセンター施設長、

答弁。 

○子どもセンター施設長（武山義枝君） ４番米澤

委員の巡回支援専門員整備事業についての質問にお

答えします。 

 こちらの巡回支援の整備事業につきましては、町

の障害者自立支援事業条例にもうたわれている事業

でありまして、発達の遅れまたは障がいのある子ど

も、その家族が身近な地域で適切な相談や療育を受

けられるように、専門の職員の専門的な知識を習得

すること。また、子どもに関わる職員の資質向上を

図るということを目的にやっております。 

 こちらにつきましては、年６回、４年度につきま

しては７回なのですけれども、療育園の職員に、運

動発達、言語発達の個別相談や助言などを、来てい

ただいて、そのお子さんを見ていただいて、指導等

をしていただいております。その中で、必要に応じ

て認定こども園のほうにも巡回して、そちらのほう

でも指導をしていただいて、その子の成長のために

行っている事業になります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） こういった巡回専門員とい

う方は、お子さんの支援と併せて、いわゆる家族の

支援もされる範囲もあるのかと思うのですが、その

点、いろいろなやり取りの経過の中で、いろいろと

難しい問題等があって、解決に結びついたかどうか

分かりませんけれども、重要な位置づけになってい

ると思いますが、そういう支援もされているという

ことでよろしいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 子どもセンター施設長、

答弁。 

○子どもセンター施設長（武山義枝君） ４番米澤

委員の御質問になりますけれども、その巡回支援の

中で、お子さんの発達の評価であったり、指導もも

ちろんなのですけれども、発達支援センターの職員

に対する技術的な指導や、そういうものもあり、ま

た、お子さんの発達を見るときに、家族の方も同席

されますので、その中で、家族へのカウンセリング

等も行っていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） お伺いいたしますが、現状

の人数で十分足りるということは言えないのかもし

れませんが、不足なのか、充足しているのか、お伺

いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 子どもセンター施設長、

答弁。 

○子どもセンター施設長（武山義枝君） 米澤委員

の御質問にお答えします。 

 現状の人数で足りて……、巡回専門員事業の人数

でしょうか。こちらにつきましては、療育センター

のほうと契約をしておりまして、年に６回来ていた

だきたいとか、７回来ていただきたいというような

希望を出しまして、派遣をしていただいている事業

になります。大体年６、７回は、言語聴覚の方で

あったり、作業療法士の方であったりに来ていただ

いておりまして、現在のところ大体年６回から７回

であれば、２か月に一度くらいは指導にしていただ

いておりまして、こちらも国、道の補助金を頂いて

委託料を支払っているところです。 

 この巡回のほかにも、療育センターのほうから専

門職の人に来ていただいている事業もありますの

で、現在のところではおおむね足りていると思って

おります。 
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 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） ９９ページの備考欄の１

２、委託料のところで、運動指導ということで、振

興スポーツのほうに多分委託して、プール教室やら

を行っていると思うのですが、要求資料の１６番の

ところの最後に計１万４,３５６人というのが出て

いるのですが、前年度に比べて増減というのはどう

なっているのか、お答えいただいていいですか。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（三好正浩君） ７番茶谷委員の

かみんのプールの利用人数の関係の御質問でありま

すが、令和４年度につきましては、今回お示しした

資料のほうで、プールの利用者は１万４,３５６人

の合計となっております。令和３年度につきまして

は１万２,３９１人ということで、令和３年度につ

きましては、コロナの影響で休館があった関係も

あってちょっと人数は少ないのですが、令和４年

度、令和５年度に向けて、コロナの関係での休館等

はなっていくますので、利用者については伸びてい

るような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ７番茶谷委員。 

○７番（茶谷朋弘君） 令和４年度の部分におい

て、利用者増のために行った施策とか事業とかは

あったりしますか。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（三好正浩君） ７番茶谷委員の

プールの利用者を増やすような施策ということであ

りますが、令和２年、３年、４年とコロナ対策とい

うところでずっと取り組んでいたという大きい部分

がありますので、特にこれといった利用者を増やす

施策というのは行っていないのですが、少しでもコ

ロナ前に利用していた方を利用を回復するための働

きかけというのは行っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） １０５ページ、保育士・幼

稚園教諭等処遇改善臨時特例ということなのです

が、これは前年度１８０万円だったのに対して、４

年度は６９０万円ということになっておりますけれ

ども、この上昇率はどんなものでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩します。 

────────────────── 

午後 １時５８分 休憩 

午後 １時５９分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 子育て支援班主幹、答弁。 

○子育て支援班主幹（末永由枝君） ９番島田委員

の処遇改善の御質問にお答えさせていただきます。 

 令和３年度につきましては、令和４年の２月、３

月分のみの支給となっておりまして、制度がその時

期から開始になっているところです。令和４年度に

つきましては、１年分になりますので、期間が２か

月と１２か月だと金額が大きく変わってくる、それ

が理由になっております。 

 以上です。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 処遇改善で支給基準等があ

るのかと思いますが、恐らくそれに基づいた改善と

いう形で支給されておりますが、その点、お伺いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（末永由枝君） ４番米澤委員

の基準についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 令和４年２月から収入を３％程度引き上げるため

に必要な経費に対しての補助金を交付するというこ

とになっておりまして、月額については約９,００

０円ということになっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 保育現場、こういう処遇改

善も行いながら、保育士の確保が大変な状況という

のが今でも続いているかと思いますが、現状はどの

ようになっていますか、令和４年度においても保育

士の確保というのは、現状はどのようになっていま

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（末永由枝君） ４番米澤委員

の保育士の確保についての御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 令和４年度につきましては、対象になる入所児に

対する基準を満たしているところなのですけれど

も、保育士不足は相変わらず続いている状況になっ

ておりまして、決算とはちょっとまた別な話になり

ますが、令和５年４月１日現在におきましても基準

は満たす保育士の確保はされているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 今、国のほうでも保育士基

準の見直しという形の中で、現場の保育士に聞いて

も、コロナ禍の中では、くしゃみはする、せきはす
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る、よだれは垂れるという形で、本当に大変だとい

う状況で、雇用借上げという形の中で協会費がつい

ている部分もあるのだけれども、それでも国の保育

士基準そのものを見直さなければ本当に大変だとい

う声を、生の声で聞いておりますのが、その印象と

いうのは、現場のほうとしてはどのように見てい

らっしゃるのか。 

○委員長（岡本康裕君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（末永由枝君） ４番米澤委員

の保育士の現状についての御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 保育士不足は、去年とかその前の年とかもコロナ

で大変で、消毒とかその他感染に係る予防とか、そ

ういう点につきましては大変お手数をおかけしてい

るところで、保育士の皆様にも御迷惑をおかけして

いるところなのですけれども、近年、未満児とかの

入所が多くて、その点でも保育士はきっと大変なこ

とだと思うのですけれども、こども園のほうからも

保育士の確保が非常に難しい状況ですということは

伺っております。こちらのほうも承知しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございませんか。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 次にお伺いしたいのは、１

０７ページであります。１８節の負担金補助金、交

付金で、子育て支援のごみ袋の交付という形で喜ば

れております。この点について、いろいろ住民の皆

さん方から御意見を聞きますと、もっと変化があっ

ていいのではないかという声が聞かれております。

多くの方からは、保育サービスの充実、ベビーシッ

ターだとか、保育ママだとか、あるいは住んでいる

ところにおいては、お子さんが生まれたときに必要

なものをワンセットにして提供するというような、

おむつから含めて提供しているところもあります。 

 時代のニーズに合わせて、町においてもそういっ

た形の中で子育てを支援するというのも一つの方法

なのかと考えております。この点について、もっと

現実を見て、内容を変えていかなければならないと

思っておりますが、この点、町長、こういう現実を

踏まえて、どのような考えをお持ちなのか、お伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 子育て支援ということで、ごみ袋を配らせていた

だいております。これ大変助かっているという声は

私も承知しております。ほかの自治体では様々な、

今、委員おっしゃるような食事のセットとか、いろ

いろな方法、移住・定住なんかも視野に入れなが

ら、純粋な子育て以外に、そういう部分も視野に入

れたいろいろな施策が他の自治体で取られているこ

とは承知しておりますので、今後においても調査研

究をしっかりして、どういうものがいいのか、喜ば

れるのか、できるのかも含めて研究は常に続けてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 児童福祉施設だとかいろい

ろとあると思います。そういったところの点検、放

課後デイにしても何にしても、きちっと実施基準に

基づいて実施されているのかどうなのかというよう

な、指導点検の項目というのは自治体でできる部分

があるのかどうなのか、この点お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ページは、特にないです

か。 

 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午後 ２時０７分 休憩 

午後 ２時０８分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 子どもセンター施設長、答弁。 

○子どもセンター施設長（武山義枝君） ４番米澤

委員の御質問ですが、児童福祉施設の道からの指導

監査に関しての御質問でよかったでしょうか。 

○４番（米澤義英君） 基準に基づいた、子どもを

支えたりとか、そういった点検、指導項目というの

は、行政としてできるのかどうなのかというところ

です。 

○子どもセンター施設長（武山義枝君） 認定こど

も園につきましては、北海道のほうから定期的に指

導監査に入っておりまして、指導監査のときに町の

職員も同行しまして、監査項目について分担しなが

らチェックしたり、こども園の方に内容を確認した

りするような形で、同行して分担しながら監査のほ

うには行っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（三好正浩君） ４番米澤委員の

施設の監査とか指導の関係の御質問でありますが、

施設の種別によって、町が管轄のものであったり、

道が管轄のものであったり、それぞれであります

が、町が持っている放課後デイだとか、その辺の所

在施設につきましては、道の管轄ではありますが、

開設時には当然町のほうでも施設等の危険物がない

かとか、そういった部分の監査は行いますし、定期
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的な道の監査の際にも、必要に応じて町のほうもそ

こに立ち会うなど、そういった対応については行っ

ているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで３款民

生費の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） それでは次に、令和４年

度決算、４款衛生費の１１０ページから１２３ペー

ジまでの質疑を行うのですが、その前に、先ほど防

災の期限切れがあるのかどうかという御質問に対し

ての答弁を総務課長からお願いいたします。 

○総務課長（北川徳幸君） 先ほど１１番北條委員

のほうから、特に防災備品、防災ヘルメットに対す

る使用期限の関係の御質問ですが、議会に対して

は、防災ヘルメットに対しては１５個所有していま

す。製造年月日が２０２１年ですので、耐用年数が

５年間あるということで、使用期限切れにはなって

ございません。 

 併せて、ほかの備蓄品があるのですけれども、使

用期限が来たときについては、随時交換して適正に

管理している状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 続きまして、先ほど９番

島田委員からの御質問に対しましての答弁で、間違

いが少しあったということで、答弁のし直しをお願

いいたします。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ９番島田委員から

御質問いただきました保育士・幼稚園教諭等処遇改

善臨時特例事業補助で５００万円程度の差があると

いうことで、先ほど説明したのですけれども、昨年

度は、制度が始まったのが２月からで、令和３年は

２か月分の補助金ということでございました。今回

の決算の６８９万９,５８０円につきましては、９

月までの半年分ということでございます。先ほど１

２か月と言いましたけれども、半年分ということで

ございます。 

 それ以降はどうなのだということでございますけ

れども、国のほうも制度を全部確立しまして、残り

の１０月以降の分につきましては、教育給付保育費

のほうに算定して、しかるべき補助のところから交

付されているということでございますので、２月か

ら交付されたものについては、制度の二転三転はあ

りましたけれども、十分に施設のほうに交付されて

いるということで御理解願いたいと思います。 

 ２か月と１２か月と言ったのを２か月と半年分と

いうことの差異ということで御理解願いたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） それでは、令和４年度決

算、４款、スタートいたします。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １１２、１１３ページの保

健衛生総務一般管理費に携わるところで、訪問看護

ステーション負担ということで７０万円ありますけ

れども、今年度、小中学校のエアコンの設置ができ

ない建物だと言われているのですが、窓にやっても

ピーピー鳴ったり、セキュリティーの関係ができな

くて、聞きますと、訪看で行ったときに、コロナ対

策等で防護服等を着たりして、かなり過酷な状況で

やっているということなのですけれども、こういう

対策のところというのは、４年度、何か上がってき

たりしていましたでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） 訪看ステー心かみ

んの一部お借りしているところの事務所の環境につ

いてのどうなのかということの質問でございます。 

 申し訳ございません。これにつきましては、かみ

んでは、エアコンの稼働するところが多目的ホール

と１階の横の会議室、そして２階の研修室というと

ころに限られておりまして、私たちの事務所も同様

に、扇風機等々でしのいだということでございまし

て、訪問看護ステーションにつきましても扇風機で

しのいでいただいているのが現状でございます。 

 エアコンにつきましては、学校関係がこの間から

いろいろと問題が出されておりますけれども、役

場、社会教育総合センター、保健福祉総合セン

ター、公民館等々、事務所があるところにつきまし

ては、総合的に今後の展開を図るということだと思

いますので、かみんだけ先に云々ということは、私

どものほうではまだ考えていないというところでご

ざいます。 

 あと、セキュリティーについては、今言っている

のは、多分窓に据え置きでやったときに施錠ができ

ないということがありますので、あそこはセコムの

セキュリティーでしっかり施錠している部分で、窓

が開いているのはどうしても不都合がありますの

で、そういったことも今後、エアコンを公共施設全

体的に計画的にやるという計画であれば、どのよう

な形でかみんのエアコンをプラスアルファできるか

という部分を検討させていただきたいというところ

でございます。 

 今まだ、こうするという案がございませんで、か
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みん全体、事務所を含めての課題だと捉えていると

ころで、御理解願いたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １１３ページの周産期医療

という形で予算が計上されております。これは富良

野圏域も含めてだろうと思いますが、現状で、今、

富良野圏域で協会病院を利用されている方というの

は、実際にどのような人数が利用されているのか、

外も併せてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（星野 章君） ４番米澤委

員の御質問にお答えします。 

 富良野圏域全体の数になりますでしょうか、上富

良野の数になりますでしょうか、利用数は、 

○委員長（岡本康裕君） 上富良野だけなのか、全

部なのか。（「上富良野」と呼ぶ者あり） 

○健康づくり担当課長（星野 章君） センター病

院に関しましては、富良野協会病院に補助している

ものなのですけれども、周産期医療の高度の医療を

備えているということで、体制確保のために４市町

村で補助を行っているものなのですけれども、上富

良野で、ここに関わる算定の数字としましては、提

出出生数で割り返しているのですけれども上富良野

の場合は、令和４年、協会病院で分娩しているのは

１７人。全体で５８人ですので、１７人で、２９.

３％の方が協会病院を利用しているということにな

ります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 医師が不足しているとい

う、富良野協会病院の現状というのは常勤体制に

なっているのか確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（星野 章君） ４番米澤委

員の御質問にお答えします。 

 令和元年９月から常勤医２名体制で行っておりま

すが、その体制を維持したいということで、各市町

村で負担を行ってところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 同じページの子ども医療費

の件についてお伺いいたします。 

 子ども医療費、中学校まで無料化になりまして、

利用者も大変喜んでいるという状況になっておりま

す。この点でお伺いしたいのですが、たまたまいろ

いろな情報の中では、無料化にすることによって過

剰診療が生まれるとか、そういう話も出てきており

ます。しかし、実態としてはそうなっていないとい

う状況になっておりますので、上富良野町における

現状というのは、そのような経過というのは普通な

のかどうか確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。 

 過剰診療かどうかというところは判断は、僕は医

師ではないので、しにくいところなのですが、確か

にコロナが明けてから若干病院に通うタイミングと

いうものが増えた部分もあると思います。それでも

病院に行くと病気が移る可能性が多いので、過剰診

療のような形の診察はないものと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 担当課長のおっしゃるとお

りで、決してむやみに病院に通院するとか入院する

とかではないのですね、必要に応じてきちっと診療

を受けているというのが実態だと思っております。 

 それで、他の自治体では高校までの医療費という

のが普通になります。そういった点で、やはり子育

て政策の一環としても、町長おっしゃるように、き

ちっとした支援策として、高校までの医療費の無償

化を行政においても行って、安心して治療に専念が

できるような環境を上富良野町でも早急にやること

が、今求められていると思いますが、この点、町長

はどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 令和４年度において、子どもの医療費の関係が、

上富良野は中学生ですけれども、ほかの町では高校

までというのが多くなったというのは承知しており

ます。今は５年度ですが、コロナも明けて、実際に

高校生までに広げた場合はどうなのか、前の答弁に

もあります。予測をしながら、できるのかできない

のか、財政的負担は幾らなのかということを十分検

討して、決断するというか、そういうニーズはある

と考えておりますので、目鼻がつき次第、早急にや

りたいとは思っておりますし、前回の答弁でもそう

答えさせてもらったと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 実施したいという気持ちは

よく分かっておりますが、お話を伺いました。 

 それで、財源の問題で困っているのか、そういう
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問題があるのかと思うのですが、早急に行えば、多

くの町民の方は望んでいます。斉藤町長は子育てに

対する熱意があるということも含めて語っているの

です、本当に。冗談言っているのではないです、

笑っていますけれども、顔は。そういう意味で、期

待を込めて、子育て支援に対する求めにきっちりと

支援策を提示したほうが、住民の感情としてもより

いいのではないかと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問とい

いますか、委員おっしゃることは重々承知しており

ますので、しかるべきときといいますか、十分検討

を重ねて進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １１５ページの委託料で、

小児生活習慣病の検査という形になっております。

成果表などを見ますと、前年度対比、恐らく人口動

態だとかいろいろな要素があるかと思いますが、小

学生では増えて、中学生では実施人数が若干という

形で、ほぼ横ばいという形で私は見ております。 

 この点で、こういった受診を進めることによっ

て、経過観察もしているのだろうと思いますが、受

診後の子どもたちの経過観察というのはどのように

されているのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（星野 章君） ４番米澤委

員の質問にお答えします。 

 かみふっこ健診が終わりましたら、お勉強会とい

うのを親子で行っていただくのです。それで、自分

にとって今、体をつくるのに必要な栄養はどのぐら

い必要なのだろうかと、それがちょっと取り過ぎて

しまったらどういうことになるのだろうかというこ

とで、健診結果と併せてお勉強会をしております。 

 その中で、やはり病院に行かなければならない、

受診の必要な子というのがいるのですけれども、そ

の子たちは病院に行っていただいて、結果がうちの

ほうに戻ってきます。その結果を踏まえまして、栄

養士だとか保健師とかと継続的に面談をしていくと

いう形を取ったりですとか、そこの学習を行います

ので、その後、いろいろお母様方から、自分で学校

の数値をつけながら、体重がどう変化していくだと

か、子ども自身が自分たちで気をつけるようになっ

ているというようなお話をお伺いしております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございませんか。 

 ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） １１６ページから１１７

ページですけれども、環境衛生の一般管理費という

のが、令和３年が４８万１,０００円なのに対し

て、令和４年が１５万３,０００円となっておりま

すけれども、この差異は何でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午後 ２時２９分 休憩 

午後 ２時２９分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 今、確認中ですので、後ほど答弁をいたさせま

す。よろしいですか。（「はい、お願いします」と

呼ぶ者あり） 

 ほか質問ございますでしょうか。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １１９ページなのですが、

クリーンセンターの管理費で、修繕料等が結構近年

増えているような感じが見受けられます。この点に

ついてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ４番米澤委員の

クリーンセンターの修繕費に係る質問についてお答

えをいたします。 

 米澤委員おっしゃるとおり、クリーンセンターに

つきましては、平成１１年から稼働しておりますた

め、年々修繕工事など、費用のほうが増えていって

いるところでございます。 

 今手元に令和２年から令和４年までのものしかご

ざいませんので、その中でお話をさせていただきま

すと、修繕につきましては、施設を維持していくた

めのものであったり、突発的に、例えば車が壊れた

とか、予期していない修繕であったり、小規模なも

のも含めて全体の中でお話をさせてもらいます。 

 あと、修繕と同じようなもので、施設を維持する

ための工事費も合わせた中で、施設を管理していく

といった中での費用を言いますと、令和２年度で約

３,２００万円、令和３年度５,１００万円、令和４

年度５,２００万円、大体横ばいになっております

が、令和３年度、令和４年度につきましては、工事

の中で、炉の耐火材を直すものに２,５００万円程

度のものを２年間、ＡとＢというふうに行ってきて

おりますので、平準したような形の工事、修繕の費

用となっております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 近年、財政的に、従来から

やりくりは大変な状況は変わっておりませんが、し

かし、将来的に健全的な財政を見通した場合を含め

て、長寿命化におけるクリーンセンターの今後どの

ような時点で建て替えも含めての考えというのは、
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延命して、どの時点まで、現状、もたせようとして

いるのか、お伺いします。 

○委員長（岡本康裕君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（濱村篤司君） ４番米澤委員の

クリーンセンターの今後の整備等も含めた見通しに

ついての御質問にお答えします。 

 現在、クリーンセンターにつきましては、長寿命

化計画といったものを平成３０年に策定しまして、

これが令和９年までの見通しをもって、整備のほう

を毎年損耗度を見ながら入れ替えをして、修繕のほ

うを行っております。やはり建屋のほうは大体５０

年ぐらいのものなのですが、中に入っているもの

は、やはり機械ということで、全国的に見ても大体

２０年ぐらいが目安とされております。そういった

ことでいきますと、平成１１年に整備された施設で

すので、もう既に寿命といったものは到達してきて

いると見ても過言ではないと思います。 

 ただ、サイクルとしまして、長く延ばして使えれ

ば、それはコストも抑えられるといった視点におい

て、現在は、長期的に維持のほうをまだ進めていく

といった中で、次期の施設についても、維持をしな

がら今後検討を進めていくことが必要と見ていると

ころでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 先ほどの島田委員の質問に対する答弁をお願いい

たします。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ９番島田委員の先

ほどの環境衛生一般管理費の関係の令和３年と令和

４年の決算値の違いということで御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 令和３年におきましては、廃棄物処理施設技術者

研修会というのを職員に受けさせております。その

分の負担金約１２万円と旅費の１９万円が令和３年

のほうについておりますので、令和４年のほうはな

かったということで、その分の差となっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで４款衛

生費の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は２時５０分。よろしくお願いします。 

────────────────── 

午後 ２時３５分 休憩 

午後 ２時５０分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 次に、５款労働費の１２２ページから１２３ペー

ジ、７款商工費の１３６ページから１４３ページま

での質疑を行います。 

 ございませんか。 

 １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） １３９ページの観光費一

般管理費の中に、観光推進員、地域おこし協力隊の

経費が計上されていますが、令和４年の観光推進員

の成果は、どういった成果があったのか教えてもら

えればと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １２番小林委員

の御質問にお答えいたします。 

 観光推進員として４月に着任いただいた地域おこ

し協力隊の方については、主にロケサポート上富良

野の従事者として、上富良野のロケツーリズムの推

進と、令和４年に関しては、権利処理を中心とした

受入体制の機能強化ということで取り組んでいただ

きました。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １３６、１３７ページの商

工振興費のところで、これは恐らくコロナウイルス

の補助金の中でやったキャッシュレス化推進事業負

担ということで５００万円ほどありますが、これは

いわゆる何とかＰａｙの普及に努められて、それの

キャッシュバックだったと思うのですけれども、こ

れで町内業者の参加率というのはどれぐらいか分か

りますか。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 参加率ということで、町内事業者の数の把握とい

うのが、どこまであれするかによって変わりますけ

れども、商工会の加入者の中でというくくりでいい

ますと、約２割から３割ぐらいがキャッシュレス化

に取り組んでいたといったところからスタートしま

して、この取組の中では、その中で２７から３０ぐ

らい増えたという実績と聞いております。パーセン

テージ、その後の換算はまだ持っていませんけれど

も、期待していた以上の増数であったと承知してお

ります。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 私も携わったので分かるの

ですけれども、スマホで２次元コードを読み取っ

て、前もってチャージしておいた分に対してポイン
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トで戻るということで、一部恩恵があったと思うの

ですけれども、本来、キャッシュレス化を進めるの

であれば、もう少し端末がしっかりと、イッテｑａ

ｐみたいなものを使って端末を広げたような形で、

もう少ししっかりと町内の業者に普及されるよう

な、地域通貨と連動できるようなものが進められた

方が本来の成果が出るのであって、これだと何とか

Ｐａｙに偏ってしまったのかというのも感じられ

る。入口として、否定するものではないのですけれ

ども、せっかくキャッシュレス化事業があったので

あれば、もう少し端末等の普及から始まって、そう

いったものはできなかったのかということでお伺い

します。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） 金子委員の御質

問にお答えいたします。 

 まさに金子委員が今おっしゃったとおり、まず

は、今フルで使えるのは、店舗側の読み取り端末の

導入というところが最終的な到達点として、今の段

階では、キャッシュレス化の到達点として捉えられ

ているところであります。 

 一方で、端末の導入に関しましては、Ａｉｒペイ

ですとか、様々なキャッシュレス事業者が端末に関

しては無料で設置しますといった中でのキャンペー

ンというのは何回も実はこれまでも張ってきたらし

いですが、どうしても現金に慣れ親しんだところか

ら、キャッシュレス、商店の皆様も高年齢化も進ん

でいる中で、なかなかキャッシュレスというところ

に行き着かないといったような現状があったと聞い

ておりました。 

 まさに今おっしゃったとおり、入口として、まず

は電子決済に慣れていただきましょうというところ

も今回の大きな目的として、まずは、導入が非常に

簡単な、まさに手元に二次元コードがあるだけで導

入できてしまう、いわゆる先にチャージをする電子

決済ということでさせていただきました。 

 次の段階で、商工会とも連携しながら、完全な電

子決済の導入に向けてさらに協議を進めていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） １４１ページ、９番、観光

諸行事負担費ということで、その中の、特にラベン

ダーフェスタに関してお伺いいたします。 

 成果報告書を見ますと、コロナの緩みであった

り、イベントの様態、形態からすると感染のリスク

も少ないだろうというところから、入り込みが物す

ごく増えているというところで、メディアに取り上

げられたりというところも効果としてあったかと思

いますけれども、すばらしい成果だと思って見てお

りました。 

 もう令和５年度が終わっているので、一旦頭から

外した状態でお聞きしますけれども、予算特別委員

会において、商業的に成立させるというのが夜の時

間帯、１時間半ぐらいの時間帯なので、かなり難し

いというところで、なかなか夜の時間帯にもっと稼

げるようなことはどうですかというところとして

は、難しいという答弁もあったかと思っております

けれども、総じて入り込みが増えたということで

あったりとか、そういった商業的なこととかの可能

性だったりとか、令和４年度のラベンダーフェスタ

の総括的な評価といいますか、そういった点をお伺

いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番佐藤委員の

御質問にお答えいたします。 

 令和４年、今お話ありましたとおり、今年のよう

な完全なスタイルではなかったにしろ、ライトアッ

プ期間をかなり延ばして、ロングランでやってみる

ということに取り組ませていただきました。 

 その中で、やはり今おっしゃったとおり、どうし

ても夏の一番夜の短い期間でのライトアップになり

ますことから、光ってきれいだと見てもらえるのは

１時間半から２時間ぐらいの中で、商業者にここで

出店していただくためにはどうすればいいのだろう

というところも含めて検討させていただきました。

やはり短いスパンでは、１日２時間しか営業できな

いのに、例えば１週間で出店してくださいといって

もなかなか難しいだろうというところまでに及びま

したので、令和５年に続く話になってしまいますけ

れども、やはり一定期間、今回は、令和５年でいき

ますと、１日から１７日までやらせていただきまし

たが、３週間弱、２週間半といったところでのスパ

ンでやれば、今回、展望台付近に１台キッチント

レーラーを出店していただいて、展望台の中にも１

店、引き続き出店いただいたのですが、このスパン

であればそれなりの収益は見込まれるということで

お答えいただきましたので、令和５年は終わってい

ますけれども、次は、さらに広げていけたらという

ことで計画しております。 

 また、やはり昼間のイベントが一番、それと連動

させることが大きな目的でしたので、令和５年に関

しては、１日から１７日までのライトアップ期間

と、１６日、１日のイベント日ということで、併せ

てやらせていただきまして、資料どおりの大きな入

り込みの増数になったところでありますので、これ

を生かして、来年以降も考えていければと思ってお

ります。 



― 49 ― 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） 令和４年度の予特のとき

に、例えばライトアップという性質上、本来、花が

きれいに咲いているのに、物すごく構造物があっ

て、これって映えないよねというような考え方も

あったりして、刈り取った後にライトアップでもき

れいに見せることができるかもというような話も、

それで、本物の花のきれいさと、花はないのだけれ

ども、ライトアップで紫を当ててラベンダーを演出

するということも方策として模索する余地があるの

かなという議論もさせてもらったかと思うのです

が、その点、令和４年度において、そういった課題

感といいますか、話が出たのかどうか、お伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） １番佐藤委員の

御質問にお答えいたします。 

 ライトアップに関しては、実はエスコンフィール

ドのオープンイベントでライトアップを担当するよ

うな、北海道でも一流と言われる事業者が実は手が

けていただいておりました。その中で、ラベンダー

の株が満開の状態、またはまだつぼみの状態、枯れ

たとまでは言いませんけれども、少し色の落ちた状

態ということで、それぞれライトを当てたらどうい

うふうに見えるかという試験的なところも今回取り

組んでいただきまして、それに関しては、むしろラ

ベンダーが一番花盛りのときに紫を当てるというこ

とは、非常に色の構成上、そこにかぶせることが非

常に難しいですとか、そういった専門的なことも分

かってきまして、かえってつぼみのとき、黒ずんだ

ときにライトを当てるほうが夜のきれいさの演出の

可能性はあるというところも今回分かったところで

ありますので、それを踏まえて、今後のライトアッ

プ期間、時期ということは検討していきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） 今の答弁は、令和５年度を

基づいた答弁なのか、令和４年度に基づいた……、

（「４も５も」と呼ぶ者あり）分かりました。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １３８、１３９ページに携

わる広域観光事業の中でお伺いしたいのですが、富

良野・美瑛広域観光推進費に定額で１４０万円、

ずっと長い間出しているのですけれども、令和２

年、３年からずっとコロナが蔓延したことによっ

て、主に富良野・美瑛の一番、特筆でありますイン

バウンドの需要も大変落ちている中で、４年度につ

いては、負担金の中でどういった特色ある事業が

あったのか教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 今、御指摘のとおり、令和４年についてはかなり

インバウンドの落ち込みも、回復の兆しは見せたと

はいえ、まだまだ本チャンではないような状況で

あった中で、富良野・美瑛の取組としては、やや回

復の兆しがある中で、まだそれでも直接的な集客の

取組というのがフルでできないという中で、特に特

徴的だったのは、直接的な引き込みより、映像、メ

ディア配信を使った取組をちょっと広げていこう

と、当たり前の話なのですけれども、それを特に注

力してやっていこうという取組がありまして、プロ

の映像であったり、既存のテレビであったり、大手

マスメディアを使うものから、個人の動画であった

り、そういったものの配信のほうに少しシフトし

て、どういう効果があるか見てみようということ

で、個人のユーチューバーであったり、インフルエ

ンサーとまではいかなくても、それなりの拡散力の

ある人たちに、本当のインフルエンサーになるとな

かなか頼めないので、その次の段階の人たちに頼ん

で拡散してもらったらどうなるのだろうというよう

な実験的な取組として、インフルエンサーであった

り、マイクロインフルエンサーであったりといった

ところの拡散力を試すような委託事業もやっており

ました。特徴的な取組というところに限定すれば、

そういったような取組がなされておりました。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今に始まったことではない

のですけれども、どうしても富良野・美瑛の広域観

光だと、上富良野は素地は非常にいいものがあるの

ですけれども、ネームバリューで、お隣の美瑛の丘

だったり、青い何かであったり、隣町の何とか

ファームだったり、富良野のへその何かであったり

という、そういう映像ばかりがメディアで切り取ら

れて、また、雑誌でも切り取られて、よく見るとそ

の中には上富良野の映像も使われたりするのだけれ

ども、どうしても上富良野が消えてしまって、非常

にロケツアーとかロケサポあたりはダイレクトでう

ちの町のいいところをやっていて、先ほどユー

チューバーだったりインフルエンサーの人なんか

も、本当にピンポイントで上富良野のいいところ

を、メディアを使ったりＳＮＳを使って配信してい

ただいて、今後そういうところにシフトしていくほ

うが肝要ではないかと思うのですけれども。 
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 富良野・美瑛の定額が１４０万円というのは、こ

れは決まってしまっているものなのですか。隣町で

も払っているのは知っているのですけれども、何と

なく費用対効果を考えたときに、構成市町村の一

つ、足並みをそろえないわけではないです。余りに

も富良野・美瑛と、通称ふらびと呼ばれている中に

おいて、我が町が埋もれているのに、新たな方策が

出せないままずっと、コロナ禍を迎えてしまって、

また振り出しに戻っている感が否めないのですけれ

ども、この辺は、４年度の反省点というか、今後ど

ういう感じに持っていくか教えてほしいのです。４

年度の今言ったいろいろなものの反省を含めた。 

○委員長（岡本康裕君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 先ほど御説明しました、例えばインフルエンサー

の動画に関しても、今回に関しては、埋もれて、富

良野から美瑛までざっと撮って、上富良野がちょ

こっと写るというようなことがないように、今回に

関しましては、例えば上富良野をピンポイントに来

てもらって、例えば吹上温泉に入ってもらったり、

ヌッカクシ火口のほうに行ってもらったり、アク

ティビティとか温泉の魅力を紹介してもらうとか、

そういったところにしっかりと、ここだけどんと

撮ってくださいとしっかり会のほうにもオーダーを

出して取り組んでいただくといったものにしたり、

どうしても富良野と美瑛に囲まれてというところ

は、おっしゃるとおり長く抱えてきた課題ですの

で、そこにしっかりと注力した取組というふうにし

ているところでございます。 

 ただ一方で、負担金に関しましては、おっしゃっ

たとおりずっと定額ということになっておりまし

て、もともとは、入り込み数割ということで、団体

だと均等割があって、入り込み割があって、何かの

利用割があってということも多いのですけれども、

大分過去の入り込み数を参考に定額で決まったもの

が現在も適用されているという状況にありますの

で、そこから入り込みの各町の比率というのも多少

の変化はございますので、そういった面での見直し

というものは、会のほうにこれから求めていくこと

も可能かと思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 負担金に関してなのですけ

れども、実は油濃い歴史がありまして、１４年前か

な、平成２０年までは、富良野・美瑛の広域観光の

負担金をずっと上富良野、美瑛も全部払っていたの

ですけれども、どちらかというと音頭を取っていた

富良野市がこの事業を全部丸抱えで、事務所を持っ

て使っていたのです。ところが観光庁のほうから、

広域で使わないものに関しては、そういったベース

の補助は出しませんということで、それで沿線でや

るようになった経緯があるのです。私ちょうどその

とき事務局長だったから覚えているのですけれど

も、そのときに、まさにインバウンドのはしりだっ

たように、中国だったりとか東アジアのほうにいろ

いろ開拓していきましょうというところで、かなり

あのときはこの沿線、足並みをそろえた事業をやっ

ていたのです。ところがまたいつの間にか、近隣の

有名なところのほうが大きな予算を取るようになっ

てきてしまって、上富良野が少し埋もれてきている

ことがあるのです。 

 だから、せっかく不文律が云々ということではな

いのですけれども、我々も同じ観光の、広域観光は

とても大事なことですから、世界から見たら一つの

エリアというか。ぜひそこで、きら星ではないです

けれども、そういったものを、上富良野のいいもの

を、今、主幹がおっしゃったように温泉だったりと

か山だったりとか、食べ物だったり、そういうのを

どんどんやっていかなければならないと思うのです

けれども、４年度、今言った以外には何かあります

か。ピンポイントで町の映像をつくったという、富

良野・美瑛の事業のもので、それ以外で何か取り組

んだことは特にないのですか、４年度は。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ５番金子委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 主立ったものとして、浦島主幹のほうから説明さ

せていただきました。あと、既存にあった事業で、

自転車の関係とか広域でやっているコースですと

か、そういうものも管理費といいますか、その中で

実質やったことはございます。 

 ４年度はちょうどコロナも明けて、これからとい

うような、私も初めてだったのですけれども、そう

いう雰囲気だったのは、間違いなくそう思っており

ます。その中で何かできるかということで、今言っ

たユーチューブを使った温泉だとか、サウナがあり

ましたので、サウナ巡りなのとか、そういうのを沿

線でやる形でやっていました。 

 今、金子委員おっしゃったように、沿線での観光

というのは大変重要なものになっていると思いま

す。４年度については、こういう形で終わったので

すけれども、今後においても沿線できるもの、沿線

で広めていくものも協力していきながら進めていき

たいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。 
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 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １４１ページの観光諸行事

負担という形になっております。それぞれ道、団体

を含めて行事が進められている形になっておりま

す。ラベンダーフェスタや北の大文字から雪まつり

という形になっておりますが、町民の声として、大

変失礼ですが、今年度のラベンダーフェスタも含め

て、声を紹介したいと思うのです。 

 花火が上がったけれども、すぐ終わってしまった

と。２日間にわたってという形であります。あとは

イベント、いろいろなキャラクターだとか、有名な

方かどうか分かりませんけれども、方を呼んでス

テージに立ってでいろいろなことをしていただくと

いう話もあったのだけれども、待っていて次の方が

出てくるのかと思ったらなかなか出てこなかったと

いう、小さな話なのですけれども、そのぐらいに上

富良野町に期待している人がいるのです。やはり花

火の打ち上げ方についても、上がったか上がらない

か分からないと。それと、ステージの時間配分につ

いても防災無線で言ったけれども、広報などでも知

らせはあったけれども、詳細の時間の配分が分から

なかったという方がたくさんいらっしゃるのです。 

 そういったところから、町の活気について町民の

方の印象として深く、どう思っているのか聞いて歩

いたのですけれども、そういうものも含めて、町の

活気のなさを挙げる人が非常に多いという状況に

なっているのです。 

 ですから、いろいろと財政問題もあったにして

も、こういった部分の諸行事に対する、多くの人に

来てもらうような工夫というのをそれぞれされてお

りますけれども、もっと工夫が必要ではないかと感

じましたが、この点、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番米澤委員

の御質問にお答えします。 

 イベントの中身の話になるのかと思っておりま

す。当日いろいろなＰＲ大使の方ですとか、元野球

選手のインタビューとかもありまして、最後、花火

の打ち上げもあって、上の方でイベントのほうを開

催させていただきました。その周知の仕方というの

がなかなか、皆さんに伝えるのがなかなかうまくい

かなかったのかというのは、少し反省をしなければ

ならないかと、５年度の事業のお話になるかと思う

のですけれども、それについては反省し、来年度以

降、周知の方法とか、また、花火についても、かな

り渋滞も起きましたし、その方法についても、違う

日にするとか、実行委員会組織でやっていますの

で、その中でいろいろと検討していきたいと考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 観光全般についてお伺いし

たいのですが、誘客の在り方という形で、いろいろ

この間、地方の動きを見ていましたら、サミットを

開催するだとか、そういう中で観光客を誘導するだ

とか、かみふるだとか、いろいろな行事もやられて

おります。もっと観光客を外部から誘導するような

企画設定という点で、一生懸命されているのです

よ、していないとは言っていません。ただ、そう

いった中で、もっと見る視点を変えながら誘客の在

り方も含めてやる必要があるのではないのかと思っ

ております。同僚の議員も言いましたが、すばらし

いロケーション、観光があったりしていますので、

そういったものを生かしたまちづくりというのを

もっと積極的にやらなければならないと思っており

ます。 

 町長、この点、非常にいろいろと地域を回って感

じていらっしゃると思うのですけれども、町長自身

の中で、もうちょっとこの点は押し出すべきではな

いかと、この点はちょっとまずいかなというよう

な、自己評価というのがあると思うのですが、そこ

ら辺は、観光誘客等に町の自然を生かした取組とい

うのはどういうふうにお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 観光の誘客については、コロナの後半の頃から、

去年の暮れぐらいからになりますか、ゴールデン

ウィークにコロナの行動制限がなくなったわけです

けれども、そのあたりからお客さんは増えて、もち

ろん十勝岳を含めた大自然、ラベンダーもそうで

す。非常に宝であって。入り込みは結構来ておりま

す。それをやはり地域経済に結びつけるにはどうし

たらいいかというと、お金を使ってもらう、消費し

てもらうということが非常に重要だと、通過型で、

極端な話、ジュースを買うより、家族や友人なんか

と来てもらって食事をしてもらうだけで大分違いま

すし、泊まってもらえれば、もっと地元の経済に、

同じ入り込みでも、経済の行動パターンを宿泊まで

結びつけば相当町の中にお金が流れると、経済効果

があります。 

 それには、イベントももちろん重要です。そこで

集客、誘客を一生懸命するのですが、そこで、地元

の経済団体、農協、商工会、観光協会も含めて、町

でどういうふうにお金を消費してもらうか、泊まっ

てもらうかということを十分に今後においても、皆

さんと意見交換、情報、どういうことができるのか
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等を含めたいろいろ考えていくことが地域経済の活

性化につながるだろうと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで５款労

働費、７款商工費の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） それでは、おそろいです

ので、委員会を再開させていただきます。 

 次に、８款土木費の１４２ページから１５３ペー

ジまでの質疑を行います。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １５３ページの公営住宅の

件についてお伺いいたします。 

 公営住宅の修繕というのは逐次、維持管理を含め

て管理されている状況が見受けられます。 

 そこで、西町の公営住宅の古いほうについてお伺

いいたします。水洗化ができていない地域がありま

す。そのところについては、将来は移動してもらっ

て、そこは使用しないようなところに持っていきた

い。ただ、本人の同意があるか、ないかが前提なの

だけれども、相当時間がかかるという状況が見受け

られます。 

 公営住宅の入居管理については、公営住宅法の中

にも、安全で使いやすいということが前提になって

いるかと思いますが、この点を考えたら、水洗化と

いうのは、今後、公営住宅の利用がどうなるか分か

りませんけれども、今すぐ全ての方が退去するわけ

ではないわけで、そのことを考えたときに、整備も

必要ではないかと思いますが、この点、お伺いいた

します。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 委員おっしゃられているのは、今現在、計画に

なっている西町の政策空き家とする部分の公営住宅

のことだと思いますけれども、基本的には、こちら

のほうで西町の政策空き家の敷地につきましては、

まだ現存する西町のほうの公園住宅に基本的には

移っていただきたいということでこちらでも対応し

ておりますが、いかんせん、今まで住み続けた家が

いいということで、お金をもらってもなかなか移る

のは厳しいというのも現状であります。 

 同じように、強制的に私たちがどうしても移って

くれと言って、家の引っ越しのものを出してやると

いうわけにもいきませんので、基本的には、本人の

御意向に沿った上で引っ越しをいただくということ

を原則にしておりますが、西町の古いほうの政策空

き家の部分につきましては、今後、終了後は取り壊

すということになっておりますので、水洗化の意思

はないということで、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 ただ、生活に絶対必要な水道とか、そういう部分

の修繕に関しましては、その都度対応していきたい

と考えておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ぜひ今後は、水洗化につい

ては、そのほかについては対応するということであ

りますが、やはり水洗化も含めた対応というのが前

提になければならないのだと思います。ほかはなっ

ているけれども、西町の一部だけが整備されていな

いというのは、余りにもひどい話ではないかと思い

ます。それでは、いつまでにあれを壊すか、空き家

にするのかということも、今、現時点では明確では

ないわけですから、そのことを考えたら、やはり入

居されている方が少しでも利便性を感じるような対

策というのがあってもしかるべきだと思いますが、

この点、古いからそのままということでは、一部だ

け修繕するのではなくて、全てを対象にすべきでは

ないかと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 現在の計画上では、取り壊し予定は１０年、１１

年の２か年を現在予定しております。それまでに

移っていただけるように、こちらのほうも鋭意努力

してまいりますので、御理解いただきたいと思いま

す。決して、そこに住んでいるから、出るときは公

営住宅を空けないということではございません。優

先的に公営住宅に移っていただく、そして、一番近

い西町の公営住宅を御希望されれば、西町の公営住

宅のほうに入居していただく。どこでもいいという

ことであれば、御希望のところに移っていただくと

いうことで対応していきたいと考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 通り一遍のことを言わない

で、ぜひ改善に向けていただきたいと思っておりま

す。 

 それで、工事請負費の中で、宮町団地等の屋根の

外壁改修も既にされております。公営住宅を見てい

ましたら、非常に劣化で、修繕されなければならな

いところが非常に多く見受けられます。今後、宮町
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団地等の屋根、外壁等の改修が終わった段階で、次

に屋根、外壁等の改修というのは、西町の右側の比

較的新しい施設も屋根が水漏れするとか、いろいろ

な状況が聞かれますが、そういったところの改修と

いうのはいつぐらいがめどになっているのでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 現計画では、宮町の次は東町ということになって

おりますが、そちらのほうは、西町の老朽化という

か、修繕が必要だということで、順番を入れ替え

て、来年、西町を予定しております。その後、終了

後に東町を予定しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １４４、１４５ページの道

路維持に関わるところでございます。 

 委託料ということで、令和４年度は大雪が降った

ので、２億７,１１５万円ということになって、一

般質問で話させていただいたのですけれども、冬期

間の除排雪だけでも、当初予算を大きく超えてし

まって補正を組んでいる状態であります。このこと

によって、請負業者にしても迅速に出動することが

難しかったと聞いているのですが、この点は、町と

してはどのように捉えていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ５番金子委員の冬

期間の除雪の委託料についての御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 確かに委員御指摘のとおり、当初予算に比べてか

なりの額の増額になっておりますが、業者がそれに

よって出動を遠慮するというか、お金もなさそうだ

から出ないでおこうかというような作業は起きてい

ないと存じております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 潤沢な予算があればもっと

まめなカット排雪だったりとか、そういったものは

できるということも現場で伺っていたのですけれど

も、これについては一般質問でも聞かせていただき

ましたけれども、やはりどうしても予算ベースで

あって、決算ベースではやらないということなので

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ５番金子委員の潤

沢な予算があればという御質問でございますけれど

も、やはりこちらといたしましても、仮にあった場

合、委託契約を結びますので、そこで手の内ではな

いですけれども、これだけあるからという気持ち

も、正直出るのかという考えもあります。ですか

ら、最初の経費、予算において、別に出し惜しみす

るわけではないので、打合せをしながら必要な予算

の確保を行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） １４７ページ中段、河川管

理費の中の樋門・樋管操作管理についてお伺いいた

します。 

 担当課長にお伺いいたしましたら、委託料という

ことで、町内の事業者に管理委託しているというこ

とでお伺いしておりますけれども、この御時世なの

で、課長に聞きますと、操作をした記憶がないとい

いますか、稼働させるような災害級のことが起きた

ことがないということで、そちらもお伺いしたので

すが、町として、行政として万が一のために、それ

らの樋門・樋管が正しく作動するかどうかというの

は、行政としてもチェックしているのかどうか、お

伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １番佐藤委員の樋

門・樋管の動作確認の件に関してお答えいたしま

す。 

 町のほうで道のほうから委託費を頂いて、再委託

ということで、事務費を除いた額で地元の会社に管

理のほうをお願いしているところでございます。全

部で、道河川３８基、富良野川だとかヌッカクシ、

ベベルイ等の河川で３８基の契約を結んでいるとこ

ろです。 

 町のほうとしての確認といたしましては、年間５

回を義務づけておりまして、その中で、１基１基、

動くのか、油が切れていないのかという動作確認

は、書類をもって提出していただいて確認している

ところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） 確認なのですが、書類を

もって確認ということで、職員の方が確認に行くと

いうことはしていないという理解でよろしいでしょ

うか。お願いします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １番佐藤委員の確

認行為の御質問でございますけれども、できれば職

員のほうで同行するなりして確認を行えばいいので

すけれども、業者に委託しているということもあり

まして、全部、何月何日、誰の誰べいがこういう動

作確認しましたというチェックリストをもって確認
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行為に代えさせていただいているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） 業者にお願いしている以

上、信用するというのが当然のことかと思いますけ

れども、ちなみに、３８基あるということで、成果

報告書でも確認させていただいておりましたが、遠

隔操作できるものが中にあるのか、また、こちらの

操作規則等が整備されているのか、併せてお伺いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） １番佐藤委員の操

作マニュアル等についてなのですけれども、北海道

のほうからお示しされている委託業務要領の中に、

こういう感じの作業確認だとか、あとは、本当に動

かすときの行為についても、たしか要領の中に入っ

ていますので、ただ、本当に動かすというときは、

５６年災ぐらいのあのときでないと、そういう指示

を受けて出すということはなかろうかと思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １４７ページの河川管理に

ついてお伺いいたします。 

 道河川だとか国の河川というのは、意外と補助等

がついて、河川改修も比較的順調にいくという形が

見受けられます。例えば町河川の場合、山花川だと

かの河川等があります。今回の大雨等に至って、他

にもいろいろあるのですが、一つの例ですが、いわ

ゆる土のうを積んだりだとか、水があふれないよう

な対策を取るということで非常に御苦労なさってい

るということが見受けられます。 

 そこで、お伺いしたいのですが、現状の町河川を

改修するということになれば、今の豪雨に対応でき

るような河川改修の現状というのはどのようになっ

ているのか。単独補助ですから、当然起債だとかを

借りなければ、なかなか思うに任せないという状況

があると思いますので、これらを今後進めるとすれ

ば、補助の在り方そのものも見直して、豪雨に対す

る河川改修の在り方も変えていかなければならな

い、そういう現状が見受けられるのですが、担当者

として、この点どのようにお考えでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ４番米澤委員の河

川改修に絡む整備予算の確保等についての御質問に

お答えさせていただきます。 

 確かに今回の大雨等は局部的で、災害復旧事業の

下でできるメニューもございます。ただ、今年補正

させていただいた中でも、そこに該当する箇所とい

うのはございませんでした。 

 今、委員発言のとおり、河川整備の現状なのです

けれども、普通河川におきましては、国の補助とい

うものがない状況でございます。今回ここに載せさ

せていただいている、令和４年の普通河川整備とい

うことで１,５００万円ほど載せさせていただいて

いますけれども、これは、２河川におきまして、概

要が成果報告のほうに載っておりますけれども、大

した長い、延長の整備事業ではございません。 

 この事業に関しましても、起債対象ということ

で、１００％起債をお借りしての事業ですから、こ

こで１億円でも２億円でも借りられれば幾らでもで

きるのですけれども、返さないといけないというこ

ともあり、限られた予算の中での河川整備となって

おります。できれば国、道において、普通河川にお

いての補助だとか、そういうメニューがあれば本当

に助かるところだと思っておりますので、これから

そういう補助事業が出ることを期待しているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 町長もそういった点で、担

当の方から聞いて、いろいろ要望・陳情には行かれ

ていると思いますが、やはりこういった部分で、今

の自然災害ということが地域の暮らしをも脅かすと

いう状況になっているわけですから、積極的にこう

いった部分に対する補助の在り方、国の支援の在り

方というのを見直すように、さらに積極的に働きか

ける必要があると思いますが、考えについてお伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 委員おっしゃるとおり、積極的に働きかけていき

たいと考えておりますし、課長からも説明ありまし

たが、なかなか普通河川においては補助とかがなく

て、本当に厳しい状況でやっておりますので、その

辺の実情を道、国に訴えていく。特に、温暖化の影

響なんかも、雨の降り方が非常に危険になってきた

昨今においては、さらに強く要望していかなければ

ならないのかと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １４４、１４５ページの町



― 55 ― 

道の舗装工事に関するところで、簡易舗装、全体的

な道路の工事に関連するのでお伺いしたいのですけ

れども、この間、以前に比べると大分路盤の整備も

進んだのかと思っているのですが、雪解けの時期に

なって、慢性的に凍上して、土のうを積んでいっと

きしのいでいる路線が多々あると思うのですけれど

も、令和４年度において改良したところ以外のとこ

ろで、大幅な凸凹になっていたところというのは何

か所ぐらいあったか押さえていらっしゃいますか。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ５番金子委員の雪

解け後の傷み状況でございます。箇所のほうは数

字、春先に成果が上がってきますので、戻れば出て

くると思うのですけれども、やはり古い路線がかな

りございますので、水道で補修したとかで、路盤構

成が変わったら、そこが必ず段差になる。土のうを

積む箇所も恐らく１００か所以上、大なり小なりあ

ると思っております。一番手っ取り早い、穴空きだ

とかは、簡易合剤というものがありますので、こち

らのパトロールと併せて、町内会、住民会、町民の

方から言われれば適宜補修対応している状況でござ

います。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） なかなか計画的に進められ

ているので、この路線が優先だ、あの路線が優先だ

ということはならないと思うのですけれども、少な

くとも通学路線であったり、そこに携わる支線のと

ころで、慢性的に側溝が斜めになっていたりとか、

いつも道路の路面が割れて大きな段差ができて、自

転車でがたんとなっているのをよく見受けるのです

けれども、そういったところというのは、町のほう

としての優先順位というのは、どういう位置づけで

直されているのかというのと、オーバーレイみたい

なものはされないのか、それも併せて……、優先順

位のほうだけ先にお伺いします。どういう優先順位

で簡易舗装のほうを直されているのか、お伺いしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ５番金子委員の道

路整備の計画、順番についての御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 その他、段差だとか簡単なものに関しましては、

パトロールと、先ほど申しましたように、ここ穴が

空いているとか段差があるという情報を下に、こち

らのほうで判断しながら、すぐできるものはすぐす

る。外注で、ちょっとお金のかかるものは、見積も

りだとか参考になるものを頂いて、指示を出してい

るところでございます。 

 道路の簡易舗装だとか改良舗装、郊外の道路だと

かは今回のメニューに載っています。これは一応、

道路等整備計画という職員でつくって、ここはひど

いとか、過去の要望等の回数だとか件数、春先の、

今言われたような土のうが、１００メートルの１路

線で３か所もあるという状況を確認した中で、今決

めたから１０年後まで変わらないではなく、その都

度を見直しをして、１年追い越す路線もあれば、ま

だここは大丈夫だと、先送りする路線もございま

す。そのような形で職員の目で見た中での順番決め

となっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、８款土木費の

質疑を終了いたします。 

 ここで、説明が交代しますので少々お待ちくださ

い。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） それでは、次に、９款教

育費の１５２ページから１８３ページまでの質疑に

入りますが、教育振興課長から情報提供ということ

であります。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（谷口裕二君） １点お知らせさせ

ていただきますけれども、先ほど熊の目撃情報が入

りまして、今現在、児童生徒の下校時刻と重なって

いる関係もありまして、現在、学校教育班、学校関

係で安全対策の関係を今調整させていただいている

ところでございまして、その関係もございまして、

説明員の１人、学校教育班主幹が遅れての出席とな

りますので、その分、御了承いただければと思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） それでは、続いて質疑に

入ります。９款です。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １８１ページのＢ＆Ｇ海洋

センターについてお伺いいたします。 

 ここの上屋、シートも含めてなのですが、取り付

けという形で、今、計画的にＢ＆Ｇのほうにも予算

予防しているということでありますが、トイレの洋

式改修、そういったものも将来的には必要な部分に

なっているのだろうと思いますが、この点、お伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（村上弘記君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 昨年の決算委員会でも聞かれたかと思います。男

子トイレが１か所と女子トイレが２か所、それぞれ

トイレがございまして、今年、どういう形ができる
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かということで、一度業者のほうに確認をしていた

だいておりまして、少し配管ですとか、更衣室と一

緒にくっついてありますので、最小限のスペースと

いうこともございますから、手洗いだとかシャワー

の部分のスペースも勘案しながら、ブースも考えた

りとか、いろいろと複合的に考えるということもご

ざいますので、そういったところを業者の助言をい

ただきながら、予算のほうに反映していければと考

えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） こういう相談がありまし

て、その方は、父子家庭という形の相談でした。母

子家庭もあるかもしれません。女の子がいて、着替

えで女性の更衣室に入らなければならないという状

況があります。そういう状況なので、今まで知って

いる親に頼んでしていたけれども、何回もやるのは

本当に厳しいのだというような話です。やはりそう

いう人たちがいつでも気軽に更衣室でも利用できる

ように、環境をもっと整備する必要があると思いま

すが、現状も含めて、そういうものに対する対応と

いうのは、今後、可能なのかどうなのか、お伺いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ４番米澤委員の

プールの関係の御質問にお答えさせていただきたい

と思います。 

 現在、委員御質問のプールの着替えの関係です。

お子様と親御様の関係で、それぞれ別々で入ってい

かなければならないというケースがあるというのを

お聞きしておりまして、そういうケースの場合につ

きましては、プールの中のシャワーを使うブースが

ございまして、そこの部分をうまく活用していただ

くようなことで、女子のほうから入っていただくよ

うな形が取れるかということで話をしておりまし

て、そういう相談があれば、Ｂ＆Ｇの受付のときに

は、そういった取扱いができるようにお話しさせて

いただくこととしておりますので、現状としては、

そのような運用で対処していきたいと考えておりま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） いろいろな方がいらっしゃ

いまして、かなり手狭だということもあるかと思い

ますので、そういう中でも安心して利用できるよう

な環境づくりをぜひ分かりやすく、改善するのであ

れば表示もしていただきたいと思っております。 

 次にお伺いしたいのは、１８３ページの学校給食

センターの整備等の関連について、全般についてお

伺いいたします。 

 ここでお伺いしたいのは、学校給食センターを運

営する上で、町の職員と会計任用職員の方が調理を

進めて、また、道から派遣されている管理栄養士が

調理等も、全般を見ているという形になっておりま

す。 

 そこで、こういう問題が分かりました。いろいろ

調べていきますと、パワハラに当たるかどうか分か

りません。管理栄養士が、職員の管理は、当然行政

側ですから、それを越えて、あなたは将来的にはこ

こで勤めることはできないようなニュアンスで言わ

れたというような話が出てきております。そういう

中で、嫌気を差したという方もいるということが分

かりました。もしも仮にそういうことが実態として

あるということであれば問題だと思いますが、そう

いうようなことがあったという話というのは、教育

委員会のほうでは整理されておりますか、受けてお

りますか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ４番米澤委員の給

食センターに関わります御質問のほうにお答えさせ

ていただきます。 

 今、委員御質問の内容等につきましては、今現

在、教育委員会、給食センターとしても承知してい

ないところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 把握していないということ

であれば、そういう状況があるのかどうなのかを含

めて、何らかの調査をしていただけますか。 

○委員長（岡本康裕君） 米澤委員、決算なので、

ひとつよろしくお願いいたします。 

 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ４番米澤委員の給

食センターに関わります御質問にお答えしたいと思

います。 

 給食センターとしましても、職員の状況等につい

ては確認してまいりたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ぜひそこら辺も含めて対応

していただきたい。 

 次にお伺いしたいのは、学校給食センターの調理

員というのは、多くは会計任用職員だと思っており

ます。パートも含めてですが。そうしますと、狭い

中で相当なストレスをためて仕事をせざるを得ない

と。現行の基準でいけば、完全にあそこは罰っせざ

るを得ないというような状況になっておりますが、

旧センターですから、何とかやりくりしながらやっ

ていると思います。 

 そこでお伺いしたいのは、職員の処遇も含めた、

募集してもなかなか集まらないという環境もありま
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すが、そこら辺はどのようになっておりますか。何

名いて、どうなっているのか。 

○委員長（岡本康裕君） 少し広域連合の部分も関

わりながらの話にもなりますが。 

 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ４番米澤委員の給

食センターの職員関係の御質問にお答えさせていた

だきます。 

 現在、調理員の関係につきましては、会計年度任

用職員の身分の形で任用という形をとらせていただ

きまして、現状、１１名の方に勤務いただいている

ところでございまして、委員が御質問のとおり、定

員的には不足している関係もあって、今、募集等も

進めているところでございまして、応募等もなかな

かない状況もございましたので、今回、１０月から

一部賃金単価の見直し等もさせていただく中で、処

遇改善という部分で、引き続き募集を進めていくこ

とで取り進めているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そういうものも含めて、

しっかりとした正職員か、全体を見回せるような、

管理できる職員の配置というのが必要だと思うので

すが、この点はどうですか。 

○委員長（岡本康裕君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ４番米澤委員の給

食センターの職員の配置関係に御質問にお答えさせ

ていただきたいと思います。 

 現状におきましては、管理栄養士を含めた道職員

の身分の部分で１名の配置という中で、それについ

ては、会計年度任用職員の資格者も含めて任用し

て、調理に従事いただいておりますので、この部分

については、引き続きそのような形で継続してまい

りたいと考えております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 前段の広域での質問なので

すが、自賄いということでやっている部分もありま

すので、リンクしている部分があるのです。そう

いった点で、質問することが大事だと思っておりま

す。そういうことも含めて、今後、給食センターの

維持というのは、町長にお伺いいたしますが、いつ

までこういう現状で、修理しながら持続的にあれを

現状のまま運営しようとされているのか、お伺いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 大変委員御心配されているとおり、老朽化の進ん

だ施設でございます。そういったことも含めて、今

年度、広域連合の教育の計画やなんかもちょうど見

直す年になっております。 

 当初想定しているような、１か所に全部集約する

ということも、まだまだ児童数の問題と、提供でき

る食数の関係、それから、さきに町長もちょっとお

話ししましたけれども、食中毒などのリスク分散の

問題、そういったものも含めて広域全体で話し合わ

なければならないことですけれども、今のところそ

ういった部分の方向性が見えないことから、当面は

今の給食センターで自賄い方式を維持しながらやっ

ていかなければならないものと考えております。 

 そういったことからも、１８３ページの施設整備

費につきましては、自賄いですから我々のほうでや

ることになりますけれども、そういった部分でも、

できるだけ修繕等を行いながら、働く方の環境をよ

くしていくのかも含めて、そういった部分を検討・

研究しながら、結構施設が古いために、保健所のほ

うの指摘事項もございますので、そういったものも

改善していきながら進めてまいりたいと思っており

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございますでしょう

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで９款教

育費の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、１０款公債費の１

８２ページから１２款予備費１８５ページまで、一

括して質疑を行います。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 先ほども言いましたが、職

員の配置問題であります。採用はなるべく、どうい

う方針から出てくるかというと、行政財政計画の中

に、職員定数は抑えるということの話が明記されて

おります。そういうことになれば、当然今の職員定

数、あるいは再任用しながら、なるべく給与費につ

いては抑えようという前提なのかと思いますが、し

かし、こういうことも含めて、きっちりと職場環境

が改善できるような、そういった政策も考えなけれ

ばなりません。今の住民が求めるものは、より細か

くなってきているのです。福祉でも公共投資でも、

この細かい部分を充実していくためには、一定数の

職員配置が必要だと思うのです、観光にしても。 

 そういった場合に、上富良野町の職員定数の見方

というのは、十分それに対応できないのではないか

と思いますが、この点、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいまの４番米澤委
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員の職員配置の関係の御質問にお答えいたします。 

 現状、定数条例というのがありまして、現行の定

数条例は１９８名となっております。 

 現況だけお知らせしたいと思いますが、それを受

けまして、実は令和２年から令和６年度までの職員

適正化計画というのがございます。それについて

は、令和６年度末で１９２人となってございます。 

 ただ、現況の職員数を見ますと、令和５年３月末

で１８２人と、適正化計画から見ると１０人ほど少

なくなっている状況にございます。これについて

は、なるべく募集して埋めなければならないような

ことで、今、随時募集していますけれども、なかな

か職員の採用には至っていないというのが現況でご

ざいます。 

 また、職員適正化計画につきましては、令和２年

につくったものなので、当時は定年延長制度はな

かったですし、昨今、途中退職者が増えたり、また

制度が変わって、特に専門職の配置が義務づけられ

ている部署が、例えば教育支援センターができた

り、子ども関係の部分とか、障害関係の部分とかで

専門職が義務づけられている部署が出てきたことか

ら、職員適正化計画を今年度から来年度にかけて見

直して、適正な職員数を今、把握している状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） それこそそれぞれの部署に

よって、本当に必要な人員が不足しているというこ

ともあります。 

 併せてお伺いしたいのですが、近年、それぞれ事

情があって退職される職員もいます。同時に、聞い

ていましたら、今の体制の中ではなかなか仕事がし

づらいという、それぞれ力の差がありますから、そ

れはそれとしても、ただ、そういう声があります。 

 そういうことを考えたときに、現行のスタッフ

制、もしくは前の部制なのか課制なのか分かりませ

んが、そういう形の中で順次、今はいきなり主幹に

上がって、責任を持たされるという形になります。

前の制度でしたら、やはり係長を置いて、課長補

佐、課長という形で、責任が順次……、そこで仕事

も学んで、部下の掌握も学べるという環境にあった

かと思います。 

 そういうものも含めて、職員の働きやすい環境づ

くりと併せて、住民にもサービスが提供できるよう

な環境づくりをしていかないと、さらに職員の士気

が低下するということも考えられるのではないかと

思いますが、この点は、町長、どのようにお考えで

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 先ほど２款のときにもちょっと話かけましたけれ

ども、令和４年のときから専門の担当課長も設置し

ました。その背景には、委員も御心配されていると

おり、まず、全体の人数が、総務課長から報告が

あったとおり足りなくなっていると。それから、行

革のときに採用控えをしたものですから、その辺の

年代が薄い、もしくは全くいないような年代がある

と。そういったことから、委員御指摘のとおり、今

あるスタッフ制を維持しながら何かやるのか、それ

とも違う方法を取るのか、部とか課とかいろいろな

ものがございます。そういったものも含めて、先ほ

ど委員の御指摘ありました、少しずつ責任を負いな

がら、管理職への学習を、仕事をしながら学習でき

るような環境を整えるとか、そういったことを今、

まさに令和４年からやっていただいております。担

当課長を核にして、プロジェクト会議を開いて、特

に、我々のような年配ではなく、いわゆるスタッフ

と言われるような方々、主査のような方々の御意見

を取り入れられるようなプロジェクト会議を設置し

ているところでございますので、そういった若い

方々の意見がどういうふうに出てくるのかというの

は、まだこれからでしょうけれども、そういった部

分で、１年前、令和４年からいろいろとアンケート

調査を行ったり、そういったものに取り組んでいる

ということで、御理解をいただきたいと思っており

ます。今回、委員に御指摘いただいた事項について

は、そういったプロジェクトの中で検討されている

部分が含まれていますので、御理解を賜りたいと思

います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ぜひ職場環境も含めて、住

民との関わりで重要な役場の役割ですから、今後い

ろいろな形で対応していただきたいと思います。 

 それで、次に、このページの公債費等の事業が、

これから病院もしくはいろいろな事業が新規に導入

されてきます。また同時に、老朽化する施設が出て

きます。今申し上げましたが、クリーンセンターも

しかりです。公民館もしかりです。役場もそうです

し、給食センターもそうです。 

 ただ、私はその中で、過疎債があるからといって

潤沢に財源が確保できるものでもありません。何よ

りも、こういったものも含めて、長寿命化、それぞ

れ老朽化した施設をどういうふうに新しくするの

か、きちっとした計画をつくることが大事だと思い

ます。 

 今の計画を見ていますと、延命させるための計画

が中心であるような気がします。これだけ人口減少
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も含めて、老朽化する施設がどんどん増えるという

状況、また、途中で思いがけない修理、修繕が出て

くるということになれば、きちんとした、公の施設

を管理する計画というものをより一層明確にしなけ

ればならないと思っております。 

 この点、町長自身は、現状を踏まえて、僕はまだ

足りないと思うのです、そういった計画づくりが、

しっかりとしたものがないと思っておりますが、町

長は、この点どのようにお考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ４番米澤委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 先ほど若干どなたかの質問にもお答えしたのです

けれども、個別の公共施設の管理計画というのをつ

くらせていただいております。基本的には、施設を

維持した中で、統廃合できるものは統廃合して、あ

るべき姿を現した計画になっておりますし、全公共

施設についての個別の計画も書いてあります。その

ようなことから、基本的には維持管理しながら、統

合できるものは統合して、廃止できるものは廃止す

るような計画となっておりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そういうものは、いつまで

にどうするのかというところまで明記されています

か、されていないですよね。 

○委員長（岡本康裕君） 財政管理班主幹、答弁。 

○財政管理班主幹（上村正人君） ４番米澤委員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 関連の回答になりますけれども、明確にいつまで

にどうするような書き方はされていません。構成と

しては、今その施設がどういった状況にあるのかと

いうのが、まずしっかりと把握するということで文

章化されています。その状況をどのような形で維持

していくために改善していきますという形の書き方

でしかありません。それが３年スパンで明記させて

いただいているところです。 

 先ほど総務課長のほうからもお話ありましたが、

大前提として、ストックマネジメントというか、先

ほど委員もお話ありましたが、長寿命化、あるもの

をまずは維持し、そして長く使っていくということ

が大前提で今、公共施設は動かさせていただいてい

るところでありますので、一応その方針に沿った形

で今後もやっていくと。そして、総合計画の実施計

画に織り込んだ形もので、財政的な部分ともリンク

した形にしていきたいという形で進んでいるところ

です。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） いずれにしても、長寿命化

という形の中で延命させるということが基本になっ

ているわけで、これだけ施設が老朽化してきて、耐

震化もどうのこうのということの中ですから、どこ

をさらに優先的に改築、建て替えるのかということ

も含めて、長寿命化の中で位置づけられなければ駄

目ではないかと思うのです。財政のこともこれから

ありますし、そういうことも含めて、最後の質問と

させていただきます。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 特に、公債費の部分で、委員御心配のとおり、今

大変大きな公共工事をやっております。契約上、１

２か月ごとにまたきちんと事業費を見直して、工事

期間が長期にわたるものですから、そういったこと

から最終的な工事費というのは、物資、物価、人件

費等が、何でも上がっている中でどうなるかという

のは分からない状況です。 

 そういったことから、将来の公債費の負担を平準

化するために減債基金などに積み立てることも、議

会のお許しをいただいて、今年度も積んでいるとこ

ろでございますけれども、そういったものも事業費

が変わって、返済のピークがどの辺にくるのかとい

うのを見定めなければならないと思います。 

 さきの委員の御質問にもあったように、例えばク

リーンセンターは何年までもつのだということを計

画しても、今回の総合計画から、次、総合計画をつ

くるのか、総合戦略なのか私はまだ分かりませんけ

れども、そういった次の計画の中では、委員が心配

しているような、老朽化も著しくて、多分寿命が来

るだろうというものについては、一定程度起債する

ことが必要になってくると思いますし、そういった

中で人口が物すごく減っていく中では、今までやっ

ていた広域の枠組みをさらに広げて、大きな人口で

見なければならないとかという、自分のところだけ

でできるもの以外に、富良野圏域だとか上川管内と

かといったところで検討しなければならないことも

多分出てくるのではないかと、人口がどこの町も

減っていますので。そういったことも含めて、でき

るだけ早めに正確な、どの計画というのは今言えま

せんけれども、見通しが立てられるような努力は怠

らないように努めてまいりたいと思いますので、御

理解賜りたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございませんか。 

 ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） 今の関連なのですけれど

も、１８４ページ、１８５ページの給与費が３,０

００万円ほど減っているわけなのですけれども、多
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分、これから推測すると四、五人の方が辞められた

のかと思われるわけですけれども、定年退職者と中

途退職者とを合わせて何人ぐらい辞められて、令和

５年にはどれぐらい補充されたのか教えていただけ

ればと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 総務班主査、答弁。 

○総務班主査（小野正人君） ９番島田委員の質問

にお答えいたします。 

 令和４年度におきまして、中途退職された職員に

ついては４名、年度末日に退職された職員が１０名

ということになっております。 

 それで、令和４年度につきましては、１０名を当

初採用していると、中途採用としては２名の採用と

なっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで１０款

公債費、１１款給与費、１２款予備費の質疑を終了

いたします。 

 これをもって、一般会計の質疑を終了いたしま

す。 

 ６款は、先ほども申しましたとおり、明日に繰り

越しということで、申し訳ございません。満を持し

て質疑していただきたいと思います。 

 ということで、本日の日程は終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ４時１８分 散会  
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     令和５年９月２８日 

 

 

   決算特別委員長    岡 本 康 裕 
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午前 ９時０５分 開議  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） おはようございます。御

出席、誠に御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会３日目

を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の委員会日程については、さきにお配りしま

した日程のとおりの部分とイレギュラーの部分もご

ざいますので、先ほどの説明のとおりでございま

す。 

 昨日に引き続き、令和４年度上富良野町各会計歳

入歳出決算認定の特別会計より審議いたします。 

 最初に、国民健康保険特別会計全般の１８７ペー

ジから２１７ページまでの質疑を行います。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ２０９ページの高額療養費

について、若干の伸びでありますが、主な高額療養

費の伸びている要因等については、どういう疾患が

多いのか、その点お伺いいたしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智春君） ４番米澤委員の御

質問にお答えいたします。 

 現在のところ、高額療養費の要因に関しまして

は、悪性新生物、がんが１番となっております。恐

らく、治療が、最先端医療が増えてきたという部分

も含めて、高額療養費のほうが若干伸びているとい

うことになっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 町では、いろいろな健康予

防という形で進められております。それでもなおか

つ、やはり生身の体でありますから、いろいろと病

状が変化したりだとかするという状況にはなるとい

うふうに思います。そこでお伺いしたいのですが、

２１１ページの特定健診等について、現状では特定

健診の受診率というのは何％ぐらいになっているの

でしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり推進担当課

長、答弁。 

○健康づくり推進担当課長（星野 章君） ４番米

澤委員の御質問にお答えします。 

 令和３年度で確定しているのですけれども、７

０.５％、令和４年、まだ確定はしていないのです

けれども、同じぐらいの数字にいくかなと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） それでは、全道平均で、ま

だ出ていない部分もあるかというふうに思います

が、どのような現状になっているでしょうか。国の

ほうから、この間、表彰もされたりだとかしており

ますので、全道平均等は上回っているのかなという

ふうに思いますが、併せて令和４年度についてお伺

いします。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり推進担当課

長、答弁。 

○健康づくり推進担当課長（星野 章君） ４番米

澤委員の御質問にお答えします。 

 確定の団体しか分かりませんので、令和３年度で

お答えさせていただきます。 

 令和３年度で、順位のほうは、全道で第２位で

す。北海道の平均が２７.９％ですので、かなり高

い状態かなと思います。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 同じページの委託料等も含

めてなのですが、お伺いいたします。一次健診とい

う形で終わった後の二次審査でしょうか、という形

で、かなりいろいろな相談を受けながら、結果につ

いての公表等が実施されています。私も受けた後

も、公表だとか、どうだったかというのを聞いて、

改めて自分の生活の状況などを見返しながら、保健

師さんの指導を仰ぎながら、食べ物がどうだったか

とか、かなり不規則な生活をしているなという部分

も見受けられます。そういった点で、気づきを押し

てくれるので、非常にやはり指導というのは有意義

な部分があるというふうに思いますが、この特定健

診が終わった後の評価、２番目の評価、そういった

部分は大体何人くらい、そういった対象で来られて

いるのでしょうか。令和４年度。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり推進担当課

長、答弁。 

○健康づくり推進担当課長（星野 章君） ４番米

澤委員の御質問にお答えします。 

 健診結果終了後の保健指導対象者は、大体１,６

５８人ほどおります。そのうち、結果説明会のほう

に６６９人にいらしていただいて、直接面談しなが

ら、体の状態を知っていただくということをしてお

ります。これ以外の方に関しましては、訪問ですと

かで対応しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか。 

 ほか、ございますでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） １９６ページから１９７
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ページの国民健康保険税の滞納についてなのですけ

れども、滞納がなぜ発生するのか。あるいは、何年

も何年も累積されているものであるのか。今後どの

ようになるのかということで……。（「今後は駄目

です」と呼ぶ者あり） 

 どのようになっていますか。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下 次美君） ９番島田委員の滞

納に関しての御質問にお答えします。 

 まず、滞納する背景といたしましては、やはり国

民健康保険税ですので、社会保険料かかっていな

い、給料をもらっていても社会保険料に入れない

方、それは収入条件にもよるのですけれども、そう

いう方々がどうしても、また、離職したとか、そう

いう部分で一時的に払えなくなったというような部

分はあります。 

 また、納税相談に来られるのですけれども、どう

しても職がないという部分で、相談に来られて、そ

れで分納相談を受けるという場合もあるのですが、

どうしても相談を受けた後でも改善されないと。こ

れは、どうしても本人の努力だけではならないこと

もあるのですが、その部分でどうしても滞納がその

まま残ってしまうと。もちろん、滞納の処分をする

のですが、その部分で残っていってしまうという背

景もあります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） どうもありがとうございま

す。 

 累積についてはいかがなものでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 税務班主幹、答弁。 

○税務班主幹（宮下 次美君） 累積については、

どうしても滞納の部分は残ってしまいますので、そ

の部分については財産調査をし、滞納処分を行って

いくという流れであります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで国民健

康保険特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、後期高齢者医療特別会計全般の２２１ペー

ジから２３１ページまでの質疑を行います。 

 ４番米澤委員委員。 

○４番（米澤義英君） ２３５ページの委託料の後

期高齢者の健康診査という形になっておりまして、

これに併せてお伺いしたいのですが、令和４年度に

おいては、大体この審査、８１４人という形になっ

ておりますが、これは全道的に見て、どのぐらい上

富良野というのはなっているのか。恐らくこれも４

年度等はまだ未確定なのかどうか分かりませんが、

この点お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり推進担当課

長、答弁。 

○健康づくり推進担当課長（星野 章君） ４番米

澤委員の御質問にお答えします。 

 後期の健診に関しては、４年度確定しておりま

す。今、受診率のほうですが、広域連合のほうで出

していただいている数字になりますが、受診率のほ

うが４８.６％で、全道の中では４番目になりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 併せてこの中には、サルコ

ペニアの重症化予防という形の事業も進められてい

るという状況に思います。前年度は延べで２０８人

という形になっており、今回も７５歳で１８０名と

いうことになりまして、非常にこの点でも、やはり

筋力が年齢とともに低下するという形の中で、高め

る、あるいは維持する、そういったものが指導され

ているかと思いますが、その内容等についてお伺い

いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 健康づくり推進担当課

長、答弁。 

○健康づくり推進担当課長（星野 章君） ４番米

澤委員の御質問にお答えします。 

 サルコペニアのほうは７０歳、７５歳の方に御案

内させていただきまして、インボディーを通して、

まず筋肉量を測定します。そこでサルコ指数という

のがあるのですけれども、そのサルコペニアの指数

を出しまして、さらに、それに加えて筋力の低下が

ないかということで握力を測り、あと歩行の速度が

落ちていないかということで歩道の速度を測る、そ

れでサルコペニア該当の方ですとか、あと予備軍で

すとか、あと、ちょっと肥満が大きくて、下肢の筋

肉が足りないなという方に、栄養の面と運動の面と

両面から御指導をしているという形になります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんで

しょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで後期高

齢者医療特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、介護保険特別会計全般の２４１ページから

２６９ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ２６１ページの高額介護
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サービス費という形になっておりまして、年度料っ

て、ここは変わるわけですが、高額負担という形の

現状というのは、どういう重症化の中で、こういっ

たものが費用として計上されているのか、この点お

伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（飯村友香君） ４番米澤委員

の高額介護サービスの負担の関係の御質問にお答え

させていただきます。 

 こちら、高額サービス費の負担限度額ですけれど

も、所得の状況に応じまして、個人に負担していた

だく負担上限額のほう、月額のほうが決まってござ

います。一月の介護サービス、受給しました介護

サービス費が個々人の負担の上限月額を超えた場合

につきまして、その超えた分を負担するというよう

な中身になってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ２６１ページの住宅改修費

負担に携わるところで、若干の伸びがあるのですけ

れども、令和４年度は何件ぐらいあったのでしょう

か。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（飯村友香君） ５番金子委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 令和４年度住宅改修費でございますが、５０件申

請ありまして、負担をしているところでございま

す。内容といたしましては、住宅に手すりなどを付

けて歩行の補助を促すものや、段差の解消などをし

てバリヤフリー化というような形で在宅生活をス

ムーズに進められるような在宅改修の内容となって

おります。 

○委員長（岡本康裕君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ありがとうございます。 

 おおむね申請から施工までの期間というのは平均

するとどれぐらいか分かりますか。分からなければ

いいですけれども。 

○委員長（岡本康裕君） 生活支援担当主幹、答

弁。 

○生活支援担当主幹（加藤靖之君） ５番金子委員

の質問にお答えします。 

 申請から施工までの期間なのですけれども、申請

しますと、おおむね１か月以内に介護認定を出すこ

とになります。それと同時にケアマネージャーがど

ういった施工が必要かという理由書を書いて保険者

に提出して、認められれば業者と手配して実際の工

事に入るということで、１か月前後でほとんどの方

が施工終了します。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ２５９ページにかかわっ

て、介護サービス費の給付、いわゆる介護施設の指

導点検が自治体でできるというふうに思っておりま

すが、この点について、恐らく年１回くらいのもと

で各施設を周りながら適切な介護が行われているか

どうかということの指導点検がされているかという

ふうに思いますが、現状そういう状況の中でいろい

ろと改善点、指摘されなければならない問題等が

あったかどうか、この点お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 生活支援担当主幹、答

弁。 

○生活支援担当主幹（加藤靖之君） ４番米澤委員

の質問にお答えします。 

 各施設を周りながら指導点検等の指摘等は町でで

きるのかという御質問に対してですけれども、北海

道が指定している施設に関しては、基本北海道が実

地指導や監査などで指導します。ただ、毎月の給付

に関して、正しく適切に介護サービスを提供してい

るかというのは給付の中で確認をしております。中

に加算ですとか、減算費で変わるものもございます

し、そういった中では、町の関与というのは、そう

いった給付の面でしております。そうした中で、上

限ですとか、事故が多いときには事故改善のアドバ

イスなどを町のほうでしながら関与しております。

主に指定権限は北海道が多いですが、地域密着型と

いうグループホームや小規模多機能事業所について

は、町で指定権限持っていますので、そういったと

ころは直接、２年に１回、実地指導に入って助言等

しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ２６３ページの包括支援事

業全般について、ちょっとお伺いしたいところがあ

ります。 

 近年、介護計画の中にも、高齢世帯の中で互いが

介護をしなければならないというような状況の中

で、点検する内容、相談数も増えているという調査

結果も出ております。令和４年度においても、約

１,７００件という形で、虐待はありませんという

形の話も出て、権利擁護ではあります。この指導、

いわゆる相談件数の中に、特に全てがとても大事な

内容で相談されているかというふうに思いますが、

この特徴的なところでいけば、相談内容というのは
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どういうものが平均して多いのかお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 生活支援担当主幹、答

弁。 

○生活支援担当主幹（加藤靖之君） ４番米澤委員

の質問にお答えします。 

 相談内容につきましては、多い順から介護保険関

連について、実態把握について、３番目が医療関連

について、その次が認知症関連についてという順番

で相談件数が多いです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そうしますと、今後、高齢

化がどんどん進むという状況の中で、お互いがなか

なか看ることができないというような、そういう状

況なんかも相談の中には入っていないかもしれませ

んけれども、実際訪問だとかいろいろしたときに、

そういう状況というのは上富良野町で、他の自治体

で比較的話題になる点でもありますけれども、やは

り安心して誰もが暮らしたい、この町で過ごしたい

というのは共通の願いなので、そういったものとい

うのは上富良野町であるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活支援担当主幹、答

弁。 

○生活支援担当主幹（加藤靖之君） ４番米澤委員

の質問にお答えいたします。 

 お互い、今、老老介護ということで、在宅で御夫

婦がお互いもう６５歳過ぎた中での介護し合ってい

るという実態もございます。そういった場合に在宅

福祉サービスを使って、それぞれの通所や訪問サー

ビスを使いながら介護を受けて暮らしを成り立たせ

ているということもございますし、中では小規模多

機能事業所といいまして、世帯、御夫婦、一緒に利

用されている方もとても多いです。そういった方は

サービスを使いながら暮らしているのが現状です。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） いろいろと課題は多いのだ

というふうに思います。 

 次に、この点でお伺いしたいのは、ひきこもり、

閉じ籠もりというような現状が上富良野でも見受け

られるというふうに思いますが、この現状はどうで

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活支援担当主幹、答

弁。 

○生活支援担当主幹（加藤靖之君） ４番米澤委員

の質問にお答えします。 

 ひきこもり、閉じ籠もりに関しましては、特に高

齢者の閉じ籠もりが介護状態を悪くするのではない

かと言われておりまして、できる限りデイサービス

や、あるいは総合事業といって簡単な緩和型のデイ

サービスに参加を促して、そういった予防をしてお

ります。 

 高齢者以外のほうは、ちょっと承知していないの

ですが、そういった形で事業を展開しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そうしますと、この包括支

援事業というのは、やはり内容的にも相談内容もそ

の年によって相当変わってくるものだというふうに

思います。そういうことも含めて、この包括支援の

職員の方が相当な連携を取りながら、こういった地

域の人たちを支え、介護にあれば結びつける、もし

くはその前であればいろいろな介護予防に結びつけ

るという重要な支援を担っているところだというふ

うに思います。そういう意味で、いろいろと研修な

ども取り組みながら、その支援体制の在り方、相談

内容の対応の仕方等々、いろいろと勉強会も開きな

がら実施されているというふうに思いますが、現状

ではそういう勉強会、課題等があれば、お話、令和

４年度お願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前 ９時３０分 休憩 

午前 ９時３１分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 生活支援担当主幹、答弁。 

○生活支援担当主幹（加藤靖之君） ４番米澤委員

の質問にお答えします。 

 地域包括支援センターでは、地域ケア会議という

地域連携他職種連携の会議を開いておりまして、令

和４年度については、個別事案、困難事例を含めて

全部で３回行っております。その中で、どういった

支援がよかったのか、またはどういう勉強が必要な

のかという職員研修を開いております。 

 以上になります。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 全体的にそうしますと、げ

んき会、デイサービスというのは、そういうものも

含めて、この介護予防に、重症化を防ぐという点で

非常に重要な役割を担っているということになりま

すか。 

○委員長（岡本康裕君） 生活支援担当主幹、答

弁。 

○生活支援担当主幹（加藤靖之君） ４番米澤委員

の質問にお答えします。 

 そのとおりです。 
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 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） それで併せて、２６５ペー

ジの生活支援整備事業という形で委託料約８００万

円計上されておりますが、これは福祉に恐らく委託

されているかというふうに思いますが、この内容等

について、目的、効果等についてお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（飯村友香君） ４番米澤委員

生活支援体制整備事業の委託の関係の御質問にお答

えさせていただきます。 

 こちらのほう、社会福祉協議会のほうに委託をし

ておりまして、内容としましてはボランティアセン

ターの運営につきましての委託になります。 

 整備事業の実施状況でございますけれども、令和

４年度につきましては、おたすけサポーター、登録

者数３６名で周知、広報活動、独居高齢者ですとか

老人クラブ、住民会等にこういった困りごとの

ちょっとしたお手伝いできますよというような形で

事業の説明だとかを行っているところでございま

す。そのほかに、研修会だとかも実施しまして、お

たすけサポーターの勉強というか研修の機会だとか

も設けているようなところでございます。 

 実際におたすけサポーターのほうで実施したボラ

ンティアの内容でございますけれども、買い物、御

用聞きということで、買い物ちょっと手伝ってほし

いですとか、庭の草刈りだとか畑おこしだとか、簡

単な家事、家の中の掃除だとかしてほしいというよ

うな形で、そういったような細かな利用者さんの

ニーズに応じまして、ボランティア員さんとのマッ

チングを行いまして実施しているような状況となっ

ております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） これは利用者と受け手、利

用したい、そういう相互の関係で成り立っていると

いうふうに思いますが、現状では要望に、十分とは

言わないけれども、どういう状況にあるのか。不足

なのか、サポートは不足なのか、そこの要望が多く

て間に合わないのか。現状についてお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 生活支援担当主幹、答

弁。 

○生活支援担当主幹（加藤靖之君） ４番米澤委員

の質問にお答えします。 

 今の現状についてですが、サポーター登録者数、

令和４年の末日で３６名、利用された方に関しまし

ては１３３名ということで、今のところ、マッチン

グ支援に関しましては、サポーターさんのほうで足

りていると認識しております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで介護保

険特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計全般の２７

３ページから２９５ページまでの質疑を行います。 

２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 決算書の２９１ページにな

ります。１７の備品購入費に関して伺いますが、こ

の間、令和４年度は各定例会ごとに寄附採納の報告

があり、歳出では備品購入費ということで、漠然と

使途が、あくまでも備品購入ということになってい

ますが、今回、決算書に計上されている、大きな額

の自動車とかということ以外に、食洗機ほかという

ことで、ほか、どのようなものを購入されますか。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ２番荒生

委員の御質問にお答えいたします。 

 備品購入費の内訳についてですが、介護用のセン

サーマットですとか、あと、介護用に使うタオルの

保温庫とか、そういったようなものもこの中で購入

をさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 大体頂いた分はそのままそ

ういった介護に必要な備品に充当されているという

ことで理解させていただきました。 

 次に、２９３ページになります。真ん中ほどの施

設整備費の需用費、修繕料、ごめんなさい、ちょっ

と忘れているのですが、この７６万４,０００円っ

て何の修繕でしたか。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ２番荒生

委員の御質問にお答えします。 

 この内容につきましては、合計で６件になるので

すけれども、ボイラー室の給湯用の気水分離器の修

理ですとか、あと浴槽の床修理、あとナースコール

の修理、ハイツ浴室内のサーモスタット水栓の修

理、あと自動車の修理、あと厨房のドアの修理とい

うようなことで修繕費の内訳となっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 確認させていただきまし

た。 
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 次に、２８０ページから２８１ページになります

が、３目の施設介護サービス費収入ということで、

当初予算はこちらに計上されているように１億６,

６２３万３,０００円。そして、補正はたしか介護

士の手当の分ということで説明を受けております

が、１２０万円。その後、収入済額が１億５,３０

０万円ということで、１,４００万円不足している

分というのは、やはり繰り入れているのですか。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前 ９時４０分 休憩 

午前 ９時４１分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 改めまして、２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） 繰入の件は、後ほど確認さ

せていただくということで。 

 このように平成３１年からこれまでの繰上手法と

いう手法から、やはり経営の安定化支援対策にシフ

トして、この間、約４年で、令和４年度までです

よ、２億円を支援金というのは繰り出しておりま

す。また、４年度の決算を受けてというわけではな

いですけれども、もう実際に５年度がスタートし

て、４年も、５年も残念ながら感染症の流行という

ことで、やはりイメージどおりに、特養なんかもそ

うですけれども、なかなか目標に達せないという現

状が続いております。 

 先の数字を見越すと悲観的なのですが、多分、Ｒ

６は当初予算で、未来の話ですけれども、今までの

この２年間の５,３００万円、５,５００万円という

額では済まないです。そういったことをトータル的

に考えて、我々議会も平成２７年以前に厚生文教常

任委員会から提言と申しますか、やはり公設公営に

偏らず、柔軟に公設民営論とかというのを唱えてお

ります。 

 また、一方、斉藤町長は令和４年度の執行方針で

も、鉄筋コンクリートの建物なので、何とか１０年

もたすと。成果品でも４年度で３９年経過する施設

ということですけれども、もちろん今の財政事情考

えると、長寿命化というのも分からないわけではな

いですけれども、この４年度の収支の状況を鑑み、

町長はそれでも、あと残り８年になりますか、何と

か修繕してもたせようというお考えなのか、また、

近未来に、その新しいハイツというのを描いている

のかどうか、４年度の決算を受けてどうお考えなの

かお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 少々、未来的な話ではあ

りますが、答弁いただけますでしょうか。 

 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ２番荒生委員の御質問に

お答えいたします。 

 先ほどの質問の中でも未収額が入っていないとい

うことですので、結果、対象者が減ったことでサー

ビス料収入が減っています。それに対して、サービ

ス料収入が減ったからといって、それを理由にこれ

までは一般会計からの繰入はしていないということ

でちょっとさきの御質問の答弁になるかならないか

分からないですけれども、ちょっと付け加えておき

たいと思います。 

 それから、将来にわたっての話ですので、決特で

お話する内容としてはちょっとあれかなとは思うの

ですけれども、４年度決算においても大きな金額、

繰入しております。それについては、荒生委員御承

知のとおり、人件費とかの社会的に見合わない部分

がきちんと補填しないと経営が安定しないというよ

うな理由でございます。そのほかにも様々な理由で

繰入をしなければならない事例というのは今後も生

じることもあろうですし、これらでもそういった条

件を見ながら入れてきたかなと、人件費に対して。 

 将来にわたってのお話ですけれども、荒生委員の

御質問のとおり、やはり今あるものを長寿命化しな

がら、しかしながら一定程度、もう３９年もたっ

て、４０年というようなものになれば、方向をどう

いうふうにするのかというのはずっと先の話なのか

という話ですけれども、我々としても次のサイクル

というものに載せるためには、やはり何か方針を決

めて、次のようにこういうふうに変えますよという

ことになれば、それの変え始める、また数年前には

方向性を定めなければならないということですか

ら、当然にして、今日明日とは言いませんけれど

も、近いうちにいろいろなものの検討を始めていか

なければならない段階にあるということは自覚して

いるということで御了解を賜りたいと思います。 

 いつというのは、ちょっと私の今の段階では明言

することはできません。 

○委員長（岡本康裕君） ２番荒生委員。 

○２番（荒生博一君） １点だけ申し添えておきま

す。 

 我々、平成３１年のときにそういった経営安定化

対策分ということで、たまたま人件費の民間との差

額が約２,８００万円。そして、新卒の職員を採用

したということで、その方が一人前になるまでとい

うことで、移行期分ということで１,６００万円。

４,４００万円という数字がずっと頭にあって、そ

のときのときの理事者に確認をしましたら、次年度

以降は、あくまでも人件差額分だけの支援というこ

とで我々は認めております。この４年、総括で２億

円強と言いましたけれども、この先２年加えても、
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もう当初、ときの理事者が答弁をされていた３億円

という金額は６年で超えてしまいます。やはり、病

院のように不特定多数の、我々もかかる可能性もあ

るという施設においては、そういった支援、絶対に

必要だということは理解します。しかし、特別養護

老人ホームに関しては、特養のほうで５０名、その

ほかショート、デイ等ありますけれども、やはり町

民の全体のパイにおいては、その７０人とか８０人

のために、やはり１０年で５億円、６億円というわ

けにはいかないですよね。本当にその辺ももう一度

検討いただいて、私は早期に公設公営というのはや

めるべきだと思いますが、どう思いますか。 

○委員長（岡本康裕君） 決算ですので、いろいろ

あれはありますけれども、４年度を鑑みながら、ど

ういう見解なのだということで。 

 副町長、よろしくお願いいたします。 

○副町長（佐藤雅喜君） ２番荒生委員の御質問に

お答えいたしたいと思います。 

 公設公営云々の話については、私この場で答える

ことはちょっと差し控えたいなと思っております。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、近い段階で

いろいろな将来の姿について話し合わなければなら

ないですし、また、現在きちんと入所されている方

もいらっしゃって生活の場でもあるということを、

やはり我々も大事にしながら、どういうようなスタ

イルで行くのか、支援がどうなのかということは、

やはり常に考え続けなければならないことなのかな

という自覚は持っておりますので、そういった意味

で御理解を賜れればなと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 私のほうから、一言、補足といいますか、一言申

し上げておきたいなと思っております。 

 公設公営がいいのか、悪いのかというのは、それ

ぞれ地域の事情とかありますが、まず、一番大切に

しなければならないなと思っているのは、荒生委員

もおっしゃったように、病院は不特定多数の方、

我々も可能性あります。ラベンダーハイツは病院ほ

ど入れ替わりは激しくはありませんけれども、ある

程度、固定の５０名なのですけれども、それでも

我々の親族の方とか入る可能性というのはゼロでは

ありませんし、それを利用している方、町民の方が

介護でやはりプロに任せたいということでニーズが

あって運営している。やはり町民の思いというの

を、病院もそうですが、ラベンダーハイツにしても

町民のことをまず第一に考えなければならないかな

というふうに思っておりますし、それでは公設公営

がどうなのか、公設民営でもいいのではないのか、

それはいろいろ議論がありまして、現段階では、委

員おっしゃるように、なかなか町内にほかの民営の

施設がない状況で、公設で、建物もずっと昔から数

十年間、公設公営でやってきたわけですし、現状、

民間の施設が近くにない状況では公設公営だろうと

いうことで私も答弁させていただいております。将

来にわたって、耐用年数が、建物ですので来ます。

そのときどうかというのは、なかなか今の時点では

判断できませんが、先ほど副町長が答弁したとお

り、あらゆる可能性といいますか、どういうものが

いいのかということは、常々我々調査研究していき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 先ほど、２番荒生委員か

らの御質疑で答弁されていない部分がありますの

で、今答弁いたさせます。 

 ラベンダーハイツ所長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ２番荒生

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 質問の趣旨をちょっともう一度確認したいと思う

のですけれども、当初計画していた予算で立ててい

たサービス収入よりも実際に受けた収入が少ない部

分の差額をどうしたのかというような御質問の趣旨

でよろしいでしょうか。（発言する者あり） 

 ありがとうございます。 

 その金額の差の対応については、結果的には、実

際に利用者数を見込みを立てて、入所、利用を進め

ていたところ、実際にはそこまで達しなかった結果

の収入の減というようなことになっているのですけ

れども、そういった状況になった背景には、職員不

足だとか、中途で退職した職員が複数人いたりと

か、そういった結果で入所、利用の方を受け入れら

れなかった結果で、例えば給食費だとか、そういう

ようなものが少なく済んだとか、そういうようなこ

とがあったので、身入りも少なかったのですけれど

も、支出も少なかったというような結果で、その分

に一般会計の繰入をさらにしていただいたというよ

うなことはございません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） その件については、よろ

しいですか。 

 ほか、ございますでしょうか。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ２８７ページの施設維持管

理の件についてお伺いいたします。 

 恐らく清掃等含めて、この維持管理がされている

かというふうに思いますが、窓枠あるいは清掃とい

う形の中で、恐らく仕様書に基づいて、どこまでど
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ういう範囲でするのかということが決められている

というふうに思います。それで、いろいろと聞きま

したら、窓枠が非常に、見ましたら、整理あるいは

行き届いていなかったような話、あるいは汚物処理

場がきちんと衛生的にも管理しなければならないに

もかかわらず、老朽化ということもありまして、非

常に隅々が、壁などがやはり汚れているというよう

な話も聞かれます。そういう意味では、どこの範囲

まで、例えばそういったベッドの下も含めて、床も

含めて、きちんと恐らく委託業者に指導も委託され

ていると思いますが、この点、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ４番米澤

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 御質問のあった施設管理業務につきましては、毎

日の業務の中で施設の維持管理をしていただく、清

掃等していただくということで委託業務のほうを締

結しているところです。 

 その内容につきましては、毎日行う業務、あと１

日おき、週１回、あと季節ごとというようなこと

で、大きく分けて作業内容の共有をしているところ

です。やり方というか、その部分につきましては、

決めている作業内容の部分が、一つの例を取ります

と、入所者のトイレ清掃、職員のトイレ清掃という

ようなことで決めていますので、やり方とかトイレ

の中のどこまでをというようなことの細かいところ

までは、正直ちょっと委託の業務の契約の中にう

たっているものではないので、その部分は実際に進

めていく中で、こちらのほうも要望したり、それに

対して応えてもらったりということで実施をしてい

るところであります。 

 様々、やはり行き届いていないところも、実際に

あるのもあります。人が変わったりだとか、やはり

継続してやっていると、少しそこが流れになってし

まったりとか、そういうこともありますので、そう

いう場合については、気がついた職員が、その都

度、管理職のほうに情報提供してもらって、それを

私たちのほうで委託事業者のほうに言って改善をし

てもらっているというような状況なのですが、やは

りちょっと、経年劣化というか、どうしてもきれい

にしても、もうそこ自体が古くなってとか、破損し

ていてとか、色がはげていてとか、そういうような

ものも正直ありますので、なかなか見栄えで、もう

それ以上、どうにもならないというものもあります

が、内容について課題があった場合には、その都

度、私たちのほうで指導しながら、適切な環境整備

ができるように努めているところです。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 随時指導もされているとい

うことで、限界はやはり、併せて複数の要因がある

というふうに思います。老朽化の問題等、あるいは

清掃の在り方等というのがあるかというふうに思い

ます。また、いろいろ、さらにお伺いしたいのです

が、おむつ交換だとかした場合だとか、そういった

ものの処理というのは、きちんとした管理された

ボックスみたいなものがあるのだろうというふうに

思いますが、どういうように処理されております

か。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ次長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（久保雅子君） ４番米澤

委員の御質問にお答えします。 

 入所者の方々の排泄介助、お部屋のほうでもする

方もたくさんいらっしゃいます。それぞれ、排泄し

なければいけない担当の職員は、小さめのバケツを

持参しまして、交換した汚れたものはそのバケツに

入れる。それぞれを汚物処理室、リネンのところに

も大きなバケツがありますので、そちらのほうに

持っていって、それから汚物処理室のほうに捨てる

という流れです。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） いろいろ聞きましたら、洗

面台だとか、そこから白い虫が飛んでいると。分か

りづらいのですが、そういう、やはり働いている

方、利用者の方からも聞かれるという状況になって

おります。根本的には、恐らくは、配管、もうその

ものが直さなければならないという状況の話だとい

うふうに思います。 

 町長にお伺いいたしますが、まだあるのですよ、

そういったラベンダーハイツの実態というのがあり

ます。ときどき、配管等についても部分的に、いわ

ゆる中の詰まりを解除したとしても、全体をやはり

直さなければならないという形になってきておりま

す。また同時に、施設ですから、この間の設備に対

して破損するというのが常時起きるという形になっ

ております。確かに、これは令和５年度の実施計画

の予算でも、５、６、７という形の修繕計画等が記

載されておりますが、きっちりとした、やはりすぐ

修繕しなければならないもの等がまだまだあるわけ

で、そこの維持管理をしっかり行わなければならな

いと思いますが、この点、どのようにお考えです

か。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 イレギュラーで壊れたものは、先ほどの御質問の
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ときにも、ドアを直しましたとかというような形

で、随時直しているところです。大きく修繕の必要

なもの、それらについては当初予算の中で計画を

持って、順次やることになっておりますけれども、

そういったものも順位や何かも再度見直していくと

いうような作業も今年度進めておりますし、そう

いったことで今御指摘いただいた部分についても、

しっかりと業者さんなどに調査していただいて、ど

のような方法がいいのか、場当たり的ではないよう

なものがどういうような方法があるのかというのを

いろいろと調べて、専門業者に御相談しながら、随

時取り組んで、年次的にも、それから随時の対応の

あるものについても取り組んでいくように努めてま

いりたいと思っておりますので、４年度の決算とい

うことで言えば、そういったことで、先ほどの修繕

の内容でございましたけれども、それ以外にもまだ

まだあるということは認識しておりますので、対応

を図ってまいりたいと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 現状、令和４年度の決算を

見ても、いろいろ課題を残しながらという形でなっ

ているという状況があります。 

 次にお伺いしたいのは、いわゆる職階等におい

て、記録等がされて、ＯＡという人はどこまで食事

したのか、あるいは食べられなかったのか等が当然

記録されて、それを引き継ぐ場合、当然、次の勤務

される方にも当然引き継がなければならないという

状況がありますが、ここら辺は担当の施設長に聞き

ましたら、そこの点についても十分点検されている

というふうな話でありましたが、もう一度確認いた

します。引き継ぎ等において、そういった個別の利

用者の事案に対して、きちんとした記録あるいは引

き継ぎ等がされていますか。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ次長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（久保雅子君） ４番米澤

委員の御質問にお答えいたします。 

 例えば、今お話になりましたように食事摂取量に

ついてですけれども、いつもよりも少なめだったと

か、ご飯しか召し上がらなくて、おかずを残されて

いたとか、水分でむせがあったとか、そういうこと

は、緊急を要するものは看護師なり、その日のリー

ダーに口答でお話もするのですけれども、それぞれ

摂取量については、各フロアに、ノートなのですけ

れども、引き継ぎのノートを設置しておりまして、

担当した職員が各棟でその量を記入します。それを

夕方の夜勤者との引き継ぎ、申し送りのときに、日

直リーダーの人が集めてきて、今日はこういう状態

でしたというのを説明して、看護師とも連携を取っ

て、それを日々、朝、日中と夜間ということで集め

てつなげているという現状です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 次に、ぜひそういった継続

的な取組、それは利用者にとっても、やはり介護す

る方にとっても意識づけという形になりますので、

安心して入所できる環境を整えるという点でも非常

に重要だというふうに思っております。 

 次に伺いしたいのは、介護体制の問題でお伺いい

たします。（「ページ数お願いしますし」と呼ぶ者

あり） 

 基準配置されているというふうに、全般なので

す、全般ですから、細かく言えば、ラベンダーハイ

ツの職員体制についてという形に、報酬だとか給与

体系になりますが、この点についてお伺いいたしま

す。 

 いわゆる、この間、いろいろな介護ロボット等も

配置しながら、あるいは介護している方の労働の負

担の軽減を図るという形で実際行ってきました。そ

ういうものも含めて、実際、人の目で確認しなけれ

ばならない、確かに軽減できる部分はあるというふ

うに思いますが、実際それがどういう状態なのか、

どういう形で患者の方が寝返りしたのか、あるい

は、そういうことをやはり確認しながらも、その介

護ロボット等を使いながらも、利用者の状況を把握

しなければならないというふうに思いますが、介護

ロボット等で全て解決するものではないというふう

に思いますが、現状等についてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ４番米澤

委員の御質問にお答えします。 

 介護体制の状況、現状と、今介護ロボット等入れ

たところでの軽減しながらも、どのような介護体制

であるのかというような御質問かと思いますが、介

護ロボットのほうは１６台、眠りスキャンと、あと

カメラと入れさせてもらって、大変そちらのほうは

有効に使わせていただいていまして、特に夜間職員

は２人で５０人の入所者と、あとショートステイの

利用者さんの対応をするのですけれども、それぞれ

居室にはセンサーマットだとか、そういうようなも

のを置いて、動作をしたらすぐに訪問したりとかと

いうようなことがあるのですけれども、同時にそれ

が鳴るということも中にはございます。そういった

ときに、職員２人しかおりませんし、結構多くの時

間を１人の職員が対応する。休憩が入りますので、

１人で対応するといったときに、複数台のセンサー

マットのコールが鳴ったときに、どこから行くべき

かというようなことが、今までは直接行って、見
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て、そうしているうちに別のところのほうが実は緊

急性があったとかというようなこともあって、事故

につながってしまったり、そういったこともござい

ましたが、やはりそういう介護士室のほうでモニ

ターを見ながら、状況を見て、優先順位を決めたり

とか、そういうような、あとずっと見ていないと分

からないような、思いもよらない動作とかというよ

うなことも、そういうようなものを通して分かるよ

うにもなりましたので、様々な予測がついたり、そ

れを予測しながら手を打ったりということで、そう

いった介護負担の軽減にはつながってはいるのです

けれども、でも実際に動くのは、やはりそこで職員

が動かなければならないところもあります。実際に

介助をしたりというようなことは、人がやらなけれ

ばならないような部分ではありますので、一部分、

全体の中の一部分の負担軽減だったり、事故防止

だったり、そういったところには効果が見えてはき

ているのですけれども、なかなかそれで多くの介護

負担を減らすというか、そういったようなものに

は、すぐのものにはならない状況かなというふうに

思っております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 決算でお願いします。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） この問題で大事なところ

は、確かに職員は国の基準に基づいて、配置基準に

基づいて配置されている部分があります。ただ、離

職が多いだとか、いろいろな中で、現場の対応とい

うのは本当に大変なのです。それが収入に結びつい

たり、結びつかなかったりという現実があるという

ことなのです。 

 私、言いたいのは、やはり今の配置基準では到底

その５０名、いわゆる入所されている方をきちんと

まではいかないけれども、少なくともきめ細やかに

見ることは、夜勤体制も含めてなのですが、特に夜

勤に至っては、やはり今施設長の方がおっしゃられ

ましたように、次から次とコールが鳴って大変なの

だと。やはり行ったと思ったら、その同時にまた他

方からそういったコールが鳴るとか、大変なのだと

いうことなのです。ですから、私は根本的に、この

配置基準そのものをやはり見直しながら、夜勤体制

も含めてなのですが、特にそういったものを含めて

見直さなければならない。そうしなければ、今、離

職が、人手不足という形の中で大変な状況で、さら

に離職に拍車をかけるという形になるというふうに

思っておりますが、この現実を町長、どのようにお

考えですか。もしもそう思うのだったら、どうすれ

ばいいという考えですか。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁できます

か。 

 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えします。 

 委員おっしゃるとおり、国の基準を満たしている

形でないと当然認可下りませんので、その最低の基

準を満たすことは当然のことと思っています。それ

から、この間もいろいろと介護士さんの処遇改善な

どをしてやっておりますけれども、本当に常に介護

士さんの不足が、ラベンダーハイツに限らず、いろ

いろな施設で起きておりまして、この地域でも介護

士さん不足によって、施設を閉めざるを得ない状況

も起きているのが事実でございます。 

 当然にして、国の基準によって介護のサービス料

というものも入ってきますから、それをきちんとク

リアするということがまず一番大事なことでありま

すし、それも含めまして、人をきちんと確保すると

いうことに、今大変苦慮している現状というのは委

員の御心配しているとおりで、我々もそれは自覚し

ているところであり、常に募集が途絶えないという

ことからも大変な人不足が今生じている。地域全体

の課題になっているのだなというふうに思っており

ます。 

 そういったことも踏まえまして、いろいろと処遇

の改善等もこの数年取り組んでいる、国についても

ですけれども、いるところですし、そういったこと

から、我々としては、まずはしっかりとした国の基

準をキープできるような、どういうふうに人材を安

定的に確保できるかということに、まず努力をしな

ければならないというふうに思っておりますし、そ

の上で安定経営に向けた人数、それから処遇、そう

いったものをしっかり考えていくということは肝に

銘じて今までもそういう考え方でやっておりますの

で、それは今後も引き続き、ちゃんと取り組んでま

いりたいと思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これでラベン

ダーハイツ事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は１０時半、お願いいたします。 

────────────────── 

午前１０時１４分 休憩 

午前１０時３０分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 次に、簡易水道事業特別会計全般の２９９ページ

から３１３ページまでの質疑を行います。 
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 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで簡易水

道事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、公共下水道事業特別会計全般の３１７ペー

ジから３３５ページまでの質疑を行います。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ３３ページの１８節負担金

及び交付金という形で、農業用残渣の裁量補助とい

う形になっておりますが、この点について、どうい

う内容になっているのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 負担金ということで、各堆肥組合のほうに、３団

体ありますけれども、その団体の堆肥の受入れとい

うことで補助金を出してございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ３１ページでは委託料とい

う形で、下水道の汚泥の運搬という形になっており

ます。これは利用者が直接という形になっているの

でしょうか。それとも組合があって、そこでまとめ

てやっているのか。お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 この委託料につきましては、運搬費になります。

それは民間会社のほうに依頼をしまして、堆肥場の

ほうに運んでいく運搬費でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ちょっと前後しますが３３

ページの工事請負費で、雨水及びマンホールの補修

という形になっておりますが、逐次、予算、この間

も見ましたら、予算組みながら補修という形になっ

ております。これは劣化等による補修というふうに

理解していいのか。その点、確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ４番米澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 ここに書かれています修繕費は、公設枡の補修と

か雨水枡の補修ということで、劣化に伴う補修では

ございません。あくまでも壊れた部分というか、そ

ういう部分を直すための修繕費でございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） ３３３ページと、あと、こ

ちらのページの７９ページの件なのですけれども、

建設事業費において１億２,２００万円ほど増えま

したよということなのですけれども、どのようにリ

ンクというか、見たらいいのか教えていただけます

か。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ９番島田委員の

御質問にお答えいたします。 

 建設事業費１億２,２００万円増ということでご

ざいますが、これは雨水管の負担金でございます。

今回、道道吹上線に伴いまして、雨水管工事があり

まして、その分の負担金が増えたということで、建

設事業費が増えてございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） 続いてですけれども、この

ことに伴っての国庫支出金が６億円ほど増えたとい

うことなのでしょうか。こちらの説明書のほうの７

９ページになりますが。 

○委員長（岡本康裕君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（廣瀬欣司君） ９番島田委員の

御質問にお答えいたします。 

 これは昨年度との比較でございます。昨年度の部

分が、事業量が国庫支出金より少なかったものです

から、工事が多い、先ほど言いました道道吹上線の

工事で結構負担が多くなったものですから、その分

の国庫支出金が増になるということになっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで、公共

下水道事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１０時３５分 休憩 

午前１０時３５分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） それでは、休憩を解き、

続いて、令和４年度上富良野町企業会計決算の認定

についての質疑に入ります。 

 最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

 ございませんか。 

 ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで水道事

業会計の質疑を終了いたします。 
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 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（岡本康裕君） 次に、病院事業会計全般

の質疑を行います。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） まず、住民から寄せられた

要望というか、全般で、診療のことでお伺いしたい

のですが、確かに上富良野町の子どもさんが急遽状

態が悪くなったということで、町立病院に行って、

当然小児科ありませんから、診られないということ

の話になるかというふうに思います。そういうもの

も含めて、緊急で行って、やはり相手は緊急で行っ

たのだけれども、それにちょっと対応していただけ

なかったということで、医師のほうも、当然自分の

裁量を超えるものだとかというのは大変な状況ある

かというふうに思いますが、しかし、そういったと

きの対応の仕方というのもあるのではないかという

ふうに思いますが、そういった場合は、通年どのよ

うなことで対応されているのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ４番米澤委員の御質

問にお答えいたします。 

 今、診療科、小児科関係の御質問だったかと思い

ますけれども、子どもの親のほうから、そういった

お電話とかで診療、診てもらいたいというようなこ

とで、全くもって診療していないわけではございま

せん。米澤委員おっしゃったとおり、その内容で、

町立病院で受け入れ可能なものであれば、その都度

対応はしておりますけれども、先ほど委員おっ

しゃったとおり、その医師の範囲を超えての専門的

な分野となると、相当難しいところがあると思いま

すので、そのときには近くの近隣の小児科にお願い

というか、そちらのほうに行ってくださいというこ

とも電話のほうでは対応しています。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 対応されているということ

でありますが、同時に、引き続き、そういった親切

な対応をしていただきたいというふうに思っており

ます。やはり印象としては、すごく衝撃を受けたと

いう話がありますので、当然緊急の場合は走るのだ

ろうというふうに話しておりましたし、そういうも

のを含めて、引き続きの対応をお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） ２４ページの委託料で、給

食業務の委託料という形で予算が計上されておりま

す。これ見ましたら、町内と町外、大体、ほぼ５割

と、町内５割で、町外約５割、４９％という形に

なっております。これは、もう少し町内での比率を

高めるとなると、食材あるいは入院されている関係

で、ここはなかなか難しいのでしょうか。お伺いい

たします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ４番米澤委員の御質

問にお答えいたします。 

 委託の給食の食材購入の件の御質問でありますけ

れども、こちらのほうにつきましては、例年、５０

％ちょっとを町内ということで、こちらの割合を増

やすというのは、こちらの食材購入につきまして

は、委託先であります業者のほうで給食の内容で町

内で購入できるものであれば町内、また、町内で購

入できないものであれば町外からということで、そ

の委託業者のほうで選択している状況になってござ

います。こちらの割合のとおり、若干でありますけ

れども、今現状は町内での購入が若干高いというよ

うな状況になってございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいでしょうか。 

 ほか、ございますでしょうか。 

 ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） 決算書の中の３ページで、

一番下のほうに、当年度未処理欠損金とありますけ

れども、これは赤字のお金でしょうか。どういうお

金なのか、ちょっと教えてください。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務次長、答弁。 

○病院事務次長（上嶋義勝君） ９番島田委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 御質問のありました当年度の３ページの最後の今

年度の未処理の欠損金につきましては、単年度で損

益計算書ということで、それぞれ決算をさせていた

だいております。それで、同じ項目の、その二つ目

の当年度の純損失が平成４年度における損益と、額

がございまして、その２番目のそれまでの累積の欠

損金と合わせた額が当年度末の積み上げた、これま

での欠損金の累計という形になります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） この欠損金というのは、ど

のように処理されるものなのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ９番島田委員の御質

問にお答えいたします。 

 現在、先ほどうちの次長が言われたとおり、今現

在の未処理の欠損金ということで、累積になってい

ます。今現在で１２億円ほどの欠損金がございま
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す。その処理というのは、今現在こちらの損益計算

書に載っているとおり、処理はしていないという

か、そのままの繰越、繰越で欠損が増えているとい

うような状況になってございます。 

○委員長（岡本康裕君） よろしいですか、島田委

員。 

 ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） 処理されないとなると、ど

うすればよろしいのですかね。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１０時４５分 休憩 

午前１０時４６分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） つまり、これは一般会計か

ら処理しているよというのではなくて、このまま、

要するに１２億円の数字は残っているということ

は、どこからかうまくやりくりしているのではなく

て、残っているのではないかというふうに見えるの

ですが、いかがなものでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ９番島田委員の累積欠

損金のお話だと思いますが、結果的にここ数年度

の、いわゆる赤字額が、欠損した数字がそこに乗っ

かっているというような状況でございます。その処

理という方法につきましては、この累積欠損金の多

くが減価償却費の累計で現金として発生していない

部分でございます。そのようなことから、その分の

赤字分が結果的に１２億何某の数字になったという

ことで、原因自体の赤字というふうには捉えていな

いので、その額が今までの減価償却の累積額だとい

うことで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） ２０ページの下から３段

目の委託料、８,１００万円のやつですが、この備

考に医療事務と書いてありますが、これは医療事務

スタッフを派遣してもらっているものの費用という

ことでよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） １２番小林委員の御

質問にお答えいたします。 

 こちら委託料の医療事務ということでありますけ

れども、医療事務につきましては外部委託をしてご

ざいます。委員おっしゃるとおり、そちらの外部委

託先の事業者から、そちら医療スタッフのほうがこ

ちらのほうに来ていますので、おおよそ医療スタッ

フの関連する人件費、あとは経費等の積み重ねで委

託料をお支払いしているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 医療事務スタッフに関し

てなのですけれども、先日、ちょうど折込チラシ

で、採用募集のチラシが入っているのを拝見した際

に、ちょっと給料がやはりすごく安いのだなという

ので心配になってしまったのですが、令和４年度に

おいては、この医療事務スタッフに関しては、離職

など、また離職に伴った再度雇用してもらったこと

とかはどの程度あったのか、もし分かれば教えてい

ただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） １２番小林委員の御

質問にお答えいたします。 

 委託事業者の中からの派遣の医療スタッフの人員

の関係ですけれども、令和４年度につきましては、

スタッフが辞めたとか、新たに採用というような異

動はたしかなかったと思います。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 令和４年度においては、

僕が心配している、ちょっとお金が安いから辞めて

しまったみたいな事例はなかったということだった

のですが、一方で長く安定して上富良野町立病院で

働いてもうらためには、少しでも、例えば給料、実

入りが多いようなほうが働く方にとっていいのでは

ないかなと思いますが、例えばそういう、町で会計

年度任用職員であったりとか、そういう雇用体系で

雇用できないかなど、何かそういった方策の検討な

どはされたのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） １２番小林委員の御

質問にお答えいたします。 

 令和４年度につきましては、先ほど言ったとお

り、採用スタッフの人員の配置につきましては、全

く増減がなかったということで、適正なスタッフの

中で、そちらの業務をしているということで、新た

に、先ほど言われたとおり会計年度の募集、採用と

いうような検討はしてございません。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１０時５２分 休憩 

午前１０時５２分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） すみません、追加で

御答弁させていただきます。 

 先ほど言った医療事務につきましては、先ほどか

ら言っているとおり、外部委託ということで、そち
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らの事業所に委託しているということで、事業所の

ほうでスタッフの配置等をしているというようなこ

となので、こちらのほうで会計年度任用職員の採用

とかはしていないというようなことであります。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） １点確認で。そういった

医療事務等で働いている方が、やはりちょっと給料

が安くて困っているというような話をされたとして

も、その責任自体は町にあるものではないという認

識でよろしいでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） １２番小林委員の御

質問にお答えいたします。 

 病院としましても、そちらの医療スタッフの人件

費につきましては、適正な金額で積算をしまして、

そちらのほうで委託契約を結んでいるというような

ことでございますので、病院のほうで安くといいま

すか、安い金額で委託しているというようなことは

ございません。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 令和４年度では、介護士の

人手不足という形で、いわゆる派遣等、会社等から

派遣してもらっているという現状は、令和４年度は

あるのかないのか、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（長岡圭一君） ４番米澤委員の御質

問にお答えいたします。 

 介護士スタッフにつきましては、派遣とかはござ

いません。全ての人につきましては、町が直接雇用

して、会計年度任用職員の身分で雇用しているとい

うような状況になってございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） すみません、間違いまし

た、委員長。看護師です。ないですね。看護師もな

いですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） すみません、委員長、申し

訳ありません。 

 次、２２ページの介護保険施設の件についてお伺

いいたします。非常に老健というのは、今利用率も

増えてきて、収入人にも貢献しているという状況が

あります。そこでお伺いしたいのですが、この介助

補助員という方も病院と合わせて、こちらにも働い

て仕事されていると思いますが、全体的にこの介護

補助員という方は何人ぐらいいらっしゃるのでしょ

うか。 

○委員長（岡本康裕君） 病院事務次長、答弁。 

○病院事務次長（上嶋義勝君） ４番米澤委員の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 ４年度の時点で介護スタッフとして働いている方

は１３名になっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そうしますと、非常に介護

に携わる専門的な資格も持ちながら仕事をされてい

る方もいるというふうに聞いております。今後いろ

いろ新設された場合、介護医療員という形の今既に

なっているかというふうに思います。そういった場

合の、やはり安定的に仕事に就いてもらうというこ

とになれば、やはり補助で再任用という形ではなく

て、やはり正規の職員としても一定採用する必要が

あるのではないかというふうに思いますが、この点

どのようにお考えでしょうか。町長のほうがよろし

いかと思いますが、お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 介護医療員のほうにつきましては、ラベンダーハ

イツなどと違って、ちゃんと担当の医師がおり、そ

れから看護師が付きというような形で、補助的な部

分において働いてもらっている部分、大変多くござ

いますので、そういった面から、これまでも会計年

度任用職員の形でお願いをして、雇用してまいった

状況でございます。そういった考え方で今までも会

計年度任用職員で働いていただくということで進め

ておりますので、今後もそういったスタイルを続け

ながら、介護医療員の適切な運営に努めていくこと

が大事なのかなというふうに認識しているところで

ございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 最後になりますが、短く言

います。きちんとした採用で正職員の採用も設ける

べきだと思いますが、再度確認いたします。 

○委員長（岡本康裕君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番米澤委員の御質問に

お答えいたします。 

 確かに正規の職員で採用することについては、安

定的な部分もございましょうけれども、ただいま説

明したとおり、それぞれの役割というものも踏まえ

まして、適切な採用の仕方をきちんと続けてまいり

たいというふうに思っております。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、これで病院事

業会計の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 
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 次、６款入りますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

────────────────── 

午前１０時５９分 休憩 

午前１１時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 

 それでは、次に、６款農林業費の１２２ページか

ら１３５ページまでの質疑に入ります。 

 ６番林委員。 

○６番（林 敬永君） １２７ページの農業後継者

対策費の中のアグリパートナー推進設置負担という

ことで、６３万何某、令和４年度支出されておりま

す。その中で、成果報告書の４３ページの中の上段

にございますけれども、農業委員会一般管理費の中

で、上富良野町アグリパートナー協議会負担金と富

良野地方アグリパートナー協議会事業負担金が令和

４年度実績なしというふうに記載がございます。そ

れぞれの項目、町のアグリパートナーは７項目、沿

線については３項目の事業をされておりますけれど

も、その経費については、先般、書類審査のときに

お聞きしたところなのですが、実際令和４年度は前

年度からの繰越というふうにお聞きいたしました。

その繰越の額をまず上富良野町の協議会と沿線の協

議会、それぞれ幾らで令和４年度スタートして決算

を迎えているかを教えていただきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（林下里志君） ただいまの

６番林委員の御質問についてお答えいたします。 

 ただいまのアグリパートナー協議会への関係でご

ざいますけれども、まず上富良野町アグリパート

ナー協議会の繰越金ですけれども、こちらのほうに

つきましては、繰越金が７６万円ほどでございま

す。この繰越金の中で事業を実施ということで、令

和４年度は一般会計からの支出はなしということで

ございます。 

 また、富良野地方アグリパートナー協議会のほう

の繰越金でございますけれども、こちらのほうにつ

きましては、繰越金が大体１３０万円でございまし

た。この１３０万円の中で令和４年度は実施してお

りまして、通常でしたら富良野地方、市町村によっ

てそれぞれ負担金を出し合った中で事業を実施して

ございますけれども、コロナ禍の関係で、この繰越

金の中で令和４年度は実施して、町からの負担金は

ゼロということでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林 敬永君） 上富良野町のほうのお金が

７６万円というふうに今御説明ございました。

ちょっと私、分かりませんけれども、町内でこの農

業後継者問題、花嫁、花婿ですか、何名の方がそう

いう対象というのでしょうか、加盟というか、そう

いう人数、分かれば年齢構成等教えていただければ

と思います。女性、男性とかは特に要りませんけれ

ども、いくつくらいの方がこういう事業の中での対

象になっているのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（林下里志君） ６番林委員

の御質問についてお答えいたします。 

 上富良野町アグリパートナーの事業の対象者の件

でございますけれども、令和４年度につきまして

は、対象者、一応、名簿上、２９人の方がおられま

した。すみません、ちょっと手元に年齢構成の資料

がないものですから、ちょっと年代別というのは今

現在分からないのですけれども、一応、男性２６

人、女性３名ということで、その方々のパートナー

の後継者対策ということで事業を運営しているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林 敬永君） 分かりました。 

 この農村の花嫁対策、花婿対策、我が町の基幹産

業の農業後継者、すごく重要な位置づけかと思いま

す。繰り越されていることは十分理解されて、この

事業についてなのですけれども、町の事業、アグリ

パートナー推進事業のこの七つの事業、本当に大切

なものでありますので、令和４年度の実績がこうし

た形、実際的にはこのことによって制約とかそうい

うものがあったのか、ちょっと最後お聞きしたいと

思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（林下里志君） ６番林委員

の御質問にお答えいたします。 

 上富良野町アグリパートナー協議会の事業実績に

ついての内容かと思いますけれども、上富良野町ア

グリパートナー協議会の中で、富良野地方の事業に

参加する男性に助成金も助成している中でございま

す。上富良野町からもオータムフェスティバルに３

名の方が参加してございまして、この中で１名の方

がマッチングしたというふうな経緯もございます。

ただ、今現在ちょっと確認したところ、それ以降、

今現在ちょっとその方とは継続はされていないとい

うふうな状況は聞いてございますけれども、そう

いったことでマッチングは参加している中でもある

よというふうには聞いているところでございます。 
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 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ６番林委員。 

○６番（林 敬永君） すみません、最後と言って

申し訳ございません。 

 結果的にやはりそういうマッチングとかあるとい

うことは大変いいことかと思っております。令和４

年度の活動についてもそうなのですが、大変重要な

事業だと思いますので、令和４年度のこういうアグ

リパートナーの事業について、町長、どう総括され

ているか、思いがあれば、ちょっと教えていただき

たいと思うのですけれども。令和４年度で活動され

て、大切な農業後継者の事業、それをどう評価され

ているかお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林委員の御質問にお答

えしたいと思います。 

 なかなか後継者、結婚、マッチングですので、農

業に限らず、町全体で言えばいろいろな業種、職種

の方がいるかと思います。本当こういう世の中です

ので、晩婚化が進んでいると言われておりますし、

実際進んでいると思います。なかなかこういう時代

で結婚しなくてもいいというふうに、まだまだ、そ

う思っている方もいることも個人の自由ですので、

その辺は、なかなか難しいところなのですが、特に

農業に限って言えば、農業の質問ですので、農業は

上富良野の、委員おっしゃるように、非常に重要な

基幹産業でありますし、経営規模も昔から比べて相

当大きくて、やはり後継者いる、いないによって、

やはり地元の全体として、産業として、いる、いな

いが非常に将来の農業に関わってくるという思いは

いたしておりますので、なかなか難しい時代で個人

の意思が尊重される時代で、決定打というのはなか

なか見つけづらいのかもしれませんけれども、こう

いうやはり少しでも可能性のあるもの、また少しで

もこういう機会、チャンスがあるものについては、

いろいろこれは富良野圏域でもやっておりますが、

引き続きこういう機会を、いろいろな形があるかと

思いますが、後継者対策、大きく言えば、そういう

ものは引き続き続けていきたいと思っておりますし

４年についても結果的にはマッチングだけで終わっ

てしまいましたが、それにめげることなく活動を続

けていければなというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） １３３ページ上段にござい

ます私有林整備推進の中の委託料２１８万４,６０

０円でございます。これちょっと私の記憶によると

３年くらい前から相続しても登記しない等の理由に

より、一体その私有林誰が所有しているのかとか、

どこに境界があるのかというところを調査するため

に係る委託料だという認識でよろしかったでしょう

か。お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） １番佐藤委員の森

林経営管理制度の調査に関する御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 委員おっしゃるとおり、所有者不明という内容を

調べるという部分もございますが、まず、所有者を

きちんと確定させるという部分が主な内容になって

おります。確定させる部分というのは、相続等で権

利等が移動しているものの内容を確定させていくと

いう内容のものが主なものになりまして、所有者が

ちょっと不明なものというのも、中には出てくると

いうことでございます。 

○委員長（岡本康裕君） １番佐藤委員。 

○１番（佐藤大輔君） 成果報告書では、おおむね

面積等が示されていますけれども、現時点で、令和

４年度終了時点で、町内にある私有林の整備という

ものの進捗状況は何％、大体把握しているかという

ことが分かればお教え願います。 

○委員長（岡本康裕君） 休憩いたします。 

────────────────── 

午前１１時１１分 休憩 

午前１１時１１分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩を解きます。 農業

振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） １番佐藤委員の御

質問にお答えします。 

 私有林の整備状況なのですけれども、ちょっと詳

細な数字が資料を持ち合わせておりませんので、後

ほどお答えさせていただきたいというふうに思いま

す。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） お伺いいたします。ページ

数でいけば１３１ページの肥料高騰対策という形

の、非常に肥料高騰で、支援されてよかったという

声がありますが、まだまだいろいろな声がありま

す。そういう中で、農業者の方が、やはりいろいろ

な有機肥料をもっと使いたいというような声があり

ます。そういうときに、併せて農地の簡易的な基盤

整備もという話もあります。それでお伺いしたいの

は、ちょっと僕自身分からないのですが、農地に堆

肥盤を設置してほしいと、簡易的なものでもいいの
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だけれども、そういう声が一部あります。そういう

ときに、堆肥盤を設置するということになれば、い

ろいろな汚泥処理だとかというのがあるのかもしれ

ませんが、一般的にどこの範囲まで、どういう形

で、基準が設けられているのか。もしくは、ただこ

このコンクリートで固めたところに堆肥盤という形

がいいのか。この点、８次の農業振興計画の中にも

そういった方向の中で有機物を使った、やはり農業

をさらに推進するということがうたわれていますの

で、この点についてお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ４番米澤委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 有機肥料等の活用ということで、主に堆肥の活用

についての方法についての御質問だと思いますけれ

ども、まず、堆肥盤の設置等については、多額の費

用を要するために、補助事業等を利用するというよ

うな方法がこれまでも取られてきているところであ

ります。その制度を活用する場合には、もちろん廃

棄物の処理、法律がございますので、それに適合し

ているものということで、そういった基準が設けら

れているところであります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） そういう声が、補助事業を

使えばかなりな費用もかかるという状況で、免責等

にもよるのだというふうに思いますが、なるべく軽

易で、そういった事業に替わる町単独か何か分かり

ませんが、そういったものの対応というのは可能な

のかどうなのかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。 

 今現在の町が持っている補助の制度としまして

は、今の堆肥盤等の整備等の制度は持ち合わせてい

ないというような状況になっております。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） いろいろな形で、ちょっと

地元の農業者が使いやすい、基準もあるということ

なので、そう単純な話ではないと思いますが、ぜひ

検討していただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 あと、１３５ページの農業経営の基盤整備という

形でここにあります。この補助制度を使えば、当然

自己負担等が伴ってきます。例えば、暗渠だけとい

う形の、排水がなかなか水が引けないという場合、

こういった場合は、簡易な事業の中でパイプを埋め

るだとか、そういった事業は現状では、４年度では

あるのでしょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。 

 基盤整備の内容の御質問のうちの暗渠に関する部

分だと思いますけれども、基盤整備の中では、もち

ろん、補助の整備、暗渠排水、それから客土等も行

われますので、それと併せて工事を実施するという

メニューにはなっております。 

 町のほうで独自に設けています制度としまして

は、道の補助事業を活用した中で、農協さんのほう

で実施しております暗渠排水の整備事業がございま

す。それは中富良野と上富良野が一体となって整備

するというようなことで、計画的に整備するような

形で実施しているところであります。 

 もう１点は、町の独自事業のもう一つとしまし

て、緊急で暗渠排水をしたいという場合に対しまし

ては、暗渠排水の資材の一部、費用の一部というこ

とで補助事業を行っております。方法としては、現

在集落協議会というところから事業の申込みができ

るようになっておりますので、それで実施している

状況でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） １２７ページのアグリパー

トナー、担い手という形で今町もいろいろな形で進

めております。８次の計画を見ましても、地区に

よっては高齢化で、なかなか農業を続けることがで

きないという状況が現在でも見受けられます。令和

４年度においては、人材確保という形で、この富良

野沿線、農協と、あるいは町単独でもいいのです

が、そういう確保のために、新たな一歩を踏み出し

た、あるいはパートナーの派遣をする業者もありま

すけれども、こういう人手不足に対応する何らかの

対策というのが必要だというふうに思いますが、こ

の点、令和４年度はどういう対応をされているのか

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（林下里志君） ４番米澤委

員の御質問にお答えいたします。 

 アグリパートナーの推進委員の関係でございます

けれども、令和４年度につきましては、アグリパー

トナー協議会の相談員の、こちらのほうの６３万

４,０００円につきましては、農協の相談員がうち

の町の相談員を兼ねているということで、農協の相

談員にお願いしている経緯がございます。昔は町で

も相談員を直接いた経緯もあるのですけれども、今

現在、農協の相談員をうちの地区も兼ねて活動して

いただいているという経緯がございます。４年度の

活動推進設置負担ということで、農協とうちの町と
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相談員の半分を負担しているというような、こちら

の決算額でございます。相談員につきましては、北

エリア地区の相談員が今年、急遽お亡くなりになら

れたということで、今現在、北エリア地区の相談員

につきましては、上富良野の副エリア町、また、北

エリアのエリア町が代わりに相談員の業務をやって

いただいているという経緯がございますけれども、

相談員につきましては、今後農協とも協議しながら

というふうな考えではございます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 大変ありがとうございまし

た。担い手の確保を含めて、収穫作業における人手

が農作業に足りないという状況があります。そうい

うものも含めて、本当に他の自治体では体験農業も

含めて、そういうところに農業に携わってもらって

という形の手法も取っているところもあります。そ

ういった手法で、富良野沿線で農協を中心として、

町と連帯して、人手の確保を進めていかなければ、

今後ますます農業の担い手というのがなくなると思

いますが、そういった意味で、８次の総合計画の中

にでも位置づけられて、今後多様な中でそういった

人員の確保をしなければならないということが明記

されておりますので、令和４年度はどうだったで

しょうか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。 

 人材の育成、それから人手不足、労働力不足の確

保に関する御質問だと思いますけれども、まず労働

力不足に関しましては、確保する方法については、

富良野農協さんの関連事業所がございまして、そち

らから人材を派遣しているというのが今現状でござ

います。その内容については、およそ年間１００名

ほどのヘルパーさんが派遣されている状況でありま

すけれども、ただ、ポーク利用されている方は、や

はりハウスですとか施設園芸の方が多くて、富良

野、中富良野が中心となっているような状況でござ

います。そちらのほうと派遣の内容については、随

時情報提供いただくとともに、人材の確保について

は協力をお願いしているような状況でございます。

その不足している部分に町ができる部分ということ

で、５年度以降に地域おこし協力隊という制度を活

用した中で、まず農作業ヘルパーの部門も少し力を

入れるというか、補充していくような方法で、将来

的には地域おこし協力隊の方は新しい担い手という

ことでなってもらうという考えも両方持ち合わせた

中で、地域おこし協力隊を進めるという形で、今現

在も進めているところでございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） いろいろな形で、ぜひいろ

いろまた検討していただきたいというふうに思って

います。 

 １２９ページの１９節スマート農業の導入支援事

業という形で補助５００万円になって、その上では

１,６００万円というのがありますが、１９節のこ

のスマート農業導入支援事業補助というのはどうい

う内容だったでしょうか。ちょっとお伺いいたしま

す。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ４番米澤委員の御

質問にお答えいたします。 

 スマート農業の導入支援事業ということで１００

万円の決算額の部分についてですけれども、こちら

のほうは国のほうで補助事業ということで、１件利

用したものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 併せて、恐らくそういう事

業があるのだろうと思うのですが、農業者の若い人

たちが自らいろいろな、ドローンだとか、農業産品

に対して自ら資格を取ったりだとか、そういう方が

結構いらっしゃいます。独自で負担もしながらされ

ている方もいるというふうに直接話を聞きました。

比較的技術が上がれば上がるほど、高額な負担が必

要になってくるということで、いろいろな話聞かせ

ていただきましたが、そういう対応というのは、令

和４年度の中で使える国からの支援あるいは町単独

のそういった支援というのはあったのかどうなのか

お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ４番米澤委員の御

質問にお答えします。 

 国が支援しておられる制度の利用については、対

象となる農業者さんの方々には、その条件を御案内

しまして、もちろん全額が国から補助されるわけで

はございませんので、機械類であればそういった費

用の金額ですとか、また上限額ですとか、そういっ

た条件を相談しまして、必要な設備、機械等の内容

を相談したり精査したりしながら受付を行い、利用

していただいているところであります。 

○委員長（岡本康裕君） ４番米澤委員。 

○４番（米澤義英君） 簡潔に言います。申し訳あ

りません。すみません。 

 最後になりますが、８次の計画の中にでも観光と

食あるいはイベントを通じて、まるごと上富良野も

そうなのですが、やはり農業を知ってもらおうとい

う取組が必要だというふうに書かれております。ま
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るがとうビールという形で一つの要素であります

が、やはり上富良野町であれば、やはり農産物を軽

トラ市もあります。ありますが、それも一つだとい

うふうに思いますが、やはり町や農協とも連携しな

がら、そういった農産物、他の自治体では漁業でい

えばそういった漁業に関する特別な費用を設けてい

ろいろな取組をやっているという状況が見受けられ

ますが、上富良野町もそういうものも含めて、町の

にぎわいや農業を知ってもらう、さらに機会という

のが何か減ってきているような、そんな気がしま

す。この点、町長、まちづくりの一環としても、農

業のよさだとか、いろいろな大変さを知ってもらう

ためにも、そういったイベント等も含めた取組とい

うのも必要になってきているのではないかというふ

うに思いますが、この点お伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤委員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 委員おっしゃるとおり、農業と商工観光、特に観

光、外からのお客さんにということで言えば、観光

なのかもしれませんが、そういう結びつきは非常に

大切だと、重要だと考えております。ここ数年はコ

ロナの影響で、イベント等も開催されず、特に４年

度もまだコロナでしたので、そういう減ってきたな

という印象はお持ちなのかもしれませんが、今後、

今年から、今年度から、行動制限も緩和されました

ので、元々、昔から食との観光というのは大切にし

てきたと思いますので、今後におきましては、この

コロナ禍を乗り越えて、さらに食と観光の結びつ

き、イベント等の在り方等も含めて、農産物の販売

の在り方など、調査研究も含めて、今後について

も、これは推進していきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 

 ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） １２７ページの上から４行

目のところに農産物加工実習施設とあるのですが、

農業者でありながら認識不足で申し訳ありませんけ

れども、これ、どこにあって、何をするところなの

か、あるいは誰でも使えるものなのか、ちょっと教

えていただけますか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ９番島田委員の御

質問にお答えします。 

 農産物加工実習施設につきましては、町内の農産

物を活用して、いろいろな製品を作っていただくと

いうことで設置してある施設でございます。場所に

ついては、住所が富原地区になります。北２３号の

東３線の場所になります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） よく、今何か作られている

ということなのですが、具体的には何か、ハムとか

そういう、あるいはドライフルーツとか、そういう

ものなのでしょうか。ちょっとぴんとこなかったも

ので、申し訳ありません。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（吉澤大輔君） ９番島田委員の

御質問にお答えいたします。 

 この加工施設においては、主にパンが多く作られ

ているところです。そのほかにも豆腐ですとか麹味

噌、こういったものが作られているという状況でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） 続いて、４項目目にある農

業構造改善センターというのは、また同じようにど

こにあって、どのようなことをしているのか。ま

た、誰でも使えるものなのか、ちょっと教えていた

だきたいと思います。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ９番島田委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 農業構造改善センターの御質問ですけれども、ま

ず、このセンターについては、島津地区に１か所、

それから静修地区に１か所ございます。利用の目的

については、地域の交流拠点ということもありまし

て、地区の公民館という扱いにもなっているところ

であります。利用については、そういったことか

ら、町民であれば誰でも使えるというようなことに

なっております。 

○委員長（岡本康裕君） ９番島田委員。 

○９番（島田政志君） 具体的に改善センターのほ

うは、令和４年度においては、トータル何人の方が

どれだけ使われたかは分かりますか。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） この改善センター

の利用についての御質問になるかと思いますけれど

も、施設のほうは地区の住民会のほうに委託をして

管理をしていただいているところであります。運用

についても、地区の運営ということで、ちょっと今

手元に資料がございませんので、後ほど説明させて

いただきたいというふうに思います。（「お願いい

たします。ありがとうございました」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますでしょ

うか。 
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 １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） １２５ページの農業振興

費一般管理費にかかるところだと思うのですが、成

果報告書の４４ページ、真ん中ら辺に令和４年度の

認定農業者数の認定総数２１８件とあります。昨年

度が２１９件でした。今回、新規で認定されている

のは５件となっているのですが、これはつまり、大

体６件ぐらいの方が農業を引退されて、それで５件

が入ってきているというような、そういう見方でい

いのか確認させてください。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） １２番小林委員の

認定農業者の御質問についてお答えさせていただき

ます。 

 先ほど委員申し上げたとおり、新たな認定数が５

件でございますが、実は個人というのがございまし

て、そのうち２件ほどが個人のところから法人に変

わったという部分が２件ございます。ですので、実

質的に減っているのが３件ということで、その３件

につきましては、この認定制度が５年間の計画を出

してもらうという、そういった計画になりまして、

次に更新をされないで、もうこの制度を利用しな

い、認定制度を利用しますと、いろいろな国の補助

制度ですとかも使えるのですが、そういった先に投

資するような事業にはもうしないということで、農

業自体は経営は続けているのですが、この制度を活

用しないという方がいるということで、この数字に

なっているところであります。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 新規認定に関してなので

すけれども、今回、法人以外で個人の方が２件ぐら

いいるのかなと思うのですけれども、これって俗に

第三者継承のような形で継承された方がいたのかど

うかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） １２番小林委員の

御質問にお答えします。 

 新規認定の２名の方が、新規認定就農者の方が５

年経過しまして、２名の方が新たに認定されたとい

うことで、そのような対象の方が新規というような

ことになっております。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） 委員、御質問あり

ました第三者継承の対象者は、４年度についてはお

りません。 

 以上です。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 新規就農者、認定者にか

かわるところで、もしかしたら後継者対策のほうに

もかかってしまうのかもしれないのですが、令和４

年度において、指導農業士の方の要は認定とかは

あったのかどうかお伺いいたします。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） １２番小林委員の

御質問にお答えします。 

 指導農業士の認定者に関しては、令和４年の方の

登録されている方はいないという状況でございま

す。 

○委員長（岡本康裕君） １２番小林委員。 

○１２番（小林啓太君） 以前から、この後継者対

策で、新しく新規就農される方が研修を受ける、い

ろいろなオプションが受ける上でも、また昨今始

まった地域おこし協力隊の農業支援制度を活用して

いく上でも、やはり指導農業士を増やしていくこと

が大事であるということを以前、町長とも答弁でさ

せていただいたかと思うのですが、令和４年度にお

いては、そもそもその指導農業士になりたいと手を

挙げる方がいなかったのか。町からもあまりそうい

う呼びかけもしていなかったのか。その点をお伺い

します。 

○委員長（岡本康裕君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） １２番小林委員の

御質問にお答えします。 

 ４年度に指導農業士の希望といいますか、町のほ

うからそういった指導できる素質がある方というの

ですか、そういう方はこちらのほうからお願いはし

ているところでありまして、４年度２名ほどいらっ

しゃいましたが、ただ、この指導農業士の指定に関

しては、経営的な要素というのが審査されることに

なっておりまして、御本人の経営内容の相談の際

に、ちょっと延期したいというようなことで、４年

度にはございませんでしたが、今年度は１名がなる

予定ということになっております。もう１名の方に

ついては、その辺の内容がいい段階になって、自分

が指導できるというような状況になったときには希

望したいというようなことでお聞きしているところ

でございます。 

○委員長（岡本康裕君） ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） なければ、先ほどの１番

佐藤委員の質問に対する答弁は用意できたでしょう

か。 

 後ほど、分かり次第ということで。（「発言する

者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ということで、皆さん、

よろしいでしょうか。 
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（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） ありがとうございます。 

 それでは、質疑がなければ、これで６款農林業費

の質疑を終了いたしたいと思います。 

 お疲れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前１１時４２分 休憩 

午前１１時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君）      委員長まで、

提出願います。 

 会場等については、事務局長より、説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） １時から、各分科会を

回開催していただきたいと思います。 

 まず、分科会の会場につきましては、第１分科会

は第２会議室、第２分科会は議員控室といたしま

す。 

 分科会で審査意見書を作成していただき、１時半

をめどに、委員長のほうに提出していただきまし

て、その後、正副委員長と分科長により、成案を作

成します。 

 成案がまとまりましたら、議場で成案の報告、審

議を行います。 

 以上であります。 

○委員長（岡本康裕君） 暫時休憩いたします。 

 再開は、２時からです。まとめていただいた後、

合わせる時間が２時からです。 

────────────────── 

午前１１時４６分 休憩 

午後 ２時１１分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 審査意見書案の整理を行

いましたので、事務局長に朗読いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 令和５年決算特別委員

会、意見書案を朗読いたします。 

 まず、一般会計歳出。 

 １、ふるさと応援寄附モニター事業について。 

 外部リソースを有効活用し、さらなる事業の発展

に努められたい。 

 ２、移住促進について。 

 既存事業の効果を検証して、移住者の増加に努め

られたい。 

 ラベンダーハイツ事業特別会計。 

 １、施設の老朽化に伴い、引き続き計画的な修繕

を図られたい。 

 以上となります。 

○委員長（岡本康裕君） これより、審査意見書案

の審議を行います。 

 ただいま朗読した意見、審査意見書案について御

意見ありませんか。 

 よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） それでは、意見がないと

いうことなので、お諮りいたします。 

 審議が終わりましたので、申請意見書案は、この

とおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、審査意見書は、ただいまの審議のとおり

と決定いたしました。 

 以上で、審査意見書の審議を終わります。 

 これより、理事者に意見書を提出しますので、こ

の間を暫時休憩といたします。 

 再開は、２時半といたします。よろしくお願いい

たします。 

────────────────── 

午後 ２時１２分 休憩 

午後 ２時４７分 再開 

────────────────── 

○委員長（岡本康裕君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 理事者より、所信表明の申し出がございますの

で、発言を許します。 

 町長、斉藤繁君 

○町長（斉藤 繁君） 委員長の許可を得まして、

所信を表明したいと思います。 

 まずは皆さん、御多用中の中、３日間の御審議賜

りましたこと、誠にありがとうございます。 

 先ほど委員長、副委員長を通して、決算特別委員

会の意見書をいただきました。 

 これらの意見、真摯に受け止めて、今後の行政運

営に反映していきたいと、このように思っておりま

す。 

 我が町も含め、地方行政においては少子高齢化、

過疎化、そして人口減少、非常に厳しいものがあり

ます。コロナ禍による行動制限はなくなりました

が、物価高騰、エネルギー価格の高騰は続き、町民

の皆様におかれましては、大変不安な中、生活をし

ているのかなというふうに思っております。 

 そのような中、やはり行政運営、行財政運営を

しっかり運営していき、住民サービスの向上に一層

努めていくことが重要なことであると再認識してい

るところであります。 

 我が町上富良野におきましても、子どもセンター
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を含めた、町立病院などはもう既に始まっておりま

すが、その他将来に向けて問題は多々ありますが、

これらの課題を皆さんと一緒に御理解、御協力を得

て、将来に向けて解決していかなければならないと

考えております。 

 結びとなりますが、改めて３日間、御審議を賜り

ましたこと、心より御礼申し上げたいと思います。

どうもありがとうございました。 

○委員長（岡本康裕君） お諮りいたします。 

 ただいまの理事者の所信表明により、今後の町政

執行において、十分その意見を尊重し、最善の努力

をしたいとの確認が得られましたので、討論を省略

し、議案第８号令和４年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定について及び議案第９号令和４年度上

富良野町企業会計決算の認定についてを表決したい

と思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、討論を省略し、議案第８号令和４年度上

富良野町各会計歳入歳出決算の認定について及び議

案第９号令和４年度上富良野町企業会計決算の認定

についてを起立により表決いたします。 

 最初に、議案第８号令和４年度上富良野町各会計

歳入歳出決算の認定については、意見を付し、原案

のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、意見を付し、原案のとおり認定

することに決定いたしました。 

 次に、議案第９号令和４年度上富良野町企業会計

決算の認定については、原案のとおり、認定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（岡本康裕君） 起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり認定することに決定い

たしました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の審査報告書の内容については、委員長

及び副委員長に御一任願いたいと存じます。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（岡本康裕君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の決算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託された案件の審議

は全て終了いたしました。 

 ここで、閉会に当たりまして一言御挨拶させてい

ただきます。 

 ４年度決算ということで特別委員会開催いたしま

したが、なかなかその決算にフォーカスを当ててと

いう審議であるべきではありましたが、なかなか私

の仕切りの悪さで、今後の話はどうなってるのだと

か、計画はどうだということで、なかなか仕切り切

れない部分もあり、委員の皆さん、そして、町長は

じめ、副町長、各課長に対しまして、御迷惑かけた

ところも多数あるかと思いますが、これを反省いた

しまして、次の予算決算等にはしっかりと意見が通

じるよう、また、発言がうまくできるような、そう

いった委員会運営していきたいと思います。 

 ３日間、長い間、時間をいただきまして、委員

会、集中していただきましてありがとうございま

す。 

 今後ともまたひとつ、町政に関わる皆さん、御健

康で町のことに、よりよい町にするために皆さん頑

張っていただきたいと思います。 

 本日はありがとうございました。 

 これをもって決算特別委員会を閉会いたします。 

 誠に御苦労さまでございました。 

午後 ２時５２分 閉会 
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